
特集／グローバルなルール形成と開発途上国

本
特
集
で
は
、
開
発
途
上
国
で
進
む
経
済
法
制

改
革
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
促
し
て
い
る
国

際
的
な
ル
ー
ル
、
規
範
、
基
準
の
特
質
や
そ
の
形

成
プ
ロ
セ
ス
の
変
化
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

遠
く
離
れ
た
国
・
地
域
に
お
い
て
、
同
じ
よ
う

な
制
度
改
革
が
同
じ
時
期
に
進
行
し
て
い
る
こ
と

が
観
察
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
各
国
の
法
制

度
の
統
一
・
調
和
を
進
め
、
あ
る
い
は
法
制
改
革

を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
際
ル
ー
ル
の

存
在
が
あ
る
。
こ
こ
で
国
際
ル
ー
ル
と
は
、
国
家

間
で
締
結
さ
れ
る
条
約
の
ほ
か
、
国
際
組
織
な
ど

の
諸
ア
ク
タ
ー
が
策
定
す
る
法
的
拘
束
力
の
な
い

国
際
文
書
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
ル
ー
ル
を
含
ん

で
い
る
（
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
）。
現
代
の

国
際
社
会
で
は
、
各
分
野
に
多
様
な
政
府
間
国
際

組
織
や
民
間
組
織
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
活
動
を

通
じ
て
、
国
際
ル
ー
ル
や
そ
の
実
現
の
た
め
の
国

際
制
度
作
り
が
進
ん
で
い
る
。

各
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
九

○
年
代
以
降
の
国
際
ル
ー
ル
形
成
は
、
多
く
の
分

野
に
お
い
て
開
発
途
上
国
を
枠
組
み
の
な
か
に
取

り
込
も
う
と
す
る
動
き
を
強
め
て
い
る
。
そ
の
背

景
に
は
、
開
発
途
上
国
の
国
際
経
済
に
お
け
る
プ

レ
ゼ
ン
ス
が
拡
大
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
解
決

の
た
め
に
、
開
発
途
上
地
域
を
も
含
め
た
枠
組
み

作
り
が
不
可
避
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

体
制
移
行
問
題
や
経
済
危
機
へ
の
対
応
の
な
か
で
、

開
発
に
お
け
る
法
制
度
の
役
割
が
強
調
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
開
発
途
上
国
の
国
内
法
制
改
革
を
支

援
す
る
た
め
の
国
際
ル
ー
ル
の
策
定
が
重
視
さ
れ

た
こ
と
も
あ
る
。

●
法
の
統
一
・
調
整
と
開
発
途
上
国

各
国
の
法
制
度
の
違
い
を
、
国
境
を
超
え
た
経

済
活
動
を
阻
害
す
る
要
因
と
考
え
、
そ
れ
を
除
去

し
あ
る
い
は
軽
減
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、「
法

の
統
一
」（unification of law

）や
経
済
規
制
の
「
国

際
的
調
和
」（harm

onization

）
と
い
っ
た
概
念

で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
国
際
ル
ー
ル
の
設
定
は
、

こ
の
法
の
統
一
・
調
和
の
動
き
と
結
び
つ
い
て
き

た
。
法
の
統
一
運
動
は
、
一
九
世
紀
欧
州
に
始
ま

り
、
私
法
、
国
際
私
法
、
知
的
財
産
法
な
ど
の
分

野
を
中
心
に
、
各
国
の
法
規
を
統
一
す
る
統
一
法

条
約
や
、
各
国
が
立
法
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
モ

デ
ル
法
が
採
択
さ
れ
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
米
州
に

お
い
て
も
同
様
の
試
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
法
統
一
に
お
い
て
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
大
陸
法
と
い
う
二
つ
の
法
伝
統

間
の
調
和
に
加
え
て
、
社
会
主
義
国
と
の
東
西
貿

易
、
開
発
途
上
国
と
の
南
北
貿
易
に
関
す
る
取
引

ル
ー
ル
の
確
立
と
い
う
二
つ
の
課
題
が
あ
っ
た
。

資
源
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
し
、
開
発
途
上

国
が
数
の
力
で
発
言
力
を
増
し
た
一
九
六
○
〜
七

○
年
代
に
は
、
国
際
ル
ー
ル
を
め
ぐ
る
開
発
途
上

国
と
先
進
国
と
の
溝
は
深
ま
っ
た
。
先
進
国
は
、

自
国
民
・
自
国
企
業
の
た
め
、
開
発
途
上
国
に
国

際
標
準
に
準
拠
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
他
方
、

開
発
途
上
国
は
、
先
進
国
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る

と
し
て
既
存
の
国
際
法
の
見
直
し
を
求
め
、
か
か

る
要
求
は
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
（
国
連
貿
易
開
発
会

議
）、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
（
国
連
商
取
引
法
委

員
会
）
な
ど
新
た
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
設
立
に
つ
な

が
っ
た
。

経
済
発
展
や
開
発
戦
略
の
変
化
に
伴
い
、
開
発

途
上
国
の
国
際
ル
ー
ル
に
対
す
る
対
応
は
か
な
り

変
化
し
た
。
国
際
ル
ー
ル
の
受
入
が
自
国
に
有
利

と
認
め
、
そ
の
導
入
に
動
く
場
合
も
増
え
て
き
た

ほ
か
、
ル
ー
ル
作
り
に
積
極
的
に
関
与
す
る
姿
勢

を
強
め
て
い
る
。

●
開
発
途
上
国
に
受
入
を
求
め
る
理
由

づ
け

特
集
／
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ル
ー
ル
形
成
と
開
発
途
上
国

特
集
に
あ
た
っ
て

特集／グローバルなルール形成と開発途上国

今
泉
慎
也
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国
際
ル
ー
ル
作
り
を
促
し
、
あ
る
い
は
開
発
途

上
国
に
そ
の
受
入
を
求
め
る
理
由
づ
け
と
し
て
は

一
般
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

第
一
に
、
先
進
国
と
の
貿
易
摩
擦
が
生
じ
た
こ

と
を
背
景
に
、
競
争
条
件
の
差
異
が
問
題
に
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
。
先
進
国
、
と
り
わ
け
米
国
は
、

開
発
途
上
国
に
お
け
る
労
働
保
護
や
環
境
規
制
な

ど
の
水
準
の
低
さ
や
、
外
資
規
制
・
優
遇
措
置
に

よ
る
市
場
の
歪
曲
を
問
題
視
し
た
（
ソ
ー
シ
ャ
ル

・
ダ
ン
ピ
ン
グ
や
不
公
正
貿
易
）。
こ
れ
は
、
Ｗ

Ｔ
Ｏ
の
成
立
や
そ
の
規
律
事
項
を
拡
大
し
て
い
こ

う
と
す
る
動
き
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
も
と
で
規
制
の
実

効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
開
発
途
上
国
を
含

む
関
係
国
間
で
規
制
水
準
を
標
準
化
す
る
こ
と
が

不
可
欠
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ア
ジ
ア
経
済
危

機
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
新
興
市
場
国
を
起
点
と

す
る
金
融
危
機
の
発
生
は
、
開
発
途
上
国
の
国
内

制
度
の
脆
弱
性
が
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
リ
ス
ク

と
な
っ
て
お
り
、
各
国
に
規
制
の
強
化
を
求
め
る

こ
と
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
。
企
業
統
治
、
マ

ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
倒
産
法
制
・
担
保
、
会
計

基
準
等
の
金
融
に
関
す
る
分
野
に
お
い
て
、
原
則

や
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
な
ど
の
非
拘
束
的
文
書

の
策
定
が
国
際
金
融
機
関
な
ど
に
よ
っ
て
推
進
さ

れ
た
。
世
銀
・
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
、
一
二
の
コ
ー
ド
・
基

準
を
指
定
し
、
各
国
の
政
策
や
制
度
を
評
価
す
る

た
め
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を

推
奨
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
開
発
途
上
国
の

国
内
法
制
改
革
を
目
的
に
非
拘
束
的
文
書
が
増
大

し
た
こ
と
は
、
一
九
九
○
年
代
以
降
に
顕
著
な
現

象
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

●
ル
ー
ル
形
成
の
多
層
化
と
ソ
フ
ト
ロ

ーＷ
Ｔ
Ｏ
体
制
は
法
的
義
務
の
強
化
が
進
ん
だ
例

で
あ
る
が
、
ド
ー
ハ
開
発
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
難
航
し

て
い
る
よ
う
に
、
条
約
に
よ
る
拘
束
力
あ
る
ル
ー

ル
作
り
は
、
利
害
関
係
の
調
整
が
難
し
く
、
多
大

な
労
力
と
時
間
を
要
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
非
拘

束
的
国
際
文
書
に
よ
る
ル
ー
ル
設
定
は
、
関
係
当

事
者
間
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
や
、
国
際
組
織
等
に
よ

る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
、
一
定
の
場
合
に
各
国
の

遵
守
を
促
す
効
果
が
あ
り
、
多
く
の
分
野
で
活
用

が
進
ん
で
い
る
。
か
か
る
文
書
に
よ
る
規
律
が
進

む
背
景
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
急
速
な
進
展
に

条
約
に
よ
る
ル
ー
ル
の
設
定
が
十
分
に
対
応
し
き

れ
な
い
ほ
か
、
政
府
間
の
合
意
を
経
る
こ
と
な
し

に
、
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
に
直
接
働
き

か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
を
期
待
で
き
る

こ
と
が
あ
る
。

こ
の
点
は
、
ル
ー
ル
形
成
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー

の
多
様
化
と
も
関
係
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
外

交
関
係
の
多
層
化
が
進
み
、
国
内
規
制
当
局
間
で

直
接
に
国
際
的
な
協
力
機
構
を
設
立
し
、
規
制
ル

ー
ル
作
り
が
進
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
協
力
機
構

に
開
発
途
上
国
の
規
制
当
局
の
参
加
が
増
え
、
非

拘
束
的
な
ル
ー
ル
が
各
国
の
国
内
規
制
に
直
接
的

に
影
響
を
与
え
て
い
る
点
も
近
年
の
特
徴
で
あ
る
。

他
方
、
国
際
商
業
会
議
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
な
ど
国
際

的
な
民
間
組
織
や
専
門
家
団
体
に
よ
る
ル
ー
ル
・

基
準
が
通
用
す
る
分
野
も
増
え
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
組
織
の
活
動
に
開
発
途
上
国
の
関
与
が

な
お
少
な
い
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

●
東
ア
ジ
ア
地
域
協
力
へ
の
視
座

近
年
で
は
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
や
そ
こ
で
重

視
さ
れ
る
自
由
貿
易
協
定
が
注
目
を
集
め
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
各
分
野
で
す
で
に
地
域

協
力
の
試
み
が
進
行
し
て
い
る
。

今
後
の
地
域
的
な
ル
ー
ル
・
規
範
形
成
に
お
い

て
課
題
と
な
る
の
は
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
制

度
モ
デ
ル
を
も
っ
て
臨
む
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ

る
だ
ろ
う
。
多
く
の
分
野
で
ア
ジ
ア
諸
国
は
国
際

的
な
ル
ー
ル
の
受
入
を
進
め
て
い
る
。
今
後
の
地

域
的
な
共
通
の
ル
ー
ル
作
り
に
お
い
て
は
、
グ
ロ

ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
整
備
さ
れ
る
ル
ー
ル
が
交
渉

や
協
議
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
な
る
こ
と
は
大
い
に

あ
り
得
よ
う
。
ア
ジ
ア
諸
国
の
制
度
改
革
支
援
や

共
通
ル
ー
ル
作
り
に
は
、
現
在
進
ん
で
い
る
日
本

法
自
体
の
改
革
の
真
価
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

（
い 

ま
い
ず
み　

し
ん
や
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）

﹇
付
記
﹈
本
特
集
の
も
と
に
な
っ
た
研
究
成
果
は
、

今
泉
慎
也
編
『
国
際
ル
ー
ル
形
成
と
開
発
途
上

国
│
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
経
済
法
制
改
革
』（
ア

ジ
ア
経
済
研
究
所
）
と
し
て
出
版
予
定
で
あ
る
。
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通
商
に
関
す
る
国
際
ル
ー
ル
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
及
び

そ
の
後
継
で
あ
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て

き
た
。
そ
も
そ
も
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
は
関
税
引
き
下
げ
な

ど
を
通
じ
て
市
場
ア
ク
セ
ス
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

を
一
義
的
な
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、
同
時

に
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
や
政
府
調
達
、
知
的
財
産

権
と
い
っ
た
様
々
な
分
野
に
わ
た
る
通
商
規
則
を

策
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
角
的
な
貿
易
自
由
化

を
推
進
し
て
き
た
。
そ
の
際
、「
ラ
ウ
ン
ド
」
と

呼
ば
れ
る
多
国
間
交
渉
の
場
が
国
際
ル
ー
ル
策
定

の
主
要
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
働
い
て
い
る
。

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
こ
れ
ま
で
九
回
に
上
る

ラ
ウ
ン
ド
を
開
催
し
て
い
る
が
（
表
１
）、
ウ
ル

グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
ま
で
の
国
際
ル
ー
ル
の
策
定

に
は
、
主
に
先
進
国
、
中
で
も
「
四
極
」
と
呼
ば

れ
た
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｕ
、
日
本
、
カ
ナ
ダ
の
意
向

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
き
た
。
途
上
国
は
、
参
加

国
の
数
こ
そ
多
い
が
、
実
質
的
な
討
議
に
は
殆
ど

影
響
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
Ｗ
Ｔ
Ｏ
発

足
後
、
通
商
に
関
す
る
国
際
ル
ー
ル
形
成
の
プ
ロ

セ
ス
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
途
上
国
の
ル

ー
ル
・
メ
イ
キ
ン
グ
過
程
へ
の
積
極
的
か
つ
実
質

的
な
参
加
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と

で
あ
る
。

●
ル
ー
ル
形
成
に
軸
足
が
移
動

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
主
要
な
目
的
は
、
生
活

水
準
の
向
上
、
完
全
雇
用
な
ど
の
た
め
に
「
関
税

そ
の
他
の
貿
易
障
害
を
実
質
的
に
軽
減
し
、
お
よ

び
国
際
通
商
に
お
け
る
差
別
待
遇
を
廃
止
す
る
」

（
協
定
前
文
）
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｇ
Ａ
Ｔ

Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
が
そ
の
活
動
領
域
と
し
て
認
識
し
て

い
る
の
は
、
関
税
の
引
き
下
げ
や
数
量
制
限
な
ど

の
貿
易
障
壁
に
対
す
る
規
制
だ
け
で
は
な
い
。
貿

易
の
活
性
化
は
生
活
水
準
の
向
上
や
完
全
雇
用
に

繋
が
る
と
い
う
理
念
の
下
、
自
由
貿
易
の
障
害
と

な
る
よ
う
な
事
項
す
べ
て
に
つ
い
て
取
り
扱
う
と

い
う
役
割
意
識
を
持
っ
て
い
る
。

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
発
足
当
初
は
、
国
境
の
関
税
規
制
を

な
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
貿
易
を
実
現
す
る
こ

と
が
中
心
的
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
第
一

〜
五
回
ま
で
の
ラ
ウ
ン
ド
で
は
鉱
工
業
製
品
の
関

税
引
き
下
げ
が
主
要
議
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

関
税
引
き
下
げ
が
あ
る
程
度
実
現
す
る
と
、
今
度

は
、
規
格
統
一
や
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
な
ど
、
非
関

税
措
置
（non-tariff m

easures

＝
Ｎ
Ｔ
Ｍ
）
の

撤
廃
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
六
回
の

ケ
ネ
デ
ィ
・
ラ
ウ
ン
ド
で
は
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
協

定
が
策
定
さ
れ
、
そ
の
後
の
東
京
ラ
ウ
ン
ド
で
も

輸
入
ラ
イ
セ
ン
ス
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
税
、
補
助

金
と
相
殺
関
税
、
政
府
調
達
、
関
税
評
価
制
度
な

ど
に
関
す
る
新
し
い
貿
易
ル
ー
ル
が
採
択
さ
れ
た
。

Ｎ
Ｔ
Ｍ
は
各
国
の
国
内
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
て

き
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
撤
廃
す
る
た
め
に
は
、
新

た
な
国
際
ル
ー
ル
の
形
成
が
必
要
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
但
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｍ
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
の

交
渉
参
加
国
が
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
税

引
き
下
げ
交
渉
と
は
別
枠
で
議
論
さ
れ
、
多
国
間

協
定
（
コ
ー
ド
）
と
い
う
形
式
で
採
択
さ
れ
た
た

め
、
選
択
的
な
受
容
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
た

め
、
多
く
の
途
上
国
は
こ
う
し
た
コ
ー
ド
に
は
参

加
せ
ず
、
国
内
措
置
に
関
す
る
条
約
上
の
義
務
を

負
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

Ｎ
Ｔ
Ｍ
に
関
す
る
議
論
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
、

そ
の
規
律
が
実
質
的
な
影
響
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
で

あ
る
。
同
ラ
ウ
ン
ド
で
は
、
関
税
削
減
に
加
え
、

サ
ー
ビ
ス
貿
易
の
自
由
化
、
知
的
財
産
権
、
貿
易

関
連
投
資
措
置
、
農
業
補
助
金
に
関
す
る
ル
ー
ル

策
定
な
ど
、
総
計
一
五
分
野
に
亘
り
交
渉
が
行
わ

れ
、
通
商
ル
ー
ル
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
Ｇ
Ａ
Ｔ

Ｔ
機
能
の
重
心
は
関
税
削
減
か
ら
通
商
ル
ー
ル
の

通
商
ル
ー
ル
形
成
に
お
け
る
「
開
発
」
視
点

特集／グローバルなルール形成と開発途上国

箭
内
彰
子
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策
定
へ
と
移
り
、
従
来
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
規
律
の
対
象

で
は
な
か
っ
た
分
野
に
ま
で
国
際
ル
ー
ル
の
適
用

範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

●
重
視
さ
れ
る
「
開
発
」
フ
ァ
ク
タ
ー

現
在
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
進
め
ら
れ
て
い
る
ラ
ウ
ン
ド
は

「
ド
ー
ハ
開
発
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」（
Ｄ
Ｄ
Ａ
）
と
称

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
名
前
が
示
す
通
り
、
交
渉
過

程
で
開
発
の
視
点
を
組
み
入
れ
、
途
上
国
の
利
益

を
考
慮
す
る
こ
と
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
。

途
上
国
は
、

ウ
ル
グ
ア
イ
・

ラ
ウ
ン
ド
で
達

成
さ
れ
た
貿
易

自
由
化
と
ル
ー

ル
の
強
化
は
自

国
の
輸
出
拡
大

に
繋
が
る
と
考

え
て
い
た
。
こ

れ
は
、
先
進
国

が
「
ウ
ル
グ
ア

イ
・
ラ
ウ
ン
ド

合
意
を
一
括
受

諾
す
れ
ば
途
上

国
の
経
済
は
成

長
す
る
」
と
説

明
し
て
い
た
か

ら
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
Ｗ
Ｔ

Ｏ
が
発
足
し
た

後
も
途
上
国
経

済
は
思
っ
た
よ
う
に
は
伸
び
ず
、
先
進
国
と
の
経

済
格
差
は
ま
す
ま
す
増
大
し
た
。
想
定
し
て
い
た

利
益
を
実
際
に
は
手
に
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、

却
っ
て
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
合
意
を
実
施
す

る
た
め
の
コ
ス
ト
負
担
が
大
き
く
、
途
上
国
は
思

惑
が
は
ず
れ
た
こ
と
に
対
す
る
強
い
不
満
を
抱
い

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
新
ラ
ウ
ン
ド
立
ち
上
げ
に

当
た
っ
て
は
途
上
国
へ
の
技
術
支
援
や
優
遇
措
置

が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
後
の
交
渉
に
お

い
て
も
「
途
上
国
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
」

を
求
め
て
い
る
。

ま
た
、
先
進
四
極
と
一
部
の
有
力
途
上
国
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
き
た
意
思
決
定
過
程
も
、
一
九

九
九
年
の
シ
ア
ト
ル
閣
僚
会
議
以
降
そ
の
透
明
化

が
図
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
途
上
国
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で

の
ル
ー
ル
形
成
に
積
極
的
に
関
与
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
途
上
国
自
身
が
多
角

的
貿
易
体
制
へ
の
参
画
が
自
国
の
利
益
に
つ
な
が

る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

途
上
国
へ
の
配
慮
の
必
要
性
は
、
先
進
国
の
側

か
ら
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
途
上
国

が
Ｄ
Ｄ
Ａ
交
渉
に
前
向
き
に
取
り
組
む
よ
う
に
な

る
た
め
に
は
、
途
上
国
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
ル
ー
ル
を
遵
守

す
る
能
力
や
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
参
加
す
る
能
力
の

向
上
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ら
へ
の
援
助

が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
新

し
い
ラ
ウ
ン
ド
の
立
ち
上
げ
に
際
し
て
は
、
途
上

国
の
意
見
が
多
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
二
○
○
三
年
に
知
的
財
産
権
に
関
す
る

ル
ー
ル
を
見
直
し
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
治
療
薬
の
コ
ピ
ー

薬
の
輸
出
が
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に

も
、
途
上
国
の
発
言
権
の
増
大
が
影
響
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
最
近
、「
途
上
国
の

開
発
」
を
巡
り
新
た
な
議
論
が
生
じ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
先
進
国
と
途
上
国
の
間
で
締
結
さ
れ
る
地

域
貿
易
協
定
（regional trade agreem

ent

＝
Ｒ

Ｔ
Ａ
。
関
税
同
盟
と
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
二
種
類
が
あ
る
）

に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
進
国
│
途
上
国
間
Ｒ
Ｔ
Ａ

は
近
年
そ
の
数
が
急
速
に
増
え
て
き
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
を
規
律
す
る
ル
ー
ル
は
、
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
関
す

る
ル
ー
ル
と
途
上
国
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
二
つ
が

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
た
め
、
複
雑
な
様
相
を
呈

し
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
巡
っ
て
、
現
在
Ｗ
Ｔ
Ｏ

の
場
で
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
形
成
が
目
指
さ
れ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

●
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
関
す
る
ル
ー
ル

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
普
遍
的
な
自
由
貿
易
体

制
を
構
築
す
る
た
め
に
、
特
定
国
だ
け
に
特
別
の

利
益
（
＝
特
恵
）
を
与
え
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
無
差
別
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
無
差
別
原
則
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
一
般

的
最
恵
国
待
遇
を
締
約
国
に
義
務
づ
け
た
。
す
な

わ
ち
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
条
は
、
あ
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
締
約

国
が
他
国
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
締
約
国
で
あ
る
か
否
か
を

問
わ
な
い
）
の
産
品
に
対
し
て
何
ら
か
の
特
恵
を

与
え
た
場
合
、
そ
の
特
恵
を
他
の
す
べ
て
の
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｔ
締
約
国
の
産
品
に
も
即
時
か
つ
無
条
件
で
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。

但
し
、
こ
の
無
差
別
原
則
に
は
い
く
つ
か
の
例

外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
Ｒ
Ｔ
Ａ
で

あ
る
。
本
来
、
Ｒ
Ｔ
Ａ
は
特
定
国
間
で
関
税
撤
廃

表 1　GATT ／WTOにおけるラウンドの概要

交渉地／交渉の名称 参加国・
地域数

交渉対象分野
市場アクセス 通商ルール

1 ジュネーブ（1947） 23 鉱工業品関税
2 アヌシー（1949） 32 鉱工業品関税
3 トーキー（1950～51） 34 鉱工業品関税
4 ジュネーブ（1956） 22 鉱工業品関税

5 ディロン・ラウンド（1961～62） 25＋EEC 鉱工業品関税

6 ケネディ・ラウンド（1964 ～ 67） 46＋EEC 鉱工業品関税

7 東京ラウンド（1973～79） 99＋EEC 鉱工業品関税

ダンピング防止
貿易の技術障壁
政府調達
補助金

8 ウルグアイ・ラウンド（1986～94） 124＋EC
鉱工業品関税

農業
サービス

ダンピング防止
貿易の技術障壁
政府調達
補助金

繊維協定
船積み前検査
原産地表示
知的財産権
衛生植物検疫措置
貿易関連投資措置
紛争解決

9 ドーハ開発アジェンダ（2001～）
149（＋α）
＋ EC

鉱工業品関税
農業
サービス

ダンピング防止
補助金

知的財産権
紛争解決

地域貿易協定
環境
途上国問題
円滑化
電子商取引

（出所）筆者作成。
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特集／グローバルなルール形成と開発途上国

や
特
恵
付
与
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｇ
Ａ
Ｔ

Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
無
差
別
原
則
に
反
す
る
性
質
を
備

え
て
い
る
。
し
か
し
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た

Ｒ
Ｔ
Ａ
は
、
物
品
の
貿
易
に
関
し
て
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ

第
二
四
条
に
よ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
貿
易
に
関
し
て

は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｓ
第
五
条
に
よ
っ
て
、
最
恵
国
待
遇
の

例
外
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
Ｒ
Ｔ
Ａ
が

Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
内
で
容
認
さ
れ
る
た
め
の
要
件
に
つ

い
て
は
、
規
定
内
容
が
曖
昧
な
こ
と
に
よ
り
議
論

と
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
基
本
的
に
は
以
下
の
三

つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
域
外
国

に
適
用
さ
れ
る
関
税
そ
の
他
の
通
商
規
則
が
、
Ｒ

Ｔ
Ａ
形
成
前
よ
り
高
度
な
も
の
、
あ
る
い
は
制
限

的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
五
項
）、
②

Ｒ
Ｔ
Ａ
の
構
成
国
を
原
産
と
す
る
産
品
を
構
成
国

間
で
貿
易
す
る
際
の
関
税
そ
の
他
の
制
限
的
通
商

規
則
が
実
質
上
全
て
の
貿
易
に
つ
い
て
撤
廃
さ
れ

て
い
る
こ
と
（
八
項
）、
③
妥
当
な
期
間
内
（
原

則
一
○
年
）
に
Ｒ
Ｔ
Ａ
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
五
項
）、
で
あ
る
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ

は
基
本
的
に
は
特
恵
に
よ
る
差
別
的
待
遇
に
対
し

て
厳
し
い
姿
勢
を
と
っ
て
お
り
、
Ｒ
Ｔ
Ａ
を
最
恵

国
待
遇
の
例
外
と
し
て
認
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、

こ
の
よ
う
な
条
件
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
途
上
国
間
の
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
関
し
て
は

「
授
権
条
項
」
と
呼
ば
れ
る
規
定
に
よ
り
、
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｔ
第
二
四
条
や
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｓ
第
五
条
よ
り
も
緩
や

か
な
条
件
（
①
他
の
締
約
国
の
貿
易
に
対
し
て
障

害
ま
た
は
不
当
な
困
難
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
、

②
関
税
そ
の
他
の
貿
易
制
限
が
無
差
別
原
則
に
基

づ
く
自
由
化
の
障
害
と
な
ら
な
い
こ
と
、
の
二
つ

の
み
）
で
最
恵
国
待
遇
の
例
外
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
Ｒ
Ｔ
Ａ
参
加
国
の
ス
テ
イ
タ
ス
（
途

上
国
か
先
進
国
か
）
に
よ
っ
て
適
用
規
定
が
異
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
当
該
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
一
カ
国
で

も
先
進
国
が
参
加
し
て
い
れ
ば
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
四

条
あ
る
い
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｓ
第
五
条
の
管
轄
と
な
る
が
、

途
上
国
間
だ
け
で
形
成
す
る
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
つ
い
て
は
、

条
件
の
緩
や
か
な
授
権
条
項
が
適
用
さ
れ
る
。

●
途
上
国
に
対
す
る
優
遇
措
置

こ
の
よ
う
な
途
上
国
に
だ
け
認
め
ら
れ
て
い
る

優
遇
措
置
は
「
特
別
か
つ
異
な
る
待
遇
」（special 

and differential treatm
ent

＝
Ｓ
＆
Ｄ
）
と
呼
ば
れ
、

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
無
差
別
原
則
の
も
う
一
つ

の
主
要
な
例
外
で
あ
る
。
し
か
し
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
成
立

当
初
か
ら
同
原
則
の
例
外
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て

い
た
Ｒ
Ｔ
Ａ
と
は
異
な
り
、
途
上
国
に
対
す
る
例

外
規
定
が
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
法
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て

い
っ
た
過
程
は
決
し
て
ス
ム
ー
ズ
で
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
他
の
国
際

法
体
制
と
同
様
に
主
権
平
等
を
基
本
原
則
と
す
る
。

そ
こ
で
は
形
式
的
な
国
家
平
等
が
重
視
さ
れ
、
先

進
国
と
途
上
国
と
の
間
に
現
存
す
る
開
発
格
差
は

捨
象
で
き
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
こ
の
た
め

途
上
国
で
あ
る
か
先
進
国
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら

ず
全
て
の
加
盟
国
が
条
約
上
の
義
務
と
し
て
一
様

に
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
発
展
段
階
の
異
な
る

国
家
を
一
律
に
扱
い
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ル
ー
ル
を
全
加

盟
国
に
同
様
に
適
用
す
る
の
は
現
実
問
題
と
し
て

難
し
い
。
ま
た
、
先
進
国
と
途
上
国
を
同
等
の
貿

易
相
手
国
と
し
て
扱
う
と
、
競
争
力
の
な
い
途
上

国
製
品
の
輸
出
が
増
え
な
い
と
い
っ
た
事
態
が
生

じ
る
。
そ
こ
で
、
貿
易
を
通
じ
て
途
上
国
の
経
済

開
発
を
促
進
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
途
上
国
メ

ン
バ
ー
に
対
し
て
は
先
進
国
と
は
異
な
る
特
別
な

考
慮
を
払
う
必
要
性
が
強
調
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
途
上
国
か
ら
の
強
い
要
望
を
受
け
入

れ
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
は
Ｓ
＆
Ｄ
の
考
え
方
を
導
入
し
た
。

こ
の
結
果
、「
締
約
国
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
協
定
第
一

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
異
な
る
か
つ
一
層
有

利
な
待
遇
を
、
他
の
締
約
国
に
与
え
る
こ
と
な
し

に
開
発
途
上
国
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と

に
な
っ
た
。
Ｓ
＆
Ｄ
は
当
初
、
そ
の
法
的
基
盤
が

曖
昧
で
あ
っ
た
が
、
東
京
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て

「
授
権
条
項
」
を
採
択
す
る
に
至
り
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ

体
制
下
に
お
い
て
確
固
た
る
制
度
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Ｓ
＆
Ｄ
の
下
で
、
途
上
国
メ
ン
バ
ー
は
Ｇ
Ａ
Ｔ

Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
ル
ー
ル
の
義
務
免
除
や
特
恵
関
税
な

ど
、
様
々
な
優
遇
措
置
の
享
受
が
可
能
と
な
っ
た
。

主
権
平
等
が
基
本
原
則
で
あ
る
国
際
法
体
制
の
中

に
、
発
展
段
階
に
応
じ
て
扱
い
を
異
に
す
る
Ｓ
＆

Ｄ
の
考
え
方
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
画
期
的
な
こ

と
で
あ
る
。

●
二
つ
の
例
外
の
狭
間

Ｒ
Ｔ
Ａ
と
Ｓ
＆
Ｄ
は
と
も
に
無
差
別
原
則
に
対

す
る
例
外
措
置
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
導
入
さ

れ
た
背
景
は
大
き
く
異
な
る
。
途
上
国
と
先
進
国

が
混
在
す
る
Ｒ
Ｔ
Ａ
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
例
外

が
重
な
る
部
分
に
位
置
し
て
い
る
。
従
来
、
こ
う
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し
た
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
規
定

が
適
用
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
途
上
国
側
か
ら

授
権
条
項
の
援
用
を
望
む
声
が
あ
が
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
授
権
条
項
の
基
本
精
神
に
基
づ
き
、
先

進
国
│
途
上
国
間
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
参
加
す
る
途
上
国
に

は
先
進
国
と
は
「
異
な
る
か
つ
一
層
有
利
な
」
条

件
を
設
け
て
欲
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
Ｓ
＆
Ｄ
の
対
象
と
な
る
の
は
途
上
国
間
の
Ｒ

Ｔ
Ａ
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
が
現
時
点
で
の
Ｗ
Ｔ

Ｏ
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
を
支
持
す
る

背
景
に
は
「
先
進
国
と
Ｒ
Ｔ
Ａ
を
結
ぶ
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
途
上
国
に
対
し
て
Ｓ
＆
Ｄ
を
供
与
す

る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
し
か
し
、

先
進
国
と
Ｒ
Ｔ
Ａ
締
結
を
目
指
す
途
上
国
が
必
ず

し
も
先
進
国
と
対
等
に
協
議
が
で
き
る
ほ
ど
経
済

発
展
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
現
在
、

Ｅ
Ｕ
と
の
Ｒ
Ｔ
Ａ
締
結
を
目
指
し
て
協
議
を
続
け

て
い
る
ア
フ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
海
・
太
平
洋
（
Ａ
Ｃ

Ｐ
）
諸
国
（
七
七
カ
国
・
地
域
）
に
は
、
多
く
の

最
貧
国
が
含
ま
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
は
ロ
メ
協
定
（
一
九
七
六
〜
二
○
○
○

年
）
さ
ら
に
は
そ
の
後
継
で
あ
る
コ
ト
ヌ
協
定

（
二
○
○
○
年
〜
）
を
通
じ
て
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
諸
国
に

対
し
特
別
な
待
遇
を
与
え
て
き
た
。
Ａ
Ｃ
Ｐ
諸
国

は
砂
糖
や
バ
ナ
ナ
な
ど
農
産
品
輸
出
に
関
し
て
他

国
よ
り
有
利
な
条
件
で
Ｅ
Ｕ
市
場
へ
ア
ク
セ
ス
で

き
る
の
を
は
じ
め
、
投
資
、
金
融
な
ど
の
分
野
で

も
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
開
発
協
力
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
。

ロ
メ
協
定
は
途
上
国
の
貿
易
を
奨
励
し
経
済
開
発

に
貢
献
す
る
と
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協

定
違
反
と
判
断
さ
れ
、
協
定
内
容
の
見
直
し
を
求

め
ら
れ
た
。
途
上
国
へ
の
Ｓ
＆
Ｄ
は
全
て
の
途
上

国
に
対
し
て
無
差
別
に
供
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
条
件
に
反
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

Ｗ
Ｔ
Ｏ
整
合
性
を
否
定
さ
れ
た
ロ
メ
協
定
は
、

当
面
の
措
置
と
し
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ

ー
を
取
得
し
協
定
違
反
に
対
す
る
批
判
を
か
わ
し

た
が
、
制
度
の
改
定
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
。

Ｅ
Ｕ
と
Ａ
Ｃ
Ｐ
諸
国
は
、
ロ
メ
協
定
が
供
与
し
て

き
た
特
恵
を
Ｒ
Ｔ
Ａ
と
し
て
認
め
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
Ｗ
Ｔ
Ｏ
整
合
性
を
確
保
す
る
方
法
を
選
択
し
、

二
○
○
○
年
に
コ
ト
ヌ
協
定
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

し
か
し
、
コ
ト
ヌ
協
定
が
Ｒ
Ｔ
Ａ
と
し
て
認
め
ら

れ
る
た
め
に
は
、
全
て
の
当
事
国
が
段
階
的
に
貿

易
障
壁
を
取
り
除
き
自
由
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
全
体
で
一
つ
の
自
由
貿
易
地
域
を
形
成

す
る
の
は
難
し
い
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
諸
国
を
地

理
的
な
要
件
や
既
存
の
経
済
統
合
関
係
を
基
礎
に

七
グ
ル
ー
プ
に
分
割
し
、
各
グ
ル
ー
プ
と
Ｅ
Ｕ
と

の
間
で
Ｒ
Ｔ
Ａ
を
締
結
す
る
と
し
て
い
る
。

コ
ト
ヌ
協
定
の
Ｒ
Ｔ
Ａ
化
は
Ｅ
Ｕ
│
Ａ
Ｃ
Ｐ
諸

国
間
の
貿
易
増
大
を
も
た
ら
し
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
諸
国
の

経
済
成
長
や
貧
困
削
減
に
重
要
な
貢
献
を
果
た
す

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
貧
国
を
多
く

含
む
Ａ
Ｃ
Ｐ
諸
国
に
対
し
て
Ｅ
Ｕ
と
同
じ
条
件
の

自
由
化
義
務
を
課
す
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
国
々
の

経
済
発
展
に
本
当
に
プ
ラ
ス
に
な
る
の
か
、
却
っ

て
国
内
産
業
に
打
撃
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
っ
た
疑
問
が
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
中
か
ら
も
出
て

き
て
い
る
。

こ
う
し
た
議
論
を
追
い
風
に
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
諸
国
は

二
○
○
四
年
、
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
Ｓ
＆

Ｄ
の
考
え
方
を
導
入
す
る
よ
う
求
め
る
文
書
を
Ｗ

Ｔ
Ｏ
に
提
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
先
進
国
と
の
Ｒ

Ｔ
Ａ
に
参
加
す
る
途
上
国
に
対
し
て
は
、
自
由
化

の
期
限
や
対
象
品
目
な
ど
に
一
定
の
柔
軟
性
を
認

め
る
べ
き
と
い
う
要
請
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
先
進
国
、
途
上
国
を
問
わ
ず
、
多
く

の
国
か
ら
賛
否
両
論
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

「
開
発
」
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
、
途
上
国
に
対

し
て
ど
こ
ま
で
特
別
待
遇
を
認
め
る
こ
と
が
妥
当

な
の
か
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
法
体
制
と
の
整
合
性
と
途
上
国

支
援
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
べ
き
な
の
か
、
議
論
の

分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

先
進
国
│
途
上
国
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
Ｓ
＆
Ｄ
を
適
用
す

る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
疑

問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
先
進
国
側
は
特

定
の
途
上
国
に
対
し
て
特
恵
を
供
与
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
こ
う
し
た
措
置
が
特
恵
制
度
の
細
分
化
、

ひ
い
て
は
法
規
範
の
多
元
化
を
招
く
の
で
は
な
い

か
。
あ
る
い
は
、
途
上
国
を
巻
き
込
ん
で
、
経
済

の
ブ
ロ
ッ
ク
化
を
助
長
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
と

い
っ
た
懸
念
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｓ
＆

Ｄ
の
過
度
の
供
与
は
途
上
国
の
自
立
的
な
経
済
発

展
へ
の
意
欲
を
損
な
う
可
能
性
も
有
し
て
い
る
。

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
が
基
本
原
則
と
し
て
貫
い
て

き
た
「
無
差
別
主
義
」
と
近
年
注
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
「
途
上
国
の
開
発
支
援
」
と
い
う
二
つ

の
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
の
脆

弱
化
を
招
か
な
い
よ
う
な
ル
ー
ル
の
形
成
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

（
や 

な
い　

あ
き
こ
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
在

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
海
外
派
遣
員
）
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知
的
財
産
権
は
、
国
際
的
保
護
を
定
め
る
統
一

私
法
が
最
も
早
く
か
ら
成
立
し
た
分
野
と
い
わ
れ

る
。
一
八
八
三
年
の
「
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関

す
る
パ
リ
条
約
」（
以
下
、
パ
リ
条
約
）
や
一
八

八
六
年
の
「
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護

に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
」（
以
下
、
ベ
ル
ヌ
条
約
）

と
そ
の
改
正
条
約
は
こ
の
よ
う
な
条
約
の
例
で
あ

る
。
一
九
世
紀
の
知
的
財
産
条
約
の
成
立
と
発
展

は
、
当
時
に
お
け
る
交
通
通
信
手
段
の
発
達
に
伴

う
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
万
国
博
覧
会
の
開
催

や
万
国
郵
便
同
盟
の
成
立
な
ど
に
端
を
発
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
内
国
民
待
遇

と
い
う
外
国
人
法
上
の
原
則
を
中
心
と
し
た
緩
や

か
な
統
一
法
で
あ
り
、
違
反
に
対
し
て
制
裁
を
課

し
、
条
約
の
正
し
い
解
釈
を
示
す
制
度
を
持
た
な

か
っ
た
。
改
正
に
関
す
る
外
交
会
議
も
全
員
一
致

を
原
則
と
し
、
改
正
条
約
に
加
盟
す
る
か
ど
う
か

は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
自
由
と
さ
れ
た
。

一
九
九
○
年
代
以
降
の
知
的
財
産
法
の
展
開
は
、

Ｗ
Ｔ
Ｏ
成
立
と
付
属
協
定
で
あ
る
知
的
所
有
権
の

貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
（
以
下
、
Ｔ
Ｒ

Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
）
の
発
効
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
。
同
協
定
は
、
直
接
的
に
は
、
不
正
商
品
の
氾

濫
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
米
国
を
中
心
と
す
る
先

進
諸
国
の
攻
勢
を
背
景
に
、
一
九
八
六
年
一
一
月

か
ら
開
始
さ
れ
た
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ

ン
ド
交
渉
の
結
果
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｔ
Ｒ

Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
は
、
東
西
の
壁
の
崩
壊
に
象
徴
さ
れ

る
旧
社
会
主
義
国
家
の
市
場
経
済
へ
の
参
加
を
含

む
急
速
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
歩
と
普
及
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
、
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
特
許
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

デ
ザ
イ
ン
な
ど
の
新
し
い
技
術
の
創
造
に
対
す
る

知
的
財
産
権
保
護
の
必
要
性
に
対
応
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
条
約
改
正
会
議
の
停

滞
や
伝
統
的
な
条
約
の
枠
内
で
捉
え
き
れ
な
い
問

題
の
発
生
な
ど
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
通
商
条
約
に
よ
っ
て
知
的
財

産
権
の
保
護
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
通
商

政
策
の
対
立
が
直
接
に
知
的
財
産
権
に
関
す
る
法

政
策
的
対
立
に
持
ち
込
ま
れ
る
危
険
性
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
通
商
条
約
は
、
原
則
と
し
て
加
盟
国
に
国

内
法
の
立
法
義
務
を
課
す
だ
け
で
あ
り
、
伝
統
的

な
知
的
財
産
条
約
の
よ
う
に
直
接
私
人
間
に
適
用

さ
れ
る
性
質
を
持
つ
規
定
を
含
ま
な
い
と
見
る
の

が
従
来
の
通
説
的
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、

Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
の
も
と
で
の
知
的
財
産
法
の
展

開
を
見
る
に
は
、
協
定
の
規
定
を
見
る
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
り
、
各
国
に
お
け
る
国
内
法
の
規
定
、

制
度
的
保
障
や
実
行
を
個
別
に
み
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
稿
で
は
、
筆

者
が
行
っ
た
中
国
、
韓
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
Ｔ

Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
の
知
的
財
産
権
の
保
護
水
準
と
実

効
的
行
使
に
関
す
る
主
要
な
規
定
の
調
査
に
も
と

づ
き
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
で
何
が
実
現
さ
れ
、
何

が
残
さ
れ
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。
同
時
に
、
各

国
の
国
内
法
の
検
討
を
通
じ
て
国
際
ル
ー
ル
形
成

の
課
題
を
抽
出
し
た
い
。

●
開
発
途
上
国
の
知
的
財
産
法
の
課
題

｜

Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
前
の
状
況

一
九
七
○
年
代
か
ら
一
九
八
○
年
代
前
半
に
お

い
て
は
、
南
北
格
差
を
解
消
す
る
た
め
に
途
上
国

の
主
張
に
も
と
づ
き
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
を
中
心
と

し
て
、
多
国
籍
企
業
等
の
知
的
財
産
権
の
濫
用
に

関
す
る
問
題
点
が
採
り
上
げ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば

こ
の
時
期
の
活
動
的
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン

・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
特
許
法
改
正
の
特
徴
は
、
①

実
施
契
約
に
対
す
る
国
家
的
統
制
、
②
特
許
性
の

制
限
、
③
保
護
期
間
の
短
縮
化
、
④
強
制
実
施
に

関
す
る
規
定
の
厳
格
な
適
用
の
四
点
に
あ
っ
た
。

Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
後
の
知
的
財
産
法
の
展
開̶

ア
ジ
ア
諸
国
を
中
心
に
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輸
入
独
占
権
の
否
認
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
法
に

よ
る
特
許
権
の
効
力
の
縮
減
な
い
し
排
除
は
、
多

国
籍
企
業
の
活
動
の
規
制
、
と
り
わ
け
、
特
許
権

を
利
用
し
た
各
国
市
場
の
分
断
な
ど
権
利
の
濫
用

的
行
使
を
制
限
す
る
効
果
を
持
つ
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
改
正
は
、
こ
れ
ら
の
国
へ
の
技
術
の
移

転
や
投
資
の
意
欲
を
減
退
さ
せ
、
技
術
的
後
進
性

を
固
定
化
さ
せ
る
危
険
性
を
も
有
し
て
い
た
。

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
の
要
請
を
受
け
入
れ
た
一
九
七

四
年
九
月
の
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
調
整
委
員
会
の
決
定
を
受

け
て
、
一
九
八
○
年
の
パ
リ
条
約
の
第
九
回
の
改

正
会
議
で
は
開
発
途
上
国
に
対
す
る
特
別
の
利
益

を
も
た
ら
す
た
め
の
追
加
規
定
の
検
討
が
行
わ
れ

た
。
そ
こ
で
は
、
主
と
し
て
、
①
特
許
の
不
実
施

に
対
す
る
制
裁
措
置
を
強
化
す
べ
き
か
、
②
製
法

特
許
の
保
護
範
囲
に
関
し
て
、
外
国
で
製
法
特
許

に
従
っ
て
製
造
さ
れ
た
製
品
の
輸
入
を
阻
止
す
る

権
利
を
場
合
に
よ
っ
て
制
限
し
て
よ
い
も
の
と
す

る
か
、
③
優
先
権
を
認
め
る
要
件
と
し
て
の
社
会

主
義
国
の
発
明
者
証
に
特
許
と
同
様
な
地
位
を
与

え
て
よ
い
か
、
④
原
産
地
名
称
と
抵
触
す
る
商
標

の
使
用
を
禁
止
で
き
る
も
の
と
し
、
潜
在
的
な
原

産
地
名
称
に
特
別
の
保
護
を
与
え
る
か
、
の
四
点

に
つ
い
て
対
立
し
た
。
こ
の
会
議
で
は
、
従
来
の

改
正
会
議
と
は
異
な
っ
て
、
各
加
盟
国
が
交
渉
主

体
と
な
る
の
で
は
な
く
、
開
発
途
上
国
、
先
進
工

業
国
、
社
会
主
義
国
の
各
グ
ル
ー
プ
が
交
渉
主
体

と
な
り
、
グ
ル
ー
プ
内
や
グ
ル
ー
プ
間
の
利
害
の

対
立
が
調
整
で
き
ず
、
外
交
会
議
再
開
の
目
途
が

立
た
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
、
一

九
八
○
年
代
に
お
け
る
米
国
の
知
的
財
産
権
強
化

政
策
の
国
際
的
展
開
と
関
連
し
て
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ウ

ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
知
的
財
産
権
の
問
題
が

持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

八
年
以
上
の
ラ
ウ
ン
ド
協
議
の
中
で
、
当
初
の

知
的
財
産
権
侵
害
製
品
に
対
す
る
保
護
強
化
か
ら

知
的
財
産
権
の
「
取
得
可
能
性
、
範
囲
、
使
用
に

関
す
る
適
当
な
規
準
お
よ
び
原
則
」
の
制
定
と
そ

の
「
行
使
の
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
切
な
手
段
の

提
供
」
に
重
心
が
移
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

伝
統
的
な
条
約
の
改
正
会
議
で
は
認
め
ら
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
先
進
国
側
の
主
張
を
容
れ
、
デ
ジ

タ
ル
技
術
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
ど
の
新
た

な
技
術
の
進
歩
に
対
応
し
た
規
定
が
挿
入
さ
れ
た

が
、
他
方
で
は
、
消
尽
（
六
条
）、
目
的
（
七
条
）、

原
則
（
八
条
）
な
ど
を
は
じ
め
解
釈
の
余
地
の
広

い
、
あ
い
ま
い
な
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

●
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ

協
定
後
の
知
的
財
産
法
制
の
変
化

そ
れ
で
は
、
各
国
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
や
他

の
国
際
的
規
範
を
ど
の
よ
う
に
ど
の
程
度
国
内
法

に
継
受
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
国
の
知
的

財
産
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
紙
面
の
制
約
が
あ
り

詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で

は
特
徴
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
に
よ
っ
て
実
現
し

た
保
護
対
象
の
拡
大
、
医
薬
品
な
ど
特
に
現
代
に

お
け
る
新
し
い
技
術
と
の
関
連
性
、
権
利
の
保
護

期
間
・
保
護
要
件
・
効
力
の
制
限
な
ど
に
着
目
す

る
と
、
少
な
く
と
も
中
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ

イ
の
三
カ
国
で
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
に
適
合
し

て
知
的
財
産
保
護
の
た
め
の
法
整
備
、
制
度
整
備

が
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た

と
え
ば
、
中
国
は
、
二
○
○
一
年
一
二
月
の
Ｗ
Ｔ

Ｏ
加
盟
に
伴
い
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
、
パ
リ
条
約
、

ベ
ル
ヌ
条
約
を
遵
守
す
る
義
務
が
生
じ
、
そ
の
た

め
の
知
的
財
産
法
制
の
整
備
が
二
○
○
○
年
か
ら

二
○
○
一
年
に
か
け
て
特
許
法
、
著
作
権
、
商
標

法
の
「
第
二
次
改
正
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ
イ
で
も
一
九
九
○
年
代
に
Ｔ
Ｒ

Ｉ
Ｐ
ｓ
に
対
応
し
た
法
改
正
が
進
め
ら
れ
た
。
た

だ
し
、
規
定
を
個
別
に
見
る
と
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協

定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と

疑
わ
れ
る
規
定
が
残
る
点
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
タ
イ
の
商
標
法
六
三
条
は
、

不
使
用
取
消
制
度
を
規
定
し
、
利
害
関
係
人
ま
た

は
登
記
官
が
、
商
標
所
有
者
が
登
録
当
時
そ
の
商

標
を
使
用
す
る
善
意
の
意
図
が
な
く
、
実
際
に
そ

の
商
標
を
使
用
し
た
こ
と
が
全
く
な
い
と
い
う
事

実
を
証
明
で
き
る
と
き
は
、
商
標
の
登
録
取
消
を

商
標
委
員
会
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｔ

Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
一
九
条
一
項
一
文
の
要
件
を
満
た

し
て
い
な
い
。
同
様
に
、
タ
イ
特
許
法
四
六
条
の

強
制
実
施
の
要
件
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
三
一
条

の
要
件
を
満
た
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実

際
上
こ
の
規
定
が
発
動
さ
れ
た
こ
と
は
殆
ど
な
い

よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
各
国
の
知
的
財
産
法
に
一
九

七
○
年
代
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
見
ら
れ
た

よ
う
な
特
徴
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
中
国
、
タ

イ
に
お
い
て
は
、
法
改
正
に
よ
っ
て
実
用
新
案
に
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よ
る
小
発
明
の
保
護
が
見
直
さ
れ
、
よ
り
利
用
し

や
す
い
も
の
と
な
っ
た
。
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
の
枠

内
で
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
産
業
や
文
化
の
発

展
に
貢
献
す
る
よ
う
な
知
的
財
産
法
の
あ
り
方
を

探
る
姿
勢
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
に
、
知
的
財
産
保
護
の
実
現
の
た
め
の
制

度
環
境
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

二
○
○
一
年
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
知
的
財
産
局
の
整

備
な
ど
知
的
財
産
権
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
権
限

や
審
査
官
の
増
員
な
ど
実
行
体
制
の
強
化
が
行
わ

れ
た
。
ま
た
、
タ
イ
に
お
け
る
知
的
財
産
及
び
国

際
取
引
裁
判
所
の
設
置
は
司
法
手
続
の
整
備
が
行

わ
れ
た
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
国
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
と
し

て
、
知
的
財
産
侵
害
に
関
す
る
刑
事
手
続
と
の
関

連
で
被
害
者
の
積
極
的
役
割
を
期
待
で
き
る
制
度

を
定
め
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。
中
国
に
お
い

て
は
、
附
帯
民
事
訴
訟
の
制
度
が
あ
り
、
犯
罪
の

被
害
者
が
刑
事
事
件
に
附
帯
し
て
裁
判
の
費
用
を

納
付
す
る
こ
と
な
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
も
商
標
権
と
著
作
権
の
侵
害
罪
に
つ

い
て
は
、
権
利
者
が
司
法
長
官
の
許
可
を
得
て
侵

害
者
を
訴
追
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
タ
イ

に
お
い
て
は
、
知
的
財
産
侵
害
に
科
せ
ら
れ
る
罰

金
の
半
額
が
権
利
者
に
支
払
わ
れ
る
制
度
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
制
度
は
知
的
財
産
権
に
関
す
る
意
識
を

社
会
に
定
着
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

中
国
で
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
法
理
へ
の
挑
戦

と
み
ら
れ
る
規
定
を
含
む
た
め
、
こ
の
よ
う
な
規

定
に
よ
る
救
済
が
現
実
に
実
効
性
を
持
っ
て
行
わ

れ
る
か
ど
う
か
見
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
特

に
、
司
法
制
度
へ
の
信
頼
性
が
低
く
、
裁
量
の
余

地
の
広
い
行
政
上
の
救
済
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
こ
と
と
も
関
連
し
て
不
透
明
な
部
分
が
残
る
。

第
三
に
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
で
明
確
な
規
律
が

必
ず
し
も
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
、
た
と
え
ば
、

知
的
財
産
権
に
か
か
わ
る
製
品
の
並
行
輸
入
に
関

す
る
問
題
（
六
条
）
と
ワ
イ
ン
と
蒸
留
酒
に
つ
い

て
の
み
強
い
保
護
を
規
定
し
た
地
理
的
表
示
（
二

三
条
）
に
つ
い
て
各
国
で
対
応
が
見
ら
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
項
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
。

●
国
際
消
尽
と
並
行
輸
入

一
定
の
要
件
の
も
と
で
知
的
財
産
権
の
効
力
が

当
該
の
権
利
に
係
わ
る
製
品
に
及
ば
な
く
な
る
こ

と
を
消
尽
と
い
う
。
知
財
製
品
の
並
行
輸
入
に
関

し
、
外
国
で
製
品
が
適
法
に
拡
布
さ
れ
た
場
合
に

も
国
内
で
拡
布
さ
れ
た
場
合
と
類
似
の
要
件
で
消

尽
を
認
め
る
見
解
を
国
際
消
尽
論
と
い
う
。
国
際

消
尽
の
問
題
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
が
曖
昧
な
ま

ま
将
来
に
残
し
た
課
題
で
あ
る
。

知
的
財
産
に
係
わ
る
製
品
の
並
行
輸
入
に
つ
い

て
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
タ
イ
は
明
文
で
国
際
消

尽
論
を
認
め
、
並
行
輸
入
を
許
容
し
て
い
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
商
標
法
二
九
条
一
項
が

並
行
輸
入
を
明
文
上
許
容
す
る
。
つ
ま
り
、
二
七

条
の
登
録
商
標
の
侵
害
に
関
す
る
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
登
録
商
標
の
所
有
者
に
よ
り
ま
た
は
そ
の

明
示
ま
た
は
黙
示
の
同
意
に
基
づ
き
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
国
内
お
よ
び
国
外
で
拡
布
さ
れ
た
商
品
に
関
す

る
商
標
の
使
用
に
よ
っ
て
は
、
登
録
商
標
は
侵
害

さ
れ
な
い
、
と
す
る
。
こ
れ
は
、
商
標
権
に
つ
き

国
際
消
尽
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
商
品
の
並
行

輸
入
を
許
容
し
よ
う
と
す
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府

の
一
般
的
政
策
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
商
標
法
は
、

製
品
の
状
態
が
拡
布
さ
れ
た
後
に
変
造
さ
れ
、
損

な
わ
れ
、
そ
の
製
品
に
つ
い
て
登
録
商
標
を
使
用

す
る
こ
と
が
登
録
商
標
の
識
別
性
ま
た
は
評
価
に

有
害
で
あ
る
場
合
に
は
こ
の
規
定
を
適
用
し
な
い

と
す
る
。
国
際
消
尽
に
関
す
る
類
似
の
規
定
は
、

他
の
知
的
財
産
権
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。

タ
イ
で
は
、
有
標
商
品
の
並
行
輸
入
に
つ
い
て

は
、
長
ら
く
対
立
す
る
下
級
審
判
例
が
あ
っ
た
が
、

二
○
○
○
年
の
タ
イ
最
高
裁
判
所
の
Ｗ
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｌ

事
件
判
決
で
国
際
消
尽
論
が
採
ら
れ
た
。
こ
の
事

件
で
は
、
有
標
商
品
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
購
入
し
、

商
標
権
者
の
許
諾
な
く
第
三
者
が
タ
イ
に
並
行
輸

入
し
た
場
合
に
、
商
標
権
に
よ
っ
て
阻
止
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
特
許
製
品
の

並
行
輸
入
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
九
年
改
正
の
特

許
法
三
六
条
二
項
七
号
に
よ
っ
て
国
際
的
消
尽
論

が
採
ら
れ
、
特
許
権
者
が
外
国
で
特
許
製
品
の
製

造
ま
た
は
販
売
を
許
諾
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
特

許
製
品
の
使
用
、
販
売
、
輸
入
な
ど
の
特
許
の
独

占
権
に
関
す
る
三
六
条
一
項
を
適
用
し
な
い
と
し

た
。中

国
で
は
学
説
上
は
並
行
輸
入
の
問
題
が
論
じ

ら
れ
て
は
い
る
が
、
並
行
輸
入
を
め
ぐ
る
深
刻
な

問
題
は
今
の
と
こ
ろ
生
じ
て
お
ら
ず
、
並
行
輸
入

を
許
容
し
た
判
例
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

今
後
、
知
的
財
産
権
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
各
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特集／グローバルなルール形成と開発途上国

示
さ
れ
た
場
所
が
原
産
地
で
は
な
い
よ
う
な
ワ
イ

ン
お
よ
び
ス
ピ
リ
ッ
ツ
に
関
す
る
地
理
的
表
示
の

使
用
、
で
あ
る
。
な
お
、
同
法
制
定
以
前
に
お
い

て
も
、
地
理
的
表
示
に
つ
き
商
標
登
記
ま
た
は
登

録
が
な
い
場
合
に
も
、
地
理
的
表
示
に
違
反
す
る

行
為
は
、
パ
ッ
シ
ン
グ
・
オ
フ
と
し
て
不
法
行
為

と
さ
れ
て
き
た
。

地
理
的
表
示
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

の
主
張
で
容
れ
ら
れ
た
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
に
よ
る

ワ
イ
ン
と
蒸
留
酒
に
つ
い
て
の
強
い
保
護
に
加
え

て
何
ら
か
の
保
護
を
与
え
る
べ
き
か
ど
う
か
、
そ

の
よ
う
な
保
護
を
与
え
る
範
囲
お
よ
び
要
件
を
ど

の
よ
う
に
す
る
か
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

●
合
理
的
な
知
的
財
産
の
環
流
シ
ス
テ

ム
を
求
め
て

Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
成
立
の
経
緯
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
こ
の
協
定
は
、
知
的
財
産
権
の
保
護

強
化
に
向
け
ら
れ
、
開
発
途
上
国
が
主
張
し
た
技

術
の
移
転
や
普
及
へ
の
貢
献
、
公
衆
の
健
康
や
環

境
保
護
へ
の
配
慮
、
知
的
財
産
権
の
濫
用
的
行
使

の
防
止
等
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
措
置
を
規
定

し
て
は
い
な
い
。
そ
の
点
で
開
発
途
上
国
や
こ
れ

を
支
援
し
よ
う
と
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
反
対
が
強
く
、

過
去
三
回
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚
会
議
に
お
い
て
重
要
な

決
定
が
で
き
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。
知
的

財
産
権
の
国
際
的
保
護
を
通
じ
て
知
的
財
産
権
者

の
独
占
的
地
位
の
強
化
と
開
発
途
上
国
へ
の
技
術

移
転
・
投
資
の
促
進
を
、
ど
の
よ
う
に
均
衡
を
保

ち
な
が
ら
発
展
さ
せ
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
な
る
知
的
財
産
保
護
に
向
け
た
国
際
的
協

力
と
法
的
調
整
を
構
築
し
、
推
進
す
る
に
は
、
技

術
移
転
の
促
進
と
投
資
還
流
の
合
理
的
枠
組
み
の

構
築
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
知
的

財
産
に
関
す
る
国
際
条
約
に
お
い
て
も
十
分
成
功

し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協

定
が
知
的
財
産
保
護
の
強
化
に
傾
き
す
ぎ
て
い
る

点
を
今
後
ど
の
よ
う
に
修
正
し
て
い
く
か
と
い
う

課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
を
一
層
均
整
の
と
れ
た
も
の
に

し
て
い
く
と
と
も
に
、
多
国
籍
企
業
の
行
動
規
制

に
関
す
る
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
を
含
む
国
際
規
律
を
一

層
充
実
さ
せ
て
ゆ
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

知
的
財
産
権
は
、
国
家
の
行
政
行
為
ま
た
は
法

に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
、
ま
た
は
、
登
録
、
寄
託
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
に
関
す
る

法
の
調
和
や
統
一
は
、
特
許
庁
間
の
協
議
に
よ
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、

制
度
の
基
本
的
枠
組
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
ソ
フ

ト
・
ロ
ー
に
な
じ
み
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
知

的
財
産
権
の
付
与
、
登
録
等
に
関
す
る
問
題
や
知

的
財
産
権
の
成
立
要
件
、
内
容
、
効
力
、
消
滅
に

関
す
る
問
題
は
、
ど
う
し
て
も
条
約
、
国
内
法
と

い
う
ハ
ー
ド
・
ロ
ー
に
よ
る
統
一
が
必
要
と
考
え

ら
れ
る
。
他
方
、
技
術
移
転
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム

と
い
う
観
点
か
ら
は
、
知
的
財
産
権
の
成
立
、
内

容
、
効
力
等
と
異
な
り
、
契
約
が
重
要
な
要
素
と

な
り
、
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

得
る
で
あ
ろ
う
。

（
き 

だ
な　

し
ょ
う
い
ち
／
早
稲
田
大
学
法
学

部
教
授
）

国
国
内
法
上
の
措
置
の
ひ
と
つ
と
し
て
採
ら
れ
て

い
る
国
際
消
尽
論
に
よ
る
知
財
製
品
の
並
行
輸
入

の
許
容
が
、
国
際
的
な
ル
ー
ル
づ
く
り
の
場
で
国

際
規
範
と
し
て
明
確
に
採
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
主
張
も
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

●
民
間
文
藝
・
遺
伝
資
源
・
地
理
的
表

示開
発
途
上
国
に
お
い
て
は
、
民
間
文
藝
（Folk-

lore

）、
遺
伝
資
源
、
地
理
的
表
示
の
保
護
の
強
化

を
目
指
す
動
き
が
み
ら
れ
る
。
中
国
で
は
、
民
間

文
藝
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
六
条
に

規
定
さ
れ
た
が
、
具
体
的
な
保
護
方
法
を
定
め
て

い
な
い
。
一
九
九
六
年
に
一
旦
保
護
条
例
案
が
完

成
し
た
が
、
そ
の
後
棚
上
げ
に
さ
れ
、
二
○
○
一

年
に
作
業
が
再
開
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ベ
ル
ヌ
条

約
一
五
条
四
項
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
中
国
の

得
意
領
域
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
整
備
を
急

ぐ
べ
き
と
の
有
力
な
意
見
が
あ
る
。

タ
イ
で
は
、
二
○
○
三
年
に
地
理
的
表
示
法
が

制
定
さ
れ
、
二
○
○
四
年
か
ら
登
録
が
開
始
さ
れ

て
い
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
一
九
九
八
年
に
地
理
的

表
示
法
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
三
条
二
項
に
よ
る

と
、
次
の
よ
う
な
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
①
地
理
的
表
示
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
場

所
か
ら
産
出
し
て
い
な
い
物
に
関
し
、
物
の
地
理

的
原
産
地
に
つ
き
公
衆
を
欺
く
よ
う
な
方
法
で
地

理
的
表
示
を
使
用
す
る
行
為
、
②
パ
リ
条
約
一
○

条
の
二
の
意
味
に
お
け
る
不
正
競
争
行
為
に
な
る

よ
う
な
地
理
的
表
示
の
使
用
、
③
地
理
的
表
示
に
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一
九
九
○
年
代
以
降
、
世
界
各
国
で
「
競
争

法
」
の
制
定
と
そ
の
執
行
が
活
発
に
行
わ
れ
て
き

て
い
る
。
競
争
法
と
は
、
市
場
競
争
を
制
限
す
る

行
為
を
禁
止
す
る
法
令
の
国
際
的
な
呼
称
で
あ
り
、

我
が
国
で
は
「
独
占
禁
止
法
」
の
こ
と
で
あ
る
。

価
格
カ
ル
テ
ル
や
入
札
談
合
、
不
当
な
手
段
に
よ

る
競
争
者
排
除
行
為
、
大
規
模
な
合
併
・
株
式
取

得
を
禁
止
し
、
競
争
的
で
効
率
的
な
市
場
を
維
持

促
進
し
、
消
費
者
利
益
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。本

稿
で
は
、
こ
う
し
た
競
争
法
が
国
際
的
に
普

及
し
て
き
て
い
る
背
景
を
探
る
と
と
も
に
競
争
法

の
禁
止
行
為
や
手
続
に
関
す
る
国
際
ル
ー
ル
を
形

成
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
概
観
し
、
そ
う
し
た
国

際
ル
ー
ル
が
開
発
途
上
国
に
お
け
る
競
争
法
整
備

に
及
ぼ
す
影
響
や
今
後
の
競
争
法
整
備
支
援
を
推

進
す
る
上
で
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

●
競
争
法
へ
の
注
目
・
関
心
の
高
ま
り

国
際
的
事
業
活
動
に
お
け
る
競
争
制
限
行
為
の

規
制
は
国
際
経
済
社
会
の
古
く
か
ら
の
課
題
で
あ

り
、
一
九
四
八
年
に
採
択
さ
れ
た
国
際
貿
易
機
関

憲
章
（
Ｉ
Ｔ
Ｏ
憲
章
）
に
お
い
て
は
制
限
的
商
慣

行
に
関
す
る
一
章
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
同
憲

章
は
発
効
し
な
か
っ
た
。
当
時
、
競
争
法
を
有
し

実
効
的
な
規
制
を
行
っ
て
い
た
国
は
ア
メ
リ
カ
に

限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
先
進
各
国
で
は
競
争

法
の
制
定
や
本
格
的
な
執
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
国
際
社
会
で
は
先
進
国
特
有
の
法
と

し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
一
九
九
○
年
代
以
降
、
競
争
法
は
開

発
途
上
国
に
も
急
速
に
普
及
し
、
現
在
、
約
九
○

カ
国
が
何
ら
か
の
競
争
法
を
有
し
て
い
る
。
そ
の

背
景
と
し
て
は
、
一
九
八
○
年
代
以
降
の
開
発
途

上
国
に
お
け
る
構
造
改
革
に
よ
る
民
営
化
・
市
場

化
の
推
進
や
、
一
九
八
○
年
代
末
以
降
の
社
会
主

義
政
治
経
済
体
制
の
崩
壊
に
よ
る
市
場
経
済
へ
の

移
行
に
伴
い
、
先
進
国
だ
け
で
な
く
開
発
途
上
国

・
移
行
経
済
国
に
も
競
争
法
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
認
識
が
一
般
化
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
ま
た
、

一
九
九
○
年
代
に
入
り
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ウ
ル
グ
ア
イ

・
ラ
ウ
ン
ド
に
よ
り
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）

が
設
立
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
国
境
措
置
（
関
税
、

数
量
制
限
等
）
を
用
い
た
貿
易
制
限
が
低
減
さ
れ

る
中
で
、
そ
の
代
替
と
し
て
私
的
な
貿
易
制
限

（
輸
入
品
排
除
等
の
競
争
制
限
行
為
）
が
跋
扈
し
、

貿
易
自
由
化
の
成
果
を
無
効
化
す
る
と
い
う
問
題

が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
競
争
分
野
で

の
国
際
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
強

ま
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
地
域
の
競
争
法
整
備
の
現
状
に
つ
い

て
は
表
１
の
と
お
り
で
あ
り
、
日
本
、
韓
国
お
よ

び
台
湾
を
別
に
す
る
と
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
近

年
競
争
法
を
導
入
し
た
ば
か
り
で
あ
る
か
、
あ
る

い
は
制
定
作
業
中
で
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
国
に
お
け

る
競
争
法
整
備
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

●
競
争
法
の
国
際
ル
ー
ル
形
成
の
現
状

一
九
九
○
年
代
以
降
の
競
争
法
の
世
界
的
普
及

と
い
う
現
状
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
競
争
法
に
関
す

る
一
般
的
な
国
際
ル
ー
ル
は
、
条
約
、
協
定
等
の

拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け

る
よ
う
な
地
域
的
な
も
の
や
個
別
分
野
の
も
の
を

除
く
と
、
存
在
し
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
Ｗ
Ｔ

Ｏ
に
お
い
て
も
一
九
九
七
年
に
「
貿
易
と
競
争
」

に
関
す
る
作
業
部
会
が
設
け
ら
れ
検
討
が
続
け
ら

れ
て
き
た
が
、
開
発
政
策
に
対
す
る
制
約
と
な
る

こ
と
を
恐
れ
る
開
発
途
上
国
側
の
強
い
反
対
も
あ

り
、
ド
ー
ハ
開
発
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
お
い
て
は
交
渉

事
項
と
は
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い

て
、
競
争
法
を
有
す
る
開
発
途
上
国
が
急
増
し
て

競
争
法
の
国
際
ル
ー
ル
と
開
発
途
上
国
に
お
け
る
法
制
化

特集／グローバルなルール形成と開発途上国

栗
田　

誠
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い
る
反
面
、
競
争
法
の
国
際
ル
ー
ル
形
成
は
一
見

停
滞
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
際
ル
ー
ル
形
成
を
広
く
捉
え
る
と
、

法
的
拘
束
力
を
持
た
せ
な
い
「
ソ
フ
ト
」
な
手
法

に
よ
る
国
際
的
収
斂
が
様
々
な
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

に
お
い
て
生
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
、
緩

や
か
な
国
際
ル
ー
ル
が
先
進
国
は
も
ち
ろ
ん
、
開

発
途
上
国
に
対
し
て
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

競
争
法
に
関
す
る
国
際
ル
ー
ル
形
成
の
現
状
に

つ
い
て
、
次
の
三
つ
の
視
点
か
ら
分
析
で
き
る
。

第
一
に
、
ル
ー
ル
形
成
な
い
し
は
フ
ォ
ー
ラ
ム

へ
の
参
加
の
当
事
者
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
競
争

法
の
国
際
ル
ー
ル
に
関
す
る
議
論
は
、
元
々
、
Ｉ

Ｔ
Ｏ
憲
章
や
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
、
さ
ら
に
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ

と
い
う
多
数
国
間
の
場
で
の
検
討
が
主
流
で
あ
っ

た
が
、
Ｅ
Ｕ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
地
域
的
な
動

き
や
、
近
年
で
は
二
国
間
の
交
渉
・
協
定
も
重
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
国
が

他
国
の
優
れ
た
法
制
・
運
用
を
摂
取
し
、
あ
る
い

は
、
法
令
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
原
案
を
公
表
し
て

他
国
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
任
意
に
取
り
入
れ
る
と

い
う
一
方
的
な
手
法
も
、
国
際
的
な
ル
ー
ル
形
成

に
寄
与
す
る
。
こ
う
し
た
全
方
位
的
な
フ
ォ
ー
ラ

ム
の
活
用
が
望
ま
し
い
成
果
に
つ
な
が
る
。

第
二
に
は
、
ル
ー
ル
形
成
の
手
法
と
い
う
視
点

で
あ
る
。
国
際
公
法
の
分
野
で
も
、
拘
束
力
の
あ

る
国
際
協
定
（「
ハ
ー
ド
ロ
ー
」）
の
合
意
形
成
が

容
易
で
は
な
い
中
で
、「
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
ア
プ
ロ

ー
チ
が
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
、
競
争
法

分
野
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
拘
束
力
あ
る
国
際

的
競
争
ル
ー
ル
の
形
成
は
頓
挫
し
て
き
て
い
る
。

他
方
、
特
に
競
争
法
の
実
体
的
ル
ー
ル
に
関
し
て

は
、
ソ
フ
ト
な
手
法
に
よ
る
国
際
ル
ー
ル
形
成
が

実
際
上
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
競
争
法
は
本
質
的

に
、
抽
象
的
な
規
定
を
個
別
具
体
的
な
事
案
に
当

て
は
め
る
と
い
う
手
法
を
採
る
こ
と
か
ら
、
法
的

安
定
性
や
予
測
可
能
性
を
欠
き
が
ち
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
競
争
当
局
（
競
争
法
の

専
門
的
執
行
機
関
の
国
際
的
な
呼
称
で
あ
り
、
我

が
国
で
は
「
公
正
取
引
委
員
会
」
が
該
当
す
る
）

に
よ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
際
し
て
は
、
競

争
当
局
が
ド
ラ
フ
ト
を
公
表
し
て
広
く
内
外
の
意

見
を
募
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
競

争
当
局
同
士
の
意
見
交
換
や
経
験
交
流
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
各
国
競
争
当
局
の
経
験

と
理
論
研
究
の
成
果
を
糾
合
し
て
、「
ベ
ス
ト
・

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
を
取
り
ま
と
め
る
手
法
が
有
益

で
あ
る
。

第
三
は
、
ル
ー
ル
の
内
容
の
視
点
で
あ
る
。
競

争
法
に
関
す
る
国
際
ル
ー
ル
と
し
て
、
か
つ
て
は

実
体
面
の
ル
ー
ル
形
成
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
が
、

網
羅
的
な
国
際
競
争
法
ル
ー
ル
を
一
気
に
合
意
す

る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
り
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
の
一
九

九
七
年
以
降
の
議
論
は
、
緩
や
か
な
「
基
本
原

則
」
の
合
意
を
目
指
す
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
競
争
法
の
法
制
度
整
備
お
よ
び
執
行
に

お
け
る
手
続
的
規
律
（
透
明
性
、
無
差
別
性
お
よ

び
公
平
性
）
に
重
点
を
置
き
、
実
体
ル
ー
ル
と
し

て
は
、
弊
害
が
大
き
く
、
か
つ
、
経
済
的
に
正
当

化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ハ
ー
ド
コ
ア
・
カ
ル
テ

ル
（
価
格
カ
ル
テ
ル
や
入
札
談
合
）
に
限
定
し
て

検
討
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し

た
限
定
的
な
ル
ー
ル
作
り
と
並
行
し
て
、
開
発
途

上
国
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
重

要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
競
争
法
の
一
般
的
な
国
際
ル
ー

ル
と
し
て
法
的
拘
束
力
の
あ
る
も
の
は
、
地
域
的

国名 制定年 競争法 担当機関

日本 １９４７ 独占禁止法 公正取引委員会＊

韓国 １９８０ 独占規制及び公正取引に関する法律 公正取引委員会＊

台湾 １９９１ 公平交易法 公平交易委員会＊

インドネシア １９９９ 独占禁止及び公正競争法 事業競争監視委員会＊

タイ １９９９ 取引競争法 取引競争委員会＊（商務省）

ラオス ２００４ 取引競争令（総理大臣令） 取引競争委員会（商務省）

シンガポール ２００４ 競争法 競争委員会＊

ベトナム ２００４ 競争法 競争管理庁・競争評議会（商業省＊）

中国 １９９３ 反不正当競争法（独占禁止法制定過程） 国家工商行政管理局 [ 商務部 ]

マレーシア （検討中） [ 国内取引消費者問題省＊ ]

フィリピン （検討中） [ 通商産業省＊ ]

香港 （通信および放送を除き、なし）

表 1　東アジア諸国の競争法の整備状況

（出所）公正取引委員会公表資料に基づき筆者作成。
（注）「担当機関」欄の（　　）内は、当該機関が所属する省を示し、[　　] 内は、競争法の立案を担当する組織を示す。また、
＊は、2005 年５月の東アジア競争当局トップ会合に参加した９カ国の機関であることを示す。
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な
も
の
や
個
別
分
野
の
も
の
を
除
く
と
、
合
意
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
例
外
的
に
、
地
域
内
、

な
い
し
は
二
国
間
で
は
、
時
に
は
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
一
体

の
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
国
際
機
関
か
ら
の
支

援
の
条
件
と
し
て
、
競
争
法
の
制
定
が
合
意
さ
れ
、

ま
た
、
競
争
法
の
執
行
に
関
す
る
協
力
が
制
度
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
開
発
途
上
国
に
と
っ

て
は
、
競
争
法
の
制
定
と
い
う
面
で
国
際
的
に
拘

束
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

反
面
、
拘
束
力
の
あ
る
国
際
ル
ー
ル
の
代
替
と

し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
よ
り
望
ま
し
い
も
の

と
し
て
、
基
本
原
則
、
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

の
形
成
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
等
の
ソ
フ
ト
な

手
法
に
よ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
が
重
要
な
意
味

を
持
ち
、
そ
の
内
容
が
開
発
途
上
国
に
お
い
て
も

受
容
さ
れ
、
競
争
法
の
制
定
や
そ
の
内
容
面
に
事

実
上
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
国

際
機
関
や
先
進
国
か
ら
の
技
術
支
援
に
よ
る
影
響

が
考
え
ら
れ
る
。

●
タ
イ
お
よ
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
競
争

法こ
の
よ
う
に
競
争
法
の
国
際
ル
ー
ル
形
成
は
、

開
発
途
上
国
に
お
け
る
競
争
法
整
備
に
一
定
の
影

響
を
及
ぼ
す
。
以
下
で
は
タ
イ
お
よ
び
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
競
争
法
に
つ
い
て
、
競
争
法
の
国
際
ル
ー

ル
形
成
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
概
観
す
る
。
両

国
で
は
、
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
後
に

Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
よ
る
支
援
の
下
で
経
済
再
建
を
図
る
中

で
、
競
争
法
の
整
備
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
こ
と

が
そ
の
制
定
の
直
接
的
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
と

み
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
の
発
展
状
況
に
は
大
き
な

違
い
が
み
ら
れ
る
。
タ
イ
で
は
一
九
九
九
年
に

「
取
引
競
争
法
」
を
制
定
し
、「
取
引
競
争
委
員

会
」
が
設
置
さ
れ
た
が
、
政
権
交
代
も
あ
り
、
当

初
の
熱
意
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
が
出
て

い
る
。
他
方
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
一
九
九
九
年

に
「
事
業
競
争
法
」
が
制
定
さ
れ
、
二
○
○
○
年

に
「
事
業
競
争
監
視
委
員
会
」（
Ｋ
Ｐ
Ｐ
Ｕ
）
が

設
置
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
成
果
を
挙
げ
て
い

る
。競

争
法
の
制
定
に
対
す
る
国
際
的
影
響
を
み
る

と
、
両
国
と
も
、
経
済
危
機
か
ら
の
脱
却
の
た
め

の
経
済
改
革
立
法
の
一
環
と
し
て
世
界
銀
行
／
Ｉ

Ｍ
Ｆ
の
影
響
の
下
に
競
争
法
が
制
定
さ
れ
た
と
い

う
共
通
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
同
時
に
、
競
争
法

を
必
要
と
し
た
国
内
的
な
要
因
が
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
、
ま
た
、
両
国
と
も
競
争
法
の
制
定
に
向

け
て
検
討
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
も
併
せ
て

強
調
さ
れ
て
い
る
。

競
争
法
の
内
容
面
に
対
し
て
国
際
的
要
因
が
ど

の
程
度
影
響
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
制
定
自

体
と
比
べ
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
特
に
タ
イ
で
は
競
争

法
を
制
定
す
る
こ
と
自
体
が
優
先
さ
れ
、
国
内
の

反
対
勢
力
と
の
妥
協
に
よ
り
、
実
効
性
を
欠
く
制

度
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
現
行
法
に
対
し

て
は
種
々
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
競
争

法
の
内
容
面
へ
の
国
際
的
影
響
が
及
ん
で
い
な
い

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
実
体
規
定
が
細

分
化
さ
れ
、
多
数
の
適
用
範
囲
が
不
明
確
な
規
定

が
多
く
、
解
釈
上
の
困
難
を
来
た
し
て
い
る
が
、

そ
の
原
因
は
、
先
行
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
複
数

の
法
案
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
条
項
を
十
分
な
整

理
を
し
な
い
ま
ま
取
り
込
ん
だ
こ
と
に
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
加
え
て
、
起
草
段
階
で
精
緻
な
競
争

法
体
系
を
持
つ
ド
イ
ツ
の
専
門
家
が
助
言
し
た
こ

と
も
影
響
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

競
争
法
制
定
後
の
発
展
過
程
は
対
照
的
で
あ
る
。

タ
イ
で
は
、
閣
議
の
承
認
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
法
適
用
基
準
の
策
定
が
遅
れ
て
お
り
、
そ
の
た

め
法
の
適
用
自
体
が
行
い
得
な
い
状
況
が
続
い
て

い
る
が
、
こ
れ
は
競
争
法
の
制
定
を
推
進
し
た
政

権
が
交
代
し
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

こ
れ
に
対
し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
様
々
な
制
約

条
件
の
中
で
、
法
違
反
の
決
定
が
多
数
出
さ
れ
て

お
り
（
Ｋ
Ｐ
Ｐ
Ｕ
は
、
二
○
○
○
年
九
月
の
法
施

行
以
来
、
二
○
○
五
年
一
二
月
末
ま
で
に
三
一
件

の
正
式
決
定
を
行
っ
て
お
り
、
う
ち
二
三
件
は
違

法
と
す
る
決
定
で
あ
る
）、
今
後
も
期
待
で
き
る

が
、
多
数
の
決
定
取
消
訴
訟
が
係
属
す
る
裁
判
所

の
判
断
次
第
と
い
う
面
も
あ
る
。

こ
う
し
た
制
定
後
の
執
行
状
況
の
違
い
を
も
た

ら
し
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
両
国
の
競
争
当
局

の
独
立
性
の
有
無
と
人
材
面
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
タ
イ
で
は
、
商
務
大
臣
が
取
引
競
争
委
員
会

の
委
員
長
を
兼
務
し
、
ま
た
、
商
務
省
国
内
取
引

局
長
が
委
員
兼
事
務
局
長
を
務
め
る
ほ
か
、
多
数

の
産
業
界
代
表
が
委
員
に
就
任
し
て
お
り
、
競
争

法
専
門
家
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
に
対
し
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
Ｋ
Ｐ
Ｐ
Ｕ
の
委
員
は
学
識
経
験
者

（
弁
護
士
、
法
学
・
経
済
学
等
の
大
学
教
授
等
）
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か
ら
大
統
領
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
独
立
し
て
権
限

を
行
使
し
、
大
統
領
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。

ま
た
、
国
際
的
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
参
加
と
い
う

点
で
も
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
極
め
て
積
極
的
で
あ

る
の
に
対
し
、
タ
イ
は
ほ
と
ん
ど
実
績
が
な
い
。

●
競
争
法
の
国
際
ル
ー
ル
形
成
と
競
争

法
整
備
支
援

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
競
争
ル
ー
ル
の
策
定
が
頓
挫

し
た
現
在
、
当
面
、
競
争
法
の
国
際
ル
ー
ル
が
開

発
途
上
国
に
競
争
法
の
整
備
を
一
般
的
に
義
務
付

け
る
と
い
う
事
態
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
一
九

九
○
年
代
以
降
、
国
際
的
義
務
で
は
な
い
中
で
、

多
く
の
開
発
途
上
国
は
競
争
法
を
整
備
し
て
き
て

い
る
。
ま
た
、
例
外
的
に
何
ら
か
の
形
で
制
定
義

務
を
国
際
的
に
負
っ
た
開
発
途
上
国
で
も
、
競
争

法
の
内
容
面
に
つ
い
て
は
自
主
的
な
判
断
を
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
主
的

判
断
が
国
内
の
競
争
法
導
入
反
対
派
と
の
妥
協
の

結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
は
大
き
い
。
基
本

原
則
や
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
い
っ
た
ソ
フ

ト
な
形
で
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
国
際
ル
ー
ル
が
開

発
途
上
国
に
自
然
と
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
望

ま
し
い
。

今
後
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
以
外
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る

国
際
ル
ー
ル
形
成
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
一
層

重
要
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
ソ
フ
ト
な
手
法

を
意
識
的
に
用
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
単
に

開
発
途
上
国
が
拘
束
力
の
あ
る
国
際
ル
ー
ル
化
に

反
対
し
て
い
る
と
い
う
消
極
的
な
理
由
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
競
争
法
を
国
際
経
済
社
会
に
根
付
か
せ

る
上
で
は
、
様
々
な
ソ
フ
ト
な
手
法
こ
そ
が
必
要

か
つ
有
効
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
理
由
か
ら
で

あ
る
。
競
争
法
の
法
制
度
を
形
式
的
に
導
入
す
る

だ
け
で
は
意
味
が
な
い
こ
と
は
、
何
よ
り
も
我
が

国
の
独
占
禁
止
法
の
運
用
の
歴
史
が
物
語
っ
て
い

る
。
ま
た
、
一
定
の
発
展
段
階
に
達
し
た
途
上
国

の
多
く
は
既
に
競
争
法
を
制
定
済
み
で
あ
り
、
問

題
は
そ
の
執
行
体
制
の
確
立
と
具
体
的
な
運
用
に

あ
り
、
特
に
、
実
際
の
執
行
を
担
う
競
争
当
局
担

当
者
の
専
門
的
能
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
面

で
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
ソ
ー
ス
の
開
発
と
い
う

ソ
フ
ト
な
取
り
組
み
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
開
発
途
上
国
は
従
来
、
競
争
法
整
備
を

求
め
ら
れ
る
客
体
と
し
て
、
国
際
ル
ー
ル
化
に
よ

る
競
争
法
整
備
の
法
的
義
務
を
負
う
こ
と
を
拒
否

し
て
き
た
。
し
か
し
、
開
発
途
上
国
の
中
に
も
、

競
争
法
を
い
ち
早
く
整
備
し
、
執
行
面
で
も
実
績

を
挙
げ
つ
つ
あ
る
国
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
う
し
た
国
が
い
つ
ま
で
も
義
務
化
を
拒
否
す
る

と
も
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
競
争
法
を
い
ち
早
く

整
備
し
、
執
行
し
て
き
た
開
発
途
上
国
の
中
か
ら
、

未
整
備
の
開
発
途
上
国
の
事
情
や
ニ
ー
ズ
を
的
確

に
把
握
し
、
そ
う
し
た
開
発
途
上
国
へ
の
支
援
を

行
う
意
思
と
能
力
を
備
え
た
国
（
競
争
当
局
）
が

現
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
開
発
途

上
国
間
協
力
の
可
能
性
を
高
め
る
よ
う
な
環
境
作

り
が
必
要
で
あ
る
。

開
発
途
上
国
に
お
け
る
競
争
法
整
備
の
た
め
の

技
術
協
力
は
、
欧
米
諸
国
を
中
心
に
一
九
九
○
年

代
以
降
、
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

競
争
法
の
「
輸
出
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
に
も

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
先
進
各
国
の
競
争
法
の

法
制
度
を
移
植
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
が
ち

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
競
争
法
は
市
場
経
済
を
規

律
す
る
法
で
あ
り
、
一
方
で
経
済
分
析
を
活
用
し

た
違
法
性
判
断
と
い
う
普
遍
性
を
有
す
る
と
同
時

に
、
他
方
で
市
場
の
土
着
性
を
反
映
し
た
多
様
性

が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
各
国
・
地
域
の
実

態
に
応
じ
た
適
切
な
法
制
度
と
運
用
が
必
要
で
あ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
ソ
フ
ト
な
取
り
組
み
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
○
○
五
年
五
月
に
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
ボ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア
九
カ
国
の

競
争
当
局
の
首
脳
を
集
め
た
会
合
が
初
め
て
開
催

さ
れ
た
。
こ
の
会
合
は
、
日
本
の
公
正
取
引
委
員

会
が
提
唱
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の

で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
競
争
法
・
競
争
政
策

の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
東
ア
ジ
ア
各
国
の
競
争
法
や
競
争
当
局
に

は
、
多
く
の
共
通
し
、
あ
る
い
は
類
似
し
た
面
が

あ
り
、
相
互
に
協
力
・
連
携
し
て
い
く
こ
と
の
必

要
性
や
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
。
今
後
、
こ
の
活
動

を
発
展
さ
せ
て
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
競
争

法
専
門
家
に
よ
る
「
東
ア
ジ
ア
競
争
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
を
組
織
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。
地
域

的
に
も
経
済
的
に
も
一
体
的
関
係
に
あ
り
、
競
争

法
の
特
徴
や
課
題
を
共
有
す
る
東
ア
ジ
ア
の
競
争

当
局
や
競
争
法
専
門
家
に
よ
り
自
発
的
に
形
成
さ

れ
る
任
意
組
織
と
し
て
形
成
さ
れ
、
発
展
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
く 

り
た　

ま
こ
と
／
千
葉
大
学
大
学
院
専
門

法
務
研
究
科
教
授
）
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「
企
業
統
治
」（corporate governance

）
は
、

先
進
国
か
開
発
途
上
国
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
一

九
九
○
年
代
以
降
の
企
業
法
制
改
革
の
重
要
な
キ

ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
き
た
。
企
業
統
治
が
果
た
そ

う
と
す
る
役
割
を
端
的
に
言
え
ば
、
経
営
者
の
暴

走
を
ど
の
よ
う
に
防
止
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
大
会
社
や
公
開
会
社
に
お
い
て
株

式
保
有
の
分
散
化
（
所
有
と
経
営
の
分
離
）
が
進

み
、
経
営
者
に
対
す
る
監
視
・
監
督
が
機
能
し
な

い
こ
と
や
、
創
業
者
一
族
や
金
融
機
関
な
ど
支
配

株
主
の
存
在
に
起
因
す
る
少
数
株
主
の
搾
取
な
ど

の
問
題
の
解
決
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
経
済
危
機
後
、
開
発
途
上

国
の
国
内
法
制
の
脆
弱
性
が
問
題
視
さ
れ
た
が
、

制
度
改
革
支
援
に
乗
り
出
し
た
世
銀
・
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
、

創
業
者
一
族
な
ど
支
配
株
主
に
よ
っ
て
少
数
株
主

の
搾
取
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
是
正
の
た
め
企

業
統
治
の
改
善
・
確
立
が
経
済
再
建
の
前
提
条
件

で
あ
る
と
説
い
た
。
一
九
九
九
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
は
、
企
業
統
治
原
則

（
以
下
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
）
を
採
択
し
、
世
銀
な

ど
と
と
も
に
非
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
を
含
む
企
業
統
治

の
改
善
・
強
化
を
進
め
て
い
る
。
は
た
し
て
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
企
業
統
治
原
則
は
国
際
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
、
開
発
途
上
国
に
お
け

る
企
業
統
治
改
革
の
推
進
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

●
企
業
統
治
改
革
の
世
界
的
波
及

企
業
統
治
は
、
①
株
主
ま
た
は
取
締
役
会
に
よ

る
経
営
者
の
監
視
・
監
督
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、

②
市
場
に
よ
る
規
律
づ
け
、
③
債
権
者
、
労
働
者

そ
の
他
の
利
害
関
係
者
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）

に
よ
る
規
律
づ
け
な
ど
を
含
む
広
い
概
念
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
企
業
統
治
に
関
わ
る
法
分
野
も
広

く
、
会
社
法
・
商
法
、
証
券
取
引
法
、
会
計
基
準
、

監
査
基
準
、
倒
産
法
、
担
保
法
、
さ
ら
に
は
、
紛

争
処
理
制
度
に
及
ぶ
。
こ
の
な
か
で
、
国
際
会
計

基
準
、
国
際
監
査
基
準
な
ど
国
際
ル
ー
ル
形
成
が

近
年
急
速
に
進
展
し
た
分
野
が
あ
る
一
方
で
、
会

社
法
（
商
法
典
）
や
証
券
取
引
法
な
ど
の
法
分
野

に
お
い
て
は
、
国
際
ル
ー
ル
形
成
は
、
地
域
的
な

試
み
を
除
く
と
成
功
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
分
野
で
は
一
定
の
（
主
と
し
て
米
英

の
）
法
制
モ
デ
ル
が
事
実
上
影
響
力
を
有
し
て
き

た
。
例
え
ば
、
二
○
○
一
年
の
エ
ン
ロ
ン
社
な
ど

相
次
ぐ
大
企
業
の
経
営
破
綻
は
米
国
の
企
業
統
治

モ
デ
ル
に
対
す
る
信
頼
を
揺
る
が
す
大
事
件
で
あ

っ
た
が
、
対
応
策
と
し
て
米
国
が
制
定
し
た
サ
ー

ベ
ン
ス
・
オ
ッ
ク
ス
レ
ー
法
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ

れ
た
諸
改
革
に
追
随
す
る
動
き
が
多
く
の
国
で
見

ら
れ
る
。
あ
る
国
に
お
け
る
制
度
の
革
新
が
そ
の

有
用
性
ゆ
え
に
他
国
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
る
と
い

う
パ
タ
ー
ン
は
、
企
業
法
の
分
野
に
お
い
て
よ
り

顕
著
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

他
方
、
米
国
モ
デ
ル
の
影
響
力
を
過
度
に
強
調

す
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
欧
州
諸
国
を
含

め
、
企
業
統
治
を
め
ぐ
る
長
年
の
議
論
の
結
果
、

監
督
と
執
行
の
分
離
な
ど
企
業
統
治
の
基
本
的
要

素
に
つ
い
て
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
と
主
張
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
取
締
役
会
に
よ
る
経
営

者
に
対
す
る
監
督
機
能
の
強
化
の
た
め
、
社
外
取

締
役
（
独
立
取
締
役
を
含
む
）
を
増
や
し
た
り
、

取
締
役
会
内
の
監
査
委
員
会
の
設
置
と
い
っ
た
仕

組
み
は
多
数
の
国
で
採
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の

ほ
か
に
、
少
数
株
主
権
の
強
化
、
累
積
投
票
制
度
、

委
任
状
規
制
、
株
主
代
表
訴
訟
、
集
団
訴
訟
（
ク

ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
）
の
導
入
等
も
企
業
統
治
規
制

の
水
準
を
示
す
指
標
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。

企
業
法
は
、
企
業
不
祥
事
や
経
営
破
綻
に
対
す

る
対
応
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
発
展
し
て
き
た
が
、

現
在
の
企
業
統
治
に
関
す
る
議
論
は
、
米
英
に
お

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
企
業
統
治
原
則
と
開
発
途
上
国

特集／グローバルなルール形成と開発途上国

今
泉
慎
也
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け
る
一
九
八
○
年
代
の
改
革
論
議
を
端
緒
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
世
界
的
な
広
が
り
を
も
っ

た
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
要
因
が
あ
る
。

第
一
に
、
各
国
に
お
い
て
大
企
業
や
公
開
企
業

の
不
祥
事
・
経
営
破
綻
が
相
次
ぎ
、
抜
本
的
な
企

業
法
制
改
革
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
と
り

わ
け
経
済
危
機
の
発
生
は
、
各
国
に
抜
本
的
な
改

革
を
迫
る
契
機
と
な
っ
た
。

第
二
に
、
上
述
の
よ
う
に
、
証
券
規
制
な
ど
の

分
野
に
お
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ロ
ン
ド
ン

と
い
う
巨
大
な
証
券
市
場
を
擁
す
る
米
英
の
法
制

モ
デ
ル
が
影
響
力
を
有
し
、
米
英
の
改
革
が
各
国

に
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
。
証
券
市
場
の
整
備
・
発

展
は
多
く
の
開
発
途
上
国
に
お
い
て
す
で
に
重
要

な
課
題
で
あ
っ
た
。
近
年
の
開
発
途
上
国
へ
の
制

度
改
革
支
援
に
お
い
て
、
国
際
組
織
や
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
が
米
英
モ
デ
ル
に
準
拠
す
る
傾
向
が
あ
る

と
言
わ
れ
る
。
他
方
、
開
発
途
上
国
側
で
も
、
金

融
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
も
と
で
米
英
モ
デ
ル
へ
の

準
拠
が
自
国
企
業
や
自
国
市
場
に
対
す
る
外
国
人

投
資
家
の
信
認
を
得
る
た
め
有
利
で
あ
る
と
考
え
、

か
か
る
モ
デ
ル
へ
の
準
拠
を
進
め
た
。
市
場
の
圧

力
が
米
英
モ
デ
ル
の
準
拠
を
促
し
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
米
国
市
場
へ
上
場
し
た
外
国
企
業
が
米
国

基
準
に
従
う
場
合
も
、
企
業
レ
ベ
ル
で
米
国
型
の

企
業
統
治
を
広
め
る
効
果
を
持
つ
。
二
○
○
五
年

末
現
在
で
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
八
一
社
を
含

む
四
五
三
社
の
非
米
国
企
業
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証

券
取
引
所
に
上
場
し
て
い
る
。

各
国
の
証
券
取
引
委
員
会
（
以
下
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）

の
協
力
機
関
で
あ
る
証
券
監
督
者
国
際
機
構
（
Ｉ

Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
の
創
設
や
活
動
に
は
、
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ

が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
米
国
モ
デ

ル
の
輸
出
努
力
の
一
端
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。

Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
は
、
一
九
七
四
年
に
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
主

導
で
設
立
さ
れ
た
米
州
諸
国
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
等
の
協
力

機
構
を
前
身
と
し
、
一
九
八
四
年
に
全
世
界
の
Ｓ

Ｅ
Ｃ
等
の
協
力
機
関
と
し
て
改
組
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
は
証
券
規
制
に
関
す
る
コ
ア

原
則
な
ど
ル
ー
ル
作
り
を
進
め
る
ほ
か
、
近
年
の

国
際
会
計
基
準
な
ど
の
ル
ー
ル
作
り
の
進
展
に
Ｉ

Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
の
働
き
か
け
も
あ
っ
た
点
な
ど
、
企
業

統
治
の
分
野
で
影
響
力
を
有
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｏ
Ｓ

Ｃ
Ｏ
に
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
二
一
機
関
を
含

む
一
○
八
機
関
（
通
常
会
員
）
が
加
盟
す
る
。

●
証
券
取
引
委
員
会
と
自
主
規
制
機
関

米
国
法
を
モ
デ
ル
と
す
る
証
券
市
場
整
備
が
各

国
で
進
み
、
独
立
で
強
力
な
監
督
権
限
を
有
す
る

Ｓ
Ｅ
Ｃ
を
設
置
し
た
り
、
証
券
取
引
所
に
自
己
規

制
機
関
（
Ｓ
Ｒ
Ｏ
）
と
し
て
広
範
な
規
則
制
定
を

認
め
る
国
が
増
加
し
た
点
は
、
企
業
統
治
の
波
及

に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
諸
国
で
は

企
業
統
治
の
強
化
・
改
善
を
目
的
と
す
る
規
制
が
、

各
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
や
、
証
券
取
引
所
の
上
場
規

則
等
の
形
式
で
制
定
さ
れ
、
規
制
強
化
を
円
滑
に

進
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
こ
う
し
た
規
制
を

法
律
に
よ
っ
て
明
定
す
る
国
も
見
ら
れ
る
が
、
議

会
が
介
在
し
な
い
諸
規
則
に
よ
る
規
制
は
大
胆
な

改
革
を
速
や
か
に
導
入
す
る
上
で
有
利
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
上
述
の
監
査
委
員
会
の
設
置
は
、
近

年
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
も
上
場
企
業
等
に
対
す
る
義

務
づ
け
が
進
ん
だ
が
、
そ
の
方
法
と
し
て
上
場
規

則
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
に
依
拠
し
た
国
が
少
な
く
な

い
。
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
証
券
取
引
所
の

上
場
規
則
、
さ
ら
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
に
よ
っ
て
義

務
づ
け
て
い
る
。
他
方
、
日
本
、
韓
国
な
ど
法
律

に
よ
っ
て
明
記
し
た
国
も
あ
る
が
、
例
え
ば
韓
国

に
お
い
て
法
改
正
を
め
ぐ
っ
て
議
会
内
外
で
大
き

な
論
争
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
上
場

規
則
等
に
よ
る
義
務
づ
け
を
行
っ
た
国
で
は
、
政

治
的
な
反
発
は
相
対
的
に
小
さ
か
っ
た
。

●
企
業
統
治
原
則
が
果
た
し
た
役
割

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
の
採
択
さ
れ
た
背
景
に
は
、
原

則
や
コ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
企
業
統
治
に
関
す
る
非

拘
束
的
な
文
書
の
採
択
が
、
各
国
の
企
業
統
治
改

革
を
進
め
る
上
で
、
共
通
の
ツ
ー
ル
と
な
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
非
拘
束
的
な
文
書
の
利
用
は
、
米
英

の
企
業
統
治
改
革
論
議
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
は
ア
メ
リ
カ
法

律
協
会
（
Ａ
Ｌ
Ｉ
）
が
一
九
九
二
年
に
公
表
し
た

『
企
業
統
治
の
原
則　

分
析
と
勧
告
』
で
あ
る
。

連
邦
制
を
と
る
米
国
で
は
、
各
州
の
法
の
統
一
・

調
和
の
た
め
、
判
例
法
の
現
状
を
示
す
リ
ス
テ
イ

ト
メ
ン
ト
や
モ
デ
ル
法
の
採
択
が
各
分
野
で
進
め

ら
れ
て
き
た
。
州
が
管
轄
す
る
会
社
法
に
つ
い
て

は
、
判
例
法
、
州
の
制
定
法
、
会
社
実
務
が
混
在

し
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
や
モ
デ
ル
法
と
い
っ
た

手
法
は
困
難
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、

あ
る
べ
き
法
や
会
社
実
務
へ
の
勧
告
を
盛
り
込
む

形
が
選
ば
れ
た
。
英
国
に
お
い
て
も
一
九
九
二
年

の
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
報
告
か
ら
一
九
九
八
年
の
ハ
ン
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ペ
ル
報
告
に
い
た
る
諸
報
告
書
が
企
業
統

治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
広
範
な
改
革
の
指

針
を
示
し
た
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
は
、
各
国
の
議
論
や
改

革
動
向
を
反
映
す
る
も
の
で
、
原
則
と
解

説
の
二
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
る
。
原
則

は
、「
株
主
の
権
利
」、「
株
主
の
衡
平
」、

「
企
業
統
治
に
お
け
る
利
害
関
係
者
の
役

割
」、「
開
示
と
透
明
性
」、「
取
締
役
会
の

責
任
」
の
五
項
目
か
ら
な
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
自
体
は
各
国
政
府
に
何

ら
か
の
具
体
的
措
置
を
と
る
義
務
を
課
す

も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
モ
デ
ル
法
の
よ

う
に
国
内
法
化
さ
れ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ

て
い
な
い
。
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に

応
じ
た
対
応
を
と
る
べ
き
と
さ
れ
、
各
国

の
法
律
が
定
め
る
べ
き
具
体
的
な
制
度
の

詳
細
も
定
め
て
い
な
い
。
同
原
則
は
、
各

国
の
政
策
担
当
者
、
証
券
取
引
所
、
各
国

Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
公
開
企
業
、
経
済
界
等
の
諸
ア

ク
タ
ー
が
参
照
す
べ
き
指
針
な
い
し
は
枠
組
み
を

示
す
点
に
特
色
が
あ
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ど
で
の
議
論
の
影
響
を
受
け
て
、

企
業
統
治
に
関
す
る
原
則
や
コ
ー
ド
と
い
っ
た
名

称
の
文
書
の
採
択
が
世
界
的
に
広
が
り
を
見
せ
た
。

表
１
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
は

企
業
統
治
に
関
す
る
原
則
・
コ
ー
ド
の
採
択
が
、

一
九
九
○
年
代
末
以
降
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
原
則
・
コ
ー
ド
の
制
定
主
体
は
国
に
よ
っ
て
異

な
る
が
、
各
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
証
券
取
引
所
、
経
済
団

体
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
政
府
ま
た
は
民
間
レ

ベ
ル
で
「
企
業
統
治
委
員
会
」
と
い
っ
た
名
称
の

組
織
作
り
が
行
わ
れ
た
国
も
あ
る
。
国
に
よ
っ
て

は
罰
則
を
設
け
、
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
も
あ
る

が
、
多
く
の
文
書
は
法
的
拘
束
力
を
持
た
な
い
。

一
般
に
、
国
際
機
関
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や

協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
各
国
に
よ
る
ル
ー
ル
の
遵
守

な
い
し
は
受
入
を
促
す
と
考
え
ら
れ
る
。
同
原
則

の
場
合
、
非
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
に
対
す
る
普
及
メ
カ

ニ
ズ
ム
作
り
が
進
め
ら
れ
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。

ま
ず
企
業
統
治
改
革
が
必
要
と
見
な
さ
れ
た
五
地

域
に
つ
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
・
世
銀
が
中
心
と
な
り
、

企
業
統
治
地
域
円
卓
会
議
（C

orporate G
over-

nance R
egional R

oundtables

）
が
創
設
さ
れ
、

企
業
統
治
に
関
す
る
議
論
が
続
け
ら
れ
て
い
る

（
表
２
参
照
）。
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
ア
ジ
ア
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
（E

urasia

）、
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

（South E
ast E

urope

）、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、

ロ
シ
ア
の
五
地
域
で
あ
る
。
各
円
卓
会
議
が
開
始

さ
れ
た
年
は
異
な
る
が
、
各
会
議
で
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

原
則
に
従
い
、
総
論
、
開
示
、
株
主
の
権
利
及
び

衡
平
な
待
遇
、
取
締
役
と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の

役
割
、
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
二
○
○
二
〜
○
四
年
に
は
各
円
卓
会
議
で
の

議
論
を
総
括
し
た
『
企
業
統
治
白
書
』
が
地
域
ご

と
に
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
に
つ

い
て
も
サ
ー
ベ
イ
が
行
わ
れ
、
上
述
の
白
書
の
議

論
と
と
も
に
、
二
○
○
四
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
が

改
定
さ
れ
た
。
改
訂
版
で
は
新
た
に
「
実
効
的
企

業
統
治
の
枠
組
み
の
た
め
の
基
礎
の
確
立
」
が
追

加
さ
れ
た
ほ
か
、
旧
版
の
「
株
主
の
権
利
」
は
、

「
株
主
の
権
利
及
び
鍵
と
な
る
所
有
機
能
」
に
変

更
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
企
業
統
治
の
確
立
に

お
け
る
法
律
や
規
制
の
整
備
の
重
要
性
を
指
摘
し
、

透
明
性
、
法
の
支
配
と
の
適
合
性
な
ど
を
求
め
て

い
る
。
後
者
で
は
、
機
関
投
資
家
の
役
割
や
果
た

す
べ
き
責
務
に
つ
き
、
指
標
を
設
け
て
い
る
。

各
論
に
関
す
る
ル
ー
ル
作
り
も
進
め
ら
れ
て
い

る
。
一
つ
は
、
国
有
企
業
の
企
業
統
治
の
問
題
で

あ
り
、
す
で
に
『
国
有
企
業
の
企
業
統
治
に
関
す

る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
が
二
○
○
五
年
に

公
表
さ
れ
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
に
対
応
し
た
章
構

成
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
非
上
場
会
社
の
企
業
統
治
へ
の
取
り
組

み
も
開
始
さ
れ
、
二
○
○
五
年
四
月
に
「
非
上
場

会
社
の
企
業
統
治
に
関
す
る
国
際
専
門
家
会
議
」

が
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
。
参
加
三
六

カ
国
の
多
く
が
非
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
で
あ
っ
た
。
同

会
議
で
は
、
①
非
上
場
会
社
の
企
業
統
治
の
性
格
、

②
非
上
場
会
社
の
企
業
統
治
改
善
の
た
め
の
原
動

力
、
③
非
上
場
会
社
の
良
き
企
業
統
治
の
支
援
に

お
け
る
公
的
政
策
枠
組
み
、
が
議
論
さ
れ
た
。

白
書
を
採
択
し
た
後
の
地
域
円
卓
会
議
で
は
、

改
定
原
則
の
実
施
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
や
、

白
書
で
示
さ
れ
た
各
分
野
の
優
先
分
野
な
ど
が
議

論
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
○
○
五
年
九
月
に

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回

ア
ジ
ア
地
域
企
業
統
治
円
卓
会
議
で
は
、
①
銀
行

の
企
業
統
治
、
②
ア
ジ
ア
企
業
統
治
白
書
後
の
政

策
改
革
の
進
捗
状
況
の
点
検
、
③
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
企
業

統
治
原
則
実
施
に
お
け
る
取
締
役
会
の
役
割
、
④

国
有
企
業
の
企
業
統
治
の
四
つ
の
議
題
が
議
論
さ

フォーラム名称 創設年

企業統治円卓会議

アジア 1999
ラテンアメリカ 2000
南東ヨーロッパ 2001
ユーラシア 2000
ロシア 1999

中東・北アフリカ企業統治フォーラム 2003
汎アフリカ企業統治協議フォーラム 2001
カリブ企業統治フォーラム 2004

表２　 非ＯＥＣＤ諸国を対象とする企

業統治に関するフォーラム

（出所）OECD資料より筆者作成。

中国 2002 年 1 月：上場企業統治準則（中国証券監督管理委員会／国家経済貿易
委員会）

韓国 1999 年 9 月：企業支配構造模範基準（企業支配構造改善委員会｜証券取引
所を中心に設置）

台湾 2002 年 10 月：「上場・店頭公開企業の企業統治のベスト・プラクティス原
則」（台湾証券取引所／証券店頭取引センター）

シンガポール 2001 年 3月：企業統治コード（企業統治委員会｜会社法改正委員会の部会）
マレーシア 1999 年 3月：企業統治財政委員会報告書（1998 年 3月設置）

タイ 2000 年 3月：企業統治報告書（原則・ベストプラクティス）（タイ証券取引
委員会企業統治委員会）

フィリピン 2002 年 4月：企業統治コード（フィリピン証券取引委員会）

インドネシア 2000 年 3 月（2001 年 3 月改定）良い企業統治コード（企業統治委員会｜1999 年設立）

表１　東アジア諸国における企業統治コード

（出所）参考文献①をもとに筆者作成。
（注）かっこ内は制定機関。

アジ研ワールド・トレンド No.132（2006．９）─1819─アジ研ワールド・トレンド No.132（2006．９）



特集／グローバルなルール形成と開発途上国

れ
た
。
こ
の
う
ち
、
銀
行
の
企
業
統
治
は
、
バ
ー

ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
が
進
め
る
も
の
で
、
同
委

員
会
は
す
で
に
一
九
九
九
年
に
「
銀
行
の
企
業
統

治
増
進
に
関
す
る
指
針
」
を
そ
の
前
年
に
公
表
さ

れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
に
基
づ
き
採
択
し
、
現
在
そ

の
改
定
を
進
め
て
い
る
。
銀
行
の
企
業
統
治
は
、

ア
ジ
ア
企
業
統
治
白
書
の
優
先
分
野
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
お
り
、
二
○
○
六
年
六
月
に
は
、

『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
銀
行
の
企
業
統
治
に
関
す
る

政
策
ブ
リ
ー
フ
』
が
公
表
さ
れ
た
。

●
証
券
市
場
と
証
券
監
督
機
関
を
中
心

と
し
た
地
域
別
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
形

成
と
そ
の
意
義

こ
れ
ら
五
つ
の
円
卓
会
議
に
加
え
て
、
近
年
、

①
中
東
・
北
ア
フ
リ
カ
企
業
統
治
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
二
○
○
三
年
）、
②
汎
ア
フ
リ
カ
企
業
統
治
協

議
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
○
○
一
年
）、
③
カ
リ
ブ
企

業
統
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
○
○
四
年
）
が
創
設
さ

れ
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
地
域
で
企
業
統
治
に
関
す
る

何
ら
か
の
枠
組
み
が
動
い
て
い
る
。

各
地
域
の
円
卓
会
議
や
他
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
特

徴
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
、
当
該
地
域
の
各

国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
証
券
取
引
所
、
経
済
団
体
な
ど
証
券

市
場
に
直
接
に
関
係
す
る
諸
ア
ク
タ
ー
が
参
加
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
会
議
の
現
地
側
カ
ウ
ン
タ
ー

パ
ー
ト
に
も
、
当
該
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
証
券
取
引
所
、

企
業
統
治
関
連
の
機
関
な
ど
が
名
前
を
連
ね
て
い

る
。
企
業
統
治
に
関
す
る
諸
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
そ

の
議
論
を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ど
に
お
け
る
原
則
の
策
定

に
反
映
さ
せ
る
一
方
、
同
じ
チ
ャ
ネ
ル
を
通
じ
て
、

各
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
や
証
券
取
引
所
な
ど
国
内
ア
ク
タ
ー

へ
政
策
的
な
イ
ン
プ
ッ
ト
を
与
え
る
こ
と
を
可
能

と
す
る
。
さ
ら
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
や
証
券
取
引
所
が
有
す

る
規
制
制
定
権
限
は
、
か
か
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
得

ら
れ
た
ア
イ
デ
ア
や
合
意
さ
れ
た
ル
ー
ル
・
基
準

を
速
や
か
に
具
体
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

第
二
に
、
多
様
な
国
際
組
織
の
連
携
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
円
卓
会
議
な
ど

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
世
銀
・
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
拠
出
し

て
設
立
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（G

lobal C
orporate 

G
overnance N

etw
ork

）
を
中
心
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、

世
銀
、
国
際
金
融
公
社
（
Ｉ
Ｆ
Ｃ
）、
ア
ジ
ア
開

発
銀
行
（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）、
米
州
開
発
銀
行
（
Ｉ
Ａ
Ｄ

Ｂ
）
と
い
っ
た
国
際
金
融
機
関
の
ほ
か
、
先
進
国

の
開
発
援
助
機
関
が
資
金
の
提
供
や
専
門
家
派
遣

を
行
っ
て
い
る
。
日
本
政
府
も
ア
ジ
ア
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
な
ど
の
円
卓
会
議
に
資
金
提
供
し
て
き
た
。

第
三
に
、
こ
れ
ら
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
常
設
的
な
機

関
で
は
な
く
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
・
世
銀
な
ど
が
事
務
局

機
能
を
提
供
す
る
定
例
会
議
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
が
地
域
別
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、
世
銀
な
ど
国
際
組
織
が
事
務
局
・
資

金
提
供
者
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
確
保
し
て
い

る
こ
と
、
証
券
市
場
に
直
接
に
関
わ
る
ア
ク
タ
ー

中
心
の
実
務
的
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
非

拘
束
的
な
文
書
の
策
定
を
主
眼
と
し
て
い
る
こ
と
、

と
い
っ
た
特
徴
は
、
当
事
者
間
で
の
実
質
的
な
議

論
の
積
み
重
ね
を
可
能
に
す
る
一
方
、
政
治
化
す

る
余
地
を
低
い
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
条

約
ル
ー
ル
の
策
定
を
指
向
す
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
が
、
広
く

開
発
途
上
国
を
取
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
反
面
、

従
来
の
先
進
国
の
通
商
官
僚
主
導
の
ル
ー
ル
形
成

の
後
退
と
、
開
発
途
上
国
の
積
極
的
関
与
が
進
み
、

合
意
形
成
の
コ
ス
ト
が
高
く
な
っ
た
の
と
は
対
照

的
で
あ
る
。

本
稿
で
紹
介
し
た
企
業
統
治
の
分
野
の
ほ
か
、

競
争
法
な
ど
の
分
野
で
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
非
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
諸
国
と
の
協
力
を
深
め
る
た
め
、
政
策
ご
と
に

さ
ま
ざ
ま
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
組
織
し
、
非
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
諸
国
の
広
範
な
参
加
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。
そ
こ
で
形
成
さ
れ
る
非
拘
束
的
文
書

は
具
体
的
な
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な
い
が
、
各

国
の
国
内
法
制
に
与
え
る
影
響
は
少
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
特
徴
は
改
革
を
推
進
す
る
立
場
か
ら
は

望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
反
面
、
議

会
に
よ
る
条
約
の
承
認
に
相
当
す
る
よ
う
な
民
主

的
基
盤
を
手
続
的
に
確
保
す
る
契
機
を
欠
く
点
に

は
批
判
も
あ
り
得
よ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
一
端
を
担
う
で
あ
ろ
う
各
制
度
に
共
通
す

る
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
い 

ま
い
ず
み　

し
ん
や
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）

《
参
考
文
献
》

①
今
泉
慎
也
・
安
倍
誠
編
『
東
ア
ジ
ア
の
企
業
統

治
と
企
業
法
制
改
革
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、

二
○
○
五
年
。
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近
年
、
経
済
法
制
改
革
で
は
、
あ
る
国
際
基
準

を
世
界
的
に
標
準
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
マ
ネ
ー

・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
（
資
金
洗
浄
と
も
訳
す
。
以
下

Ｍ
Ｌ
）
対
策
も
例
外
で
は
な
い
が
、
取
引
手
段
の

多
様
化
と
資
金
移
動
の
広
域
化
に
対
し
、
金
融
監

督
・
警
察
・
司
法
に
ま
た
が
る
有
効
か
つ
効
率
的

な
反
Ｍ
Ｌ
（
Ａ
Ｍ
Ｌ
）
行
政
を
整
備
す
る
こ
と
は
、

途
上
国
に
と
っ
て
容
易
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、

Ｍ
Ｌ
規
制
枠
組
み
の
特
性
と
途
上
国
へ
の
影
響
、

現
状
で
の
課
題
を
考
察
す
る
。

●
Ｍ
Ｌ
規
制
の
必
要
性
と
そ
の
性
質

一
九
八
○
〜
一
九
九
○
年
代
の
金
融
自
由
化
と

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
従
来
の
脱
税
目
的
に
加

え
、
非
合
法
活
動
か
ら
の
利
益
隠
蔽
・
合
法
化
目

的
の
資
金
移
動
と
そ
の
頻
度
が
飛
躍
的
に
増
加
し

た
結
果
、
Ｍ
Ｌ
対
策
も
広
義
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
分

野
と
認
識
さ
れ
た
。
途
上
国
に
も
国
際
的
な
規
制

枠
組
み
へ
の
参
加
が
要
請
さ
れ
た
理
由
に
は
、
非

合
法
活
動
が
途
上
国
を
端
緒
と
し
、
そ
の
利
益
が

多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
経
由
し
て
洗
浄
・
環
流

さ
れ
る
事
例
が
あ
る
。
ま
た
、
米
国
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
を
契
機
に
、
資
金
隠
蔽
や
そ
の
合
法
化
防

止
よ
り
も
、
犯
罪
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る

資
金
移
動
自
体
の
阻
止
を
主
眼
と
す
る
傾
向
が
強

ま
っ
た
。

し
か
し
、
個
別
取
引
の
全
貌
の
完
全
な
把
握
、

あ
る
い
は
「
全
世
界
／
国
で
洗
浄
さ
れ
る
年
額
」

の
推
測
も
非
常
に
困
難
な
Ｍ
Ｌ
の
阻
止
は
、
先
進

国
の
監
督
当
局
（
Ｆ
Ｉ
Ｕ
）
に
さ
え
、
容
易
で
は

な
い
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
全
世
界
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
〜
五
％
相

当
と
試
算
。
参
考
文
献
③
）。
ま
た
、
Ｍ
Ｌ
対
策

に
は
「
絶
対
」
と
「
終
わ
り
」
は
な
い
。
新
た
な

規
制
は
取
引
の
巧
妙
化
を
誘
発
す
る
た
め
、
Ｆ
Ｉ

Ｕ
は
取
引
類
型
に
関
す
る
情
報
を
収
集
・
共
有
し
、

最
も
効
率
的
に
Ｍ
Ｌ
を
検
出
（
非
該
当
取
引
を
低

コ
ス
ト
で
除
外
）
で
き
る
対
抗
策
を
講
じ
続
け
ね

ば
な
ら
な
い
。
非
合
法
活
動
の
国
際
問
題
化
が
深

刻
さ
を
増
す
に
つ
れ
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
間
で
国

際
的
な
規
制
枠
組
み
と
基
準
形
成
の
必
要
性
が
議

論
さ
れ
た
。

●
Ａ
Ｍ
Ｌ
法
制
構
造
と
実
務
規
定
推
進

主
体

Ａ
Ｍ
Ｌ
法
規
は
、
①
国
際
法
に
よ
る
Ｍ
Ｌ
犯
罪

化
（
国
連
条
約
）、
②
国
際
基
準
（
実
務
規
定
モ

デ
ル
）
設
定
、
③
犯
罪
人
引
渡
等
の
国
家
間
協
力

（
二
国
／
多
国
間
条
約
）
と
、
取
締
り
段
階
別
に

異
な
る
手
段
を
用
い
て
い
る
。
①
は
一
九
八
○
年

代
、
麻
薬
関
連
活
動
（
生
産
・
流
通
・
消
費
）
が

国
際
問
題
化
し
た
の
を
契
機
に
、
国
連
経
済
社
会

理
事
会
で
始
め
ら
れ
た
。
Ａ
Ｍ
Ｌ
が
麻
薬
撲
滅
対

策
の
一
環
と
さ
れ
た
理
由
は
、
製
造
・
売
買
収
益

を
隠
蔽
す
る
だ
け
で
な
く
、
洗
浄
済
み
資
金
が
麻

薬
産
業
の
さ
ら
な
る
拡
大
や
他
の
犯
罪
に
流

（
転
）
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
に

あ
る
。
同
理
事
会
は
、
一
九
八
八
年
に
薬
物
犯
罪

関
連
Ｍ
Ｌ
の
犯
罪
化
と
取
締
り
を
批
准
国
に
義
務

付
け
る
「
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
の
不
正
取
引
の
防

止
に
関
す
る
国
連
条
約
」（
ウ
ィ
ー
ン
条
約
）、
一

九
九
九
年
と
二
○
○
○
年
に
は
「
テ
ロ
活
動
に
対

す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
連
条
約
」
及

び
「
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
連

条
約
」
を
採
択
し
、
Ｍ
Ｌ
を
犯
罪
化
す
る
非
合
法

活
動
の
定
義
を
拡
大
し
た
。

一
方
、
②
の
国
際
基
準
は
、「
資
金
洗
浄
に
関

す
る
金
融
活
動
作
業
部
会
」（
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
）
が
公

表
・
改
正
す
る
四
○
項
目
の
勧
告
（
四
○
勧
告
）

で
あ
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
ア
ル
シ
ュ
・
サ
ミ
ッ
ト
経

済
宣
言
（
一
九
八
九
年
）
を
機
に
非
常
設
政
府
間

組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
、
存
続
に
は
活
動
目
的
の

総
会
合
意
を
必
要
と
す
る
（
現
存
続
期
限
は
二
○

マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
と
開
発
途
上
国

特集／グローバルなルール形成と開発途上国

柏
原
千
英
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一
二
年
一
二
月
。
金
融
シ
ス
テ
ム
高
度
化
に
合
致

す
る
国
際
基
準
の
継
続
的
設
定
、
非
公
式
・
非
従

来
型
Ｍ
Ｌ
に
よ
る
テ
ロ
支
援
の
撲
滅
等
が
目
的
）。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
主
導
で
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
設
立
さ
れ

た
理
由
は
、
以
下
の
三
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
一
九

八
○
年
代
に
は
既
に
当
該
諸
国
が
オ
フ
シ
ョ
ア
市

場
で
の
Ｍ
Ｌ
を
問
題
視
し
て
い
た
経
緯
。
第
二
に
、

Ａ
Ｍ
Ｌ
は
金
融
監
督
以
外
の
行
政
機
関
の
関
与
も

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
。
Ｍ
Ｌ
の
防
止
・
取
締
り
・

違
反
者
の
刑
事
処
罰
に
は
警
察
機
構
や
司
法
制
度

も
行
政
当
事
者
と
な
る
た
め
、
複
数
の
行
政
分
野

の
調
整
は
、
専
門
化
し
た
政
府
間
組
織
や
国
際
実

務
家
団
体
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
、
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
、

国
際
会
計
士
連
盟
な
ど
）
に
は
適
さ
な
い
。
第
三

に
、
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
Ｍ
Ｌ
に
対
抗
す
る
モ

デ
ル
規
制
の
形
成
と
迅
速
な
改
正
は
、
多
国
間
条

約
で
は
対
処
で
き
な
い
。
Ｇ
７
で
の
議
論
か
ら
発

足
し
た
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
、
上
記
の
現
実
を
反
映
し
た

産
物
で
あ
る
。

一
九
九
○
年
に
公
表
さ
れ
た
第
一
版
四
○
勧
告

は
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
鑑
み
、
麻
薬
取
引
関
連
の

Ｍ
Ｌ
に
対
抗
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
上
の
防
止
措
置

を
列
挙
し
た
。
一
九
九
六
年
の
第
二
版
で
は
、
Ｍ

Ｌ
を
犯
罪
化
す
る
前
提
犯
罪
が
人
身
売
買
等
も
含

む
国
際
的
組
織
犯
罪
（
重
大
犯
罪
）
に
拡
大
さ
れ
、

監
視
が
強
化
さ
れ
た
。

二
○
○
一
年
に
発
生
し
た
米
国
同
時
多
発
テ
ロ

事
件
は
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
取
組
み
を
変
質
さ
せ
た
。
Ｆ
Ａ

Ｔ
Ｆ
の
活
動
目
的
に
テ
ロ
資
金
対
策
が
追
加
さ
れ

た
だ
け
で
な
く
、
同
年
中
に
テ
ロ
資
金
供
与
を
探

知
・
防
止
す
る
枠
組
み
を
明
示
し
た
特
別
勧
告
が
、

二
○
○
三
年
に
は
、
テ
ロ
資
金
供
与
も
Ｍ
Ｌ
前
提

犯
罪
と
し
、
金
融
機
関
の
十
全
義
務
、
Ｆ
Ｉ
Ｕ
や

司
法
権
限
、
法
執
行
の
強
化
を
強
調
し
た
第
三
版

四
○
勧
告
が
公
表
さ
れ
た
（
参
考
文
献
②
）。
第

三
版
で
の
最
大
の
改
正
は
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
取
組
み
の
総

称
を
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
（A

M
L and com

bating 

financing terrorism

）
に
変
更
し
、
テ
ロ
資
金
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
移
動
を
厳
重
監
視
す
る
姿
勢
を
明

記
し
た
点
に
あ
る
。
二
○
○
四
年
の
特
別
勧
告
改

正
で
は
、
現
金
運
搬
の
取
締
り
強
化
が
追
加
さ
れ

た
（
以
下
、
両
勧
告
を
四
○
＋
九
勧
告
と
す
る
）。

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
活
動
目
的
は
「
Ｍ
Ｌ
検
出
と
合
法

的
取
引
制
度
へ
の
是
正
」
か
ら
「
テ
ロ
支
援
Ｍ
Ｌ

自
体
の
撲
滅
」
へ
と
重
点
を
移
し
た
が
、
こ
の
よ

う
な
資
金
移
動
は
以
下
の
特
徴
を
持
つ
（
参
考
文

献
④
）。
第
一
に
、
合
法
的
活
動
か
ら
の
収
益
が

テ
ロ
資
金
と
な
る
場
合
、
従
来
型
Ｍ
Ｌ
と
は
逆
に

非
合
法
化
さ
れ
る
（m

oney dirtying

）。
第
二
に
、

「
テ
ロ
支
援
Ｍ
Ｌ
自
体
の
撲
滅
」
の
倫
理
的
正
当

性
と
社
会
的
便
益
は
大
き
い
が
、
検
出
費
用
の
各

取
引
額
対
比
も
大
き
い
。
第
三
に
、
他
の
Ｍ
Ｌ
が

「
利
益
（
＝
経
済
）
目
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、

テ
ロ
支
援
Ｍ
Ｌ
は
「
政
治
的
（
＝
非
経
済
）
目

的
」
に
あ
り
、
追
跡
・
検
挙
が
よ
り
困
難
で
あ
る
。

加
盟
国
は
第
三
点
に
関
し
、
新
手
段
に
よ
る
テ
ロ

支
援
Ｍ
Ｌ
（
現
金
運
搬
、
非
正
規
送
金
シ
ス
テ
ム
、

非
営
利
組
織
の
悪
用
等
）
を
監
視
の
焦
点
と
す
る

こ
と
に
合
意
し
て
い
る
。
今
後
は
非
金
融
機
関
も

規
制
対
象
と
な
る
た
め
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
活
動
へ
の
関
与

を
要
求
さ
れ
る
国
内
組
織
も
増
加
す
る
だ
ろ
う
。

●
Ａ
Ｍ
Ｌ
枠
組
み
の
特
徴｜

履
行
メ
カ

ニ
ズ
ム

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
枠
組
み
は
、
企
業
統
治
改
革

と
同
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
つ
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
と

協
力
協
定
を
締
結
し
た
七
つ
の
地
域
タ
ス
ク
フ
ォ

ー
ス
（
Ｔ
Ｆ
）、
Ｆ
Ｉ
Ｕ
等
金
融
監
督
間
組
織
、

国
際
援
助
機
関
、
国
連
機
関
を
含
む
一
六
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
が
総
会
に
参
加
し
合
う
体
制
で
あ
る
（
図

１
参
照
）。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
企
業
統
治
原
則
と
同
様
、

四
○
＋
九
勧
告
も
「
各
国
の
固
有
事
情
及
び
憲
法

の
枠
組
み
に
従
い
、
細
部
を
実
施
す
る
最
低
限
の

行
動
基
準
」
で
あ
り
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
加
盟
資
格
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
律
に
適
用
す
べ
き
基
準
と

さ
れ
る
。
従
っ
て
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
、
金
融
法
制
の
多

様
性
と
世
界
的
に
同
一
の
対
策
を
講
じ
る
困
難
を

認
め
つ
つ
も
、
Ｔ
Ｆ
を
通
じ
て
各
国
Ｍ
Ｌ
規
制
の

平
準
化
を
図
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

他
方
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
履
行
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て

「
対
抗
措
置
」（
参
考
文
献
②
、
第
二
一
項
参
照
）

を
持
つ
点
で
、
企
業
統
治
改
革
と
大
き
く
異
な
る
。

第
一
の
手
段
は
、
加
盟
国
間
の
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー

で
あ
る
。
年
一
回
の
自
己
評
価
実
施
に
加
え
、
他

の
加
盟
国
や
国
際
機
関
代
表
、
専
門
家
で
構
成
さ

れ
る
グ
ル
ー
プ
の
相
互
評
価
（
年
二
〜
四
カ
国
）

を
受
け
る
。
後
者
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
の
「
金
融
部

門
改
革
評
価
」
を
補
完
す
る
た
め
、
両
機
関
の

「
金
融
部
門
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
へ
の
加
盟
国
の

関
与
は
必
須
で
あ
る
。
評
価
に
基
づ
く
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

の
改
善
要
請
に
対
処
し
な
い
加
盟
国
に
は
、
総
会

討
議
の
後
、
一
時
的
な
加
盟
資
格
喪
失
が
決
定
さ

加盟国（31カ国、EU、湾岸協力会議） 

地域ＴＦ（7） 

開発援助機関（6） 

OECD／世銀／他8カ国 

国連機関（2） 

その他国際機関（13） 

中国 

ＦＡＴＦ 

本部パリ（OECD内） 

出資 

（加盟申請中） 

オブザーバー（２９） 

図１ ＡＭＬ／ＣＦＴ枠組み

（出所）FATF ウェブサイト（http://www.fatf-gafi.org/）より筆者作成（7月 10 日現在）。
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れ
る
場
合
も
あ
る
。

非
加
盟
国
に
は
、
第
二
の
手
段
と
し
て
二
○
○

○
年
以
降
、
非
協
力
国
・
地
域
（
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
）
認

定
と
リ
ス
ト
の
公
表
を
適
用
し
て
い
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
は
当
該
国
に
改
善
点
と
実
行
期
限
を
勧
告
し
、

最
低
で
も
年
一
回
の
進
捗
評
価
を
課
す
。
一
方
、

加
盟
国
は
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
（
Ｓ
Ｔ
Ｒ
）
義

務
の
も
と
、
口
座
開
設
時
の
本
人
・
実
体
確
認
、

送
金
授
受
や
金
融
商
品
売
買
契
約
、
コ
ル
レ
ス
勘

定
開
設
・
維
持
等
へ
の
審
査
を
強
化
し
、
対
抗
措

置
が
発
動
さ
れ
る
と
、
当
該
国
関
係
の
全
金
融
取

引
を
Ｆ
Ｉ
Ｕ
の
厳
し
い
監
視
下
に
置
く
（
表
１
参

照
）。
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認
定
の
み
で
も
、
合
法
取
引
に

伴
う
海
外
金
融
機
関
と
の
資
金
授
受
や
リ
ス
ク
管

理
の
障
害
と
な
り
、
金
融
機
関
の
顧
客
サ
ー
ビ
ス

展
開
に
も
不
利
益
を
も
た
ら
す
場
合
が
あ
る
。

●
途
上
国
の
国
内
適
用
事
例｜
フ
ィ
リ

ピ
ン

第
一
次
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
リ
ス
ト
が
公
表
さ
れ
た
二
○

○
○
年
六
月
当
時
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
Ａ
Ｍ
Ｌ
法
は
議

会
の
審
議
過
程
に
あ
っ
た
。
法
案
内
容
を
も
と
に

指
摘
さ
れ
た
認
定
事
由
は
、
①
Ｍ
Ｌ
を
違
法
化
す

る
前
提
犯
罪
規
定
が
不
十
分
（
人
身
売
買
、
誘
拐
、

麻
薬
取
引
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
等
を
欠
く
）、
②
銀

行
守
秘
義
務
規
定
が
中
央
銀
行
の
検
査
権
限
を
制

限
し
て
い
る
、
③
高
い
Ｓ
Ｔ
Ｒ
下
限
額
（
四
○
○

万
ペ
ソ
、
当
時
約
一
○
○
○
万
円
）
等
、
法
律
制

定
の
遅
延
と
規
定
の
不
備
に
起
因
し
た
。
大
統
領

や
中
銀
総
裁
の
再
三
に
わ
た
る
報
道
を
通
じ
た
審

議
通
過
要
請
に
も
議
会
の
反
応
は
鈍
く
、
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
の
対
抗
措
置
発
動
予
告
を
受
け
て
、
勧
告
期
限

当
日
の
深
夜
に
成
立
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た

（
法
制
定
二
○
○
一
年
、
同
改
正
法
二
○
○
三

年
）。
法
改
正
後
も
、
Ｆ
Ｉ
Ｕ
で
あ
る
Ａ
Ｍ
Ｌ
理

事
会
（
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｃ
）
の
検
査
権
限
へ
の
制
約
、
専

門
裁
判
所
設
置
と
裁
判
官
任
命
の
遅
延
や
、
凍
結

資
産
額
・
立
件
実
績
等
を
理
由
に
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認

定
は
解
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
政
府
は
世
銀
・
Ａ
Ｄ

Ｂ
の
支
援
を
受
け
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｃ
の
増
員
や
司
法
制

度
改
革
を
進
め
た
が
、
最
終
的
な
認
定
解
除
に
は

約
五
年
（
二
○
○
五
年
二
月
ま
で
）、
Ｆ
Ｉ
Ｕ
間

組
織
で
あ
る
エ
グ
モ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
へ
の
加
盟

に
は
、
さ
ら
に
三
カ
月
を
要
し
た
。

対
抗
措
置
リ
ス
ク
に
直
面
し
つ
つ
政
府
が
Ａ
Ｍ

Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
枠
組
み
に
関
与
し
て
き
た
背
景
に
は
、

以
下
の
内
外
事
情
が
あ
る
。
国
内
事
由
の
第
一
は
、

対
抗
措
置
の
経
済
的
影
響
で
あ
る
。
海
外
出
稼
ぎ

労
働
者
（
Ｏ
Ｆ
Ｗ
）
の
送
金
は
外
貨
準
備
や
在
国

民
消
費
原
資
の
中
核
で
あ
り
、
措
置
発
動
の
デ
メ

リ
ッ
ト
は
、
治
安
維
持
等
の
政
治
・
社
会
的
側
面

か
ら
も
容
認
し
得
な
い
。
第
二
に
、
国
内
イ
ス
ラ

ム
系
反
体
制
派
と
活
動
資
源
と
な
る
麻
薬
・
誘
拐

の
撲
滅
が
、
貧
困
削
減
や
経
済
発
展
上
も
急
務
で

あ
る
こ
と
。
テ
ロ
対
策
・
Ｏ
Ｆ
Ｗ
受
入
・
援
助
で

米
国
に
大
き
く
依
存
す
る
た
め
、
自
国
の
Ａ
Ｍ
Ｌ

取
組
み
を
常
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

第
三
に
、
金
融
取
引
の
実
態
把
握
と
Ｍ
Ｌ
資
産
の

凍
結
・
没
収
に
よ
る
歳
入
増
へ
の
期
待
が
あ
る
。

外
部
援
助
を
テ
コ
に
規
制
の
実
効
性
を
強
化
で
き

れ
ば
、
腐
敗
・
汚
職
（
重
大
犯
罪
以
外
で
Ｍ
Ｌ
に

繋
が
り
や
す
い
）
や
納
税
忌
避
に
よ
る
利
益
の
海

外
流
出
防
止
へ
の
効
果
は
高
い
。
一
方
、
対
外
事

由
に
は
、
国
際
基
準
の
遵
守
を
要
求
す
る
外
圧
を

国
内
利
害
関
係
者
や
反
改
革
派
を
抑
制
す
る
手
段

と
し
て
利
用
し
、
海
外
投
資
家
の
信
認
や
諸
制
度

の
透
明
性
に
関
し
て
国
際
的
評
価
の
低
い
現
状
を

改
善
す
る
喫
緊
性
が
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認
定
解

除
に
要
し
た
期
間
が
逆
効
果
と
な
っ
た
が
、
ア
ジ

ア
通
貨
危
機
後
の
再
活
性
化
に
苦
慮
す
る
国
内
金

融
市
場
に
と
っ
て
、
海
外
投
資
家
の
動
向
は
最
重

要
視
す
べ
き
事
項
で
あ
る
。

反
面
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
枠
組
み
に
関
与
し
て
い
く
費
用

も
小
さ
く
な
い
。
第
一
に
、
有
効
な
Ｍ
Ｌ
規
制
の

成
立
に
は
、
外
部
要
求
へ
の
対
処
に
責
任
を
持
つ

行
政
府
と
、
実
業
界
と
の
繋
が
り
が
強
い
議
員
で

構
成
さ
れ
る
議
会
と
の
改
革
へ
の
温
度
差
を
埋
め

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
や
国
際
機

関
の
勧
告
を
外
圧
と
し
て
利
用
し
て
も
容
易
に
は

実
現
し
て
い
な
い
。
対
抗
措
置
の
発
動
予
告
は
ソ

ブ
リ
ン
格
付
け
の
低
下
を
招
き
、
政
府
や
企
業
の

海
外
市
場
で
の
資
金
調
達
費
用
を
引
き
上
げ
る
結

果
と
な
っ
た
。
第
二
に
、
制
度
イ
ン
フ
ラ
へ
の
継

続
的
支
出
も
ネ
ッ
ク
で
あ
る
。
厳
し
い
財
政
制
約

の
下
で
は
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｃ
へ
の
予
算
配
分
も
一
○
○

○
万
ペ
ソ
（
約
二
○
○
○
万
円
）
と
少
額
に
留
め
、

現
時
点
で
は
中
銀
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
持
つ
内
部
留
保
の

法
的
権
限
も
賦
与
で
き
な
い
。
ま
た
、
継
続
的
課

題
で
あ
る
人
材
確
保
・
育
成
と
関
連
知
識
の
蓄
積

に
つ
い
て
は
、
先
進
国
や
国
際
機
関
等
、
外
部
支

援
の
獲
得
如
何
に
依
存
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ

る
。ま

た
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認
定
国
で
あ
り
続
け
る
こ
と

公表日
（国・地域数） 追加国・地域 削除国・地域

（※備考）
2000 年 6月⒂ バハマ、ケイマン諸島、クック諸島、ドミニカ、イスラエル、レバノン、リ

ヒテンシュタイン、マーシャル諸島、ナウル（2001 年 12 月～ 2004 年 10
月）、ニウエ、パナマ、フィリピン、ロシア連邦、セントクリストファー・ネ
イビス、セントビンセント＆グレナディーン諸島

※下線付きの３カ国はオフショア銀行監督者グループ（OGBS）加盟国。
※網掛けの３カ国は対抗措置の発動を受けた。（　）内はその期間。
※ NCCT 認定解除後に FATF 加盟国になったのは、現在まででロシア連邦の
み。

2001 年 6月⒄ エジプト、グアテマラ、ハンガリー、インドネシア、ミャンマー（2003 年 11
月～ 2004 年 10 月）、ナイジェリア

バハマ、ケイマン諸島、リヒテンシュタイン、パナマ

2001 年 9月⒆ グレナダ、ウクライナ（2002 年 12 月～ 2003 年 2月） ※ 2002 年 6月～ 2005 年 2月の間に、フィリピン含む 15カ国を削除。
2005 年 10 月⑵ ナウル
2006 年 6月～⑴ 【現在の認定国】ミャンマー（アジア太平洋地域 TFオブザーバー） ナイジェリア（地域 TFへの参加なし）

表１　NCCT認定国の変遷（抜粋）

（出所）FATF、金融庁特定金融情報室（http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html）、OGBS（http://www.ogbs.net/）ウェブサイトより筆者作成（7月 10 日現在）。
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に
起
因
す
る
費
用
も
発
生
す
る
。
二
○
○
二
〜
二

○
○
三
年
、
同
国
貸
出
資
産
規
模
第
一
位
の
メ
ト

ロ
銀
行
は
、
在
日
Ｏ
Ｆ
Ｗ
向
け
送
金
サ
ー
ビ
ス
の

拡
大
を
目
的
に
郵
便
貯
金
と
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
携

を
申
し
入
れ
た
が
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認
定
を
理
由
と
し

て
契
約
に
失
敗
し
た
。
さ
ら
に
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｃ
が
近

隣
諸
国
や
国
際
テ
ロ
組
織
の
Ｍ
Ｌ
動
向
に
関
す
る

情
報
を
得
る
際
に
も
困
難
が
伴
う
。
エ
グ
モ
ン
ト

・
グ
ル
ー
プ
は
Ｍ
Ｌ
犯
罪
情
報
の
集
約
も
所
管
し

て
い
る
が
、
非
加
盟
Ｆ
Ｉ
Ｕ
に
対
し
て
は
情
報
提

供
要
請
と
そ
の
取
得
の
み
を
行
い
、
対
象
取
引
の

概
要
、
情
報
聴
取
事
由
や
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
提

供
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
途
上
国
側
の
便
益
と
費
用
は

表
裏
一
体
で
あ
る
。
政
府
及
び
関
係
監
督
機
関
は

今
後
も
、
財
政
・
政
治
・
経
済
の
各
側
面
を
勘
案

し
な
が
ら
、
枠
組
み
へ
の
参
加
を
継
続
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

●
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
型
法
制
改
革
に
お
け
る
課

題企
業
統
治
改
革
と
同
様
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
と
Ｔ
Ｆ
間
、

す
な
わ
ち
先
進
国
＝
途
上
国
間
で
の
政
策
実
現
ス

ピ
ー
ド
や
国
際
基
準
の
遵
守
レ
ベ
ル
に
関
す
る
調

整
は
行
わ
れ
に
く
い
。
地
域
性
や
各
国
法
制
度
・

行
政
能
力
格
差
を
認
め
な
が
ら
も
、
Ｔ
Ｆ
ぐ
る
み

で
国
際
基
準
を
一
律
適
用
す
る
形
式
を
採
用
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
基
準
で
あ
る
四
○
＋
九

勧
告
の
普
遍
化
は
Ｔ
Ｆ
を
通
じ
て
実
現
し
つ
つ
あ

る
と
も
言
え
る
が
、
そ
の
履
行
に
は
、
各
国
監
督

機
関
の
不
断
の
努
力
と
相
互
協
力
が
不
可
欠
で
あ

る
。
本
稿
の
最
後
に
、
財
政
・
人
材
上
の
制
約
が

強
い
途
上
国
の
観
点
か
ら
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
型
法
制
改

革
の
課
題
を
ま
と
め
る
。

第
一
に
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
負
う
機
能
の
限
界
で
あ

る
。
経
済
犯
罪
を
知
悉
す
る
人
材
の
確
保
・
養
成

は
途
上
国
側
の
最
大
課
題
で
あ
る
が
、
金
融
監
督
、

違
法
資
産
の
凍
結
か
ら
捜
査
と
立
件
、
判
決
に
至

る
ま
で
の
実
効
性
確
保
は
各
専
門
国
際
機
関
や
Ｔ

Ｆ
の
管
轄
と
さ
れ
、
技
術
援
助
や
研
修
等
の
積
極

的
な
調
整
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
目

的
は
勧
告
の
改
定
と
普
遍
化
で
あ
る
た
め
、
必
ず

し
も
実
行
組
織
の
関
連
国
際
機
関
全
て
に
加
盟
し

て
い
な
い
途
上
国
に
と
っ
て
、
他
の
外
部
支
援
を

得
ら
れ
る
か
否
か
が
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
要
請
の
履
行

可
能
性
を
大
き
く
左
右
す
る
。

第
二
に
、
四
○
勧
告
の
目
的
に
も
あ
る
「
世
界

的
な
三
大
悪
」（
テ
ロ
リ
ズ
ム
・
汚
職
及
び
腐
敗

・
虚
偽
報
告
）
の
取
締
り
に
は
、
広
義
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
向
上
が
不
可
欠
で
あ
る
。
法
規
が
整
備
さ
れ

て
も
執
行
さ
れ
な
け
れ
ば
国
際
基
準
の
普
遍
化
も

実
効
性
を
伴
わ
な
い
が
、
現
状
の
国
際
的
枠
組
み

で
は
有
効
な
手
段
を
見
出
せ
て
い
な
い
。
な
お
、

勧
告
の
目
的
に
明
記
し
て
は
い
る
が
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

は
現
在
ま
で
、
汚
職
や
腐
敗
の
削
減
・
解
消
を
積

極
的
に
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

第
三
に
、
各
種
評
価
や
相
互
監
視
手
段
に
お
け

る
客
観
性
維
持
の
問
題
が
あ
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
評

価
シ
ス
テ
ム
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の

整
合
性
や
、
共
に
「
相
応
の
Ｍ
Ｌ
規
制
枠
組
み
を

国
内
に
構
築
済
み
で
あ
る
か
、
改
革
を
著
し
く
進

捗
さ
せ
た
実
効
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｕ
で
あ
る
」
こ
と
を
要

求
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
と
エ
グ
モ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
へ

の
加
盟
条
件
な
ど
、
関
連
機
関
間
で
調
整
す
べ
き

点
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
調

整
機
能
を
負
う
意
思
が
あ
る
か
は
明
確
に
な
っ
て

い
な
い
。

Ｍ
Ｌ
規
制
の
よ
う
に
、
複
数
の
監
督
行
政
の
協

調
を
必
要
と
す
る
複
合
的
な
課
題
に
は
、
今
後
も

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
型
の
国
際
基
準
制
定
と
法
制
改
革
枠
組

み
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
間

接
的
に
履
行
を
強
く
要
求
さ
れ
る
途
上
国
が
抱
え

る
人
材
・
知
識
・
財
源
制
約
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。

設
立
後
一
○
年
に
満
た
な
い
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
体
制
が
、

枠
組
み
内
で
彼
等
の
要
請
を
実
現
す
る
機
能
を
備

え
た
時
、
初
め
て
国
際
社
会
に
お
け
る
経
済
法
制

改
革
の
一
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
。

（
か 

し
わ
ば
ら　

ち
え
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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●
「
統
一
法
は
参
照
さ
れ
て
い
ま
す

か
？
」

途
上
国
や
体
制
移
行
国
が
法
整
備
を
進
め
る
と

き
、
ま
ず
必
要
と
さ
れ
る
重
要
な
法
律
の
一
つ
が
、

契
約
法
で
あ
る
。
市
場
経
済
を
支
え
る
基
本
的
な

原
理
が
「
契
約
の
自
由
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を

支
え
る
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
契
約
法
が
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
日

本
の
支
援
の
下
に
法
整
備
が
進
め
ら
れ
る
場
合
に

も
、
契
約
法
な
い
し
民
法
（
契
約
法
は
民
法
の
主

要
な
部
分
で
あ
る
）
は
、
つ
ね
に
、
最
も
初
期
の

ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
取
り
組
ま

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
契
約
法
の
整
備
に
つ

い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
と
議
論
を
す
る
と
、

「
そ
う
し
た
作
業
の
中
で
統
一
法
は
ど
の
程
度
参

照
さ
れ
る
か
」
と
尋
ね
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ

の
質
問
に
対
し
て
真
剣
に
答
え
る
こ
と
は
、
実
は
、

き
わ
め
て
難
し
い
。
そ
の
理
由
は
、「
統
一
法
」

と
い
う
考
え
方
や
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
位
置
づ
け

を
考
え
て
い
く
と
、
法
に
対
す
る
見
方
や
国
際
社

会
へ
の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
の
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
違
い
と
い
っ
た
大
き
な
問
題
に
突
き
当

た
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
九
○
年
代
の
末
に
、
東
ア
ジ
ア
で
は
、
契

約
法
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
動
き
が
連
続
し
て
生
じ

た
。
一
九
九
九
年
に
中
国
が
「
契
約
法
」
を
制
定

し
た
こ
と
、
同
年
に
台
湾
が
民
法
の
中
の
債
権
法

の
部
分
を
全
面
改
正
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
や
や

前
後
す
る
が
、
香
港
が
一
九
九
七
年
の
返
還
に
伴

っ
て
英
国
法
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
こ
と
、
が
そ
れ

で
あ
る
（「
開
発
途
上
国
」
に
関
す
る
本
特
集
の

対
象
と
し
て
台
湾
や
香
港
、
さ
ら
に
は
中
国
を
取

り
上
げ
る
こ
と
に
は
か
な
り
の
問
題
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
違
い
に
関

心
が
あ
る
の
で
、
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
い
で
お

く
）。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
動
き
を
紹
介
し
な

が
ら
、
先
に
述
べ
た
「
大
き
な
問
題
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

●
中
国
の
一
九
九
九
年
契
約
法

中
国
は
一
九
八
○
年
代
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
市
場

経
済
を
導
入
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
際
、
と
り
わ

け
国
際
取
引
を
進
め
る
た
め
に
契
約
法
を
定
め
る

必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
取
引
の
内
容
に
応
じ

て
、
経
済
契
約
法
（
一
九
八
一
年
）、
渉
外
経
済

契
約
法
（
一
九
八
五
年
）、
技
術
契
約
法
（
一
九

八
七
年
）
が
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は

内
容
的
に
も
国
家
統
制
の
色
彩
が
強
い
も
の
で
あ

っ
た
し
、
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
契
約
法
が

存
在
す
る
と
い
う
状
況
自
体
が
完
全
な
取
引
の
自

由
と
い
う
考
え
方
と
は
矛
盾
す
る
。
そ
こ
で
、
一

九
九
○
年
代
に
入
っ
た
頃
か
ら
契
約
法
制
の
抜
本

的
な
改
革
が
問
題
と
な
っ
た
。
一
九
九
九
年
の
契

約
法
は
、
そ
う
し
た
作
業
の
成
果
で
あ
り
、
ま
た

現
在
の
中
国
の
経
済
体
制
を
充
分
に
反
映
し
て
作

ら
れ
た
法
典
で
あ
る
。

こ
の
契
約
法
は
、「
契
約
の
自
由
」
を
根
本
原

理
と
し
て
謳
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
政
治
的
に

微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
へ
の
配
慮
か
ら
、
文
言
上
は

「
意
思
自
治
」
と
い
う
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

が
（
契
約
法
四
条
）、
多
く
の
法
律
家
は
、
こ
の

条
文
が
「
契
約
自
由
」
の
原
理
の
宣
明
で
あ
る
こ

と
に
疑
問
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
近
年
で

は
、
北
京
や
上
海
に
は
欧
米
や
日
本
と
同
様
の
大

規
模
な
法
律
事
務
所
も
出
現
し
、
そ
れ
ら
の
事
務

所
に
勤
務
す
る
企
業
弁
護
士
が
ド
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ

し
た
詳
細
な
契
約
書
が
取
引
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
都
市
部
の
企
業
取
引
を
見
て
い

る
限
り
、
中
国
は
日
本
よ
り
も
米
国
に
近
い
「
契

約
社
会
」
と
な
っ
た
と
い
う
印
象
す
ら
あ
る
。

契
約
法
の
国
際
的
な
動
向
と
途
上
国
の
法
整
備
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一
九
九
九
年
の
契
約
法
に
お
い
て
、「
契
約
自

由
」
は
単
な
る
原
理
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
は
な
い
。
具
体
的
な
規
定
の
中
で
も
、
契
約

の
効
果
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
意
思
を
で
き
る
限

り
尊
重
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
貫
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
契
約
の
成
立
に
つ
い
て
書
面
に
よ
る

こ
と
な
ど
の
形
式
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
し
（
契

約
法
一
○
条
）、
ま
た
、「
強
制
規
定
」（
日
本
で

い
う
「
強
行
規
定
」）
と
任
意
規
定
の
区
別
が
導

入
さ
れ
て
、
法
令
違
反
の
契
約
も
、
問
題
と
な
る

法
令
が
「
強
制
規
定
」
で
な
い
限
り
は
無
効
で
は

な
い
と
さ
れ
た
（
契
約
法
五
二
条
五
号
）。
脅
迫

（
日
本
民
法
の
「
強
迫
」
と
同
じ
）
に
よ
る
意
思

表
示
の
効
果
も
、
国
家
の
利
益
に
か
か
わ
ら
な
い

限
り
取
消
で
あ
っ
て
無
効
で
は
な
い
（
契
約
法
五

四
条
）。
こ
れ
ら
の
規
定
に
共
通
す
る
考
え
方
は
、

契
約
の
効
果
を
妨
げ
る
規
定
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ

ど
、
一
旦
は
合
意
の
上
で
取
引
関
係
に
入
っ
た
当

事
者
が
、
後
で
都
合
が
悪
く
な
っ
た
よ
う
な
場
合

に
態
度
を
翻
し
、
そ
う
し
た
規
定
を
利
用
し
て
契

約
の
効
力
を
否
定
す
る
余
地
が
生
ず
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
契
約
自
由
」
と
は
、

裏
か
ら
言
え
ば
自
由
に
締
結
さ
れ
た
契
約
の
拘
束

力
の
承
認
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
契
約
自

由
に
立
脚
し
た
一
九
九
九
年
の
契
約
法
は
、
ま
さ

し
く
市
場
経
済
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
す
る
制
度

的
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
だ
と
言
え
る
。

●
学
者
の
関
与
と
統
一
法

一
九
九
九
年
契
約
法
は
、
制
定
の
プ
ロ
セ
ス
に

つ
い
て
も
特
徴
的
だ
と
い
わ
れ
る
点
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
近
代
中
国
史
上
で
初
め
て
、
法
律
学
者
が

強
い
影
響
力
を
持
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
学
者
を
中
心
と
し
た
起
草
グ
ル
ー

プ
に
よ
っ
て
最
初
の
草
案
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
当

初
の
草
案
が
、
最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
法
典
ま
で
、

ほ
ぼ
維
持
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
、
こ
の
契
約
法
の
作

成
に
あ
た
っ
て
は
、
外
国
法
の
調
査
が
充
分
に
な

さ
れ
て
い
る
。
英
米
法
や
ド
イ
ツ
法
、
フ
ラ
ン
ス

法
、
日
本
法
な
ど
は
詳
細
に
調
査
さ
れ
、
比
較
検

討
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
参
照
さ
れ

た
資
料
は
、
国
連
動
産
売
買
条
約
と
ユ
ニ
ド
ロ
ワ

商
事
契
約
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
法
律
家
が
言
う
「
統
一
法
」
の
代
表
例

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
国
連
動
産
売
買
条
約
に
つ
い

て
は
、
中
国
は
一
九
八
六
年
に
批
准
し
て
、
発
効

当
初
か
ら
の
当
事
国
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
国
際

取
引
に
つ
い
て
は
当
然
に
条
約
が
適
用
さ
れ
る
が

（
一
九
八
五
年
の
渉
外
経
済
契
約
法
は
同
条
約
を

国
内
法
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
）、
契
約
法
の
制

定
に
際
し
て
、
そ
の
主
要
な
規
定
が
取
り
入
れ
ら

れ
、
純
粋
の
国
内
契
約
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
の
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
商
事
契
約

原
則
と
は
、
私
法
統
一
の
た
め
の
政
府
間
機
関
で

あ
る
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ
。
私
法

統
一
国
際
協
会
）
が
事
務
局
と
な
っ
て
各
国
の
専

門
家
を
集
め
、「
万
国
共
通
の
契
約
法
の
原
則
」

を
議
論
し
た
成
果
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

条
約
の
よ
う
な
形
で
拘
束
力
を
持
つ
も
の
で
は
な

く
、
よ
り
ソ
フ
ト
な
形
の
法
統
一
を
目
指
し
て
い

る
。
中
国
は
こ
れ
に
作
成
過
程
か
ら
積
極
的
に
関

与
し
、
契
約
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
規

定
を
そ
の
中
か
ら
採
択
し
た
。

英
米
独
仏
な
ど
の
各
国
法
よ
り
も
国
連
動
産
売

買
条
約
と
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
商
事
契
約
原
則
が
参
照
さ

れ
た
理
由
は
、
中
国
側
の
関
係
者
に
よ
れ
ば
、
特

定
の
国
の
社
会
経
済
的
な
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ

て
い
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
し
か
に
、
各

国
の
法
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
歴
史
と
背

景
を
持
っ
て
お
り
、
単
純
に
「
移
植
」
し
て
も
、

そ
の
ま
ま
に
機
能
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と

比
較
す
れ
ば
、
国
際
機
関
が
作
成
し
た
「
統
一

法
」
は
抽
象
的
な
ル
ー
ル
で
あ
っ
て
、
表
面
の
文

言
ど
お
り
に
受
容
す
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
れ
を
裏
か
ら
言
え
ば
、
中
国
は
、
自
国

の
事
情
と
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
国
際
文

書
を
参
照
し
た
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
実
際

に
も
、
一
九
九
九
年
契
約
法
と
国
連
動
産
売
買
条

約
お
よ
び
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
商
事
契
約
原
則
を
逐
条
的

に
対
照
す
る
と
、
す
べ
て
の
規
定
が
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
取
捨
選
択
が

な
さ
れ
て
い
る
。

中
国
の
一
九
九
九
年
契
約
法
は
、
統
一
法
を
よ

く
参
照
し
た
例
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
が
、

そ
の
実
質
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
一
方
で
は
、
統
一
法
が
参
照
さ
れ
る
理
由
は
、

そ
れ
が
「
ど
こ
の
国
の
法
で
も
な
い
」
と
こ
ろ
に

あ
る
。
他
方
、
そ
れ
が
参
照
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、

立
法
者
の
政
策
目
的
（
契
約
の
拘
束
力
を
高
め
、

そ
れ
に
よ
っ
て
市
場
の
機
能
に
対
す
る
信
頼
を
確

立
す
る
こ
と
）
に
合
わ
せ
た
取
捨
選
択
が
な
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
統
一
法
は
い
わ
ば
モ
デ
ル
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法
の
よ
う
に
、
一
つ
の
資
料
と
し
て
参
照
さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

●
ド
イ
ツ
法
に
忠
実
な
台
湾
の
債
権
法

改
正

中
国
の
契
約
法
制
定
と
同
じ
一
九
九
九
年
に
、

台
湾
で
は
、
民
法
典
の
う
ち
で
債
権
法
の
部
分

（
契
約
法
を
含
む
部
分
）
が
改
正
さ
れ
た
。
し
か

し
、
き
わ
め
て
対
照
的
な
こ
と
に
、
統
一
法
の
影

響
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
台
湾
が
国
連
動
産

売
買
条
約
の
当
事
国
と
な
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い

と
い
う
特
殊
事
情
を
割
り
引
い
て
も
、
そ
の
内
容

が
学
説
や
原
理
と
し
て
間
接
的
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
と
い
う
様
子
も
な
く
、
ま
た
特
段
の
外
交
的
な

形
式
を
必
要
と
し
な
い
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
商
事
契
約
原

則
の
影
響
も
認
め
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
代
わ
っ
て
観
察
さ
れ
る
の
は
、
伝
統
的

な
ド
イ
ツ
法
学
の
強
い
影
響
力
で
あ
る
。
台
湾
の

民
法
典
は
一
九
二
九
年
に
当
時
の
大
陸
中
国
で
制

定
さ
れ
た
「
中
華
民
国
民
法
」
で
あ
る
が
、
そ
れ

自
体
が
一
九
二
○
年
代
に
最
も
先
進
的
で
あ
っ
た

ド
イ
ツ
の
立
法
と
学
説
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け

て
お
り
、
そ
の
後
の
学
説
も
、
従
来
か
ら
ド
イ
ツ

法
学
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
民
法

典
の
改
正
に
際
し
て
も
、
当
然
の
ご
と
く
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
債
務
法
改
正
の
議
論
が
参
照
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
台
湾
の
新
し
い
債
権

法
（
民
法
第
二
編
）
に
は
、
積
極
的
債
権
侵
害

（
二
二
七
│

一
条
）、
事
情
変
更
の
原
則
（
二
二

七
│

二
条
）、
契
約
締
結
上
の
過
失
（
二
四
五
│

一
条
）
な
ど
、
ド
イ
ツ
で
議
論
さ
れ
て
き
た
規
定

が
明
文
と
し
て
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
一
見
対
照
的
に
見
え
る

中
国
と
台
湾
の
動
き
は
、
実
は
同
根
で
あ
る
と
も

言
え
る
。
両
者
の
相
違
は
、
立
法
に
際
し
て
何
を

モ
デ
ル
と
し
て
参
照
し
た
か
の
違
い
に
す
ぎ
な
い

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
で
は
、
特
定

の
国
を
離
れ
た
モ
デ
ル
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
統

一
法
が
参
照
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
台
湾
の

債
権
法
改
正
は
、
ド
イ
ツ
法
が
確
固
と
し
て
モ
デ

ル
の
機
能
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
他
の
モ
デ
ル

が
取
り
入
れ
ら
れ
る
余
地
の
な
か
っ
た
事
例
な
の

で
あ
る
。

●
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
守
っ
た
香
港

中
国
と
台
湾
の
契
約
法
現
代
化
に
先
立
つ
一
九

九
七
年
に
、
香
港
が
英
国
か
ら
中
国
に
返
還
さ
れ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
伴
う
体
制
の
変
更
は
、
民

事
法
の
分
野
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
か
え
っ
て
、

香
港
特
別
行
政
区
基
本
法
は
、
明
文
の
規
定
を
も

っ
て
、
返
還
後
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
適
用
さ
れ
る

べ
き
こ
と
を
定
め
た
の
で
あ
る
（
基
本
法
八
条
）。

言
う
ま
で
も
な
く
そ
こ
に
は
、
香
港
を
商
業
・

金
融
セ
ン
タ
ー
と
し
て
維
持
し
て
い
く
上
で
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
に
も
と
づ
く
（
英
国
と
同
様
の
）
法

体
系
は
不
可
欠
だ
と
い
う
政
策
判
断
が
あ
る
。
英

国
の
枢
密
院
司
法
委
員
会
を
最
上
級
審
と
す
る
制

度
が
廃
止
さ
れ
、
香
港
の
終
審
裁
判
所
が
判
例
法

の
形
成
を
担
っ
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
た
結
果
、
英

国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
関
係
は
制
度
上
は
切
り

離
さ
れ
、
い
わ
ば
「
香
港
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
と
も

言
う
べ
き
法
体
系
が
新
た
に
成
立
し
た
と
も
言
え

る
。
そ
れ
で
も
、
英
国
の
判
例
は
事
実
上
、「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
法
原
則
」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

と
し
て
参
照
さ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
少
な

く
と
も
予
見
可
能
な
将
来
に
お
い
て
は
、
実
質
的

に
は
返
還
前
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
で
あ
ろ
う

と
予
想
さ
れ
る
。

香
港
の
ケ
ー
ス
で
も
、
台
湾
と
同
様
に
、
国
連

動
産
売
買
条
約
や
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
商
事
契
約
原
則
の

よ
う
な
統
一
法
に
は
全
く
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
こ
そ
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
法
体
系
で
あ
り
、

香
港
の
価
値
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
イ
ン
フ

ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ

れ
以
外
の
モ
デ
ル
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
の
で

あ
ろ
う
。

●
「
統
一
法
」
の
意
味

ア
ジ
ア
諸
国
の
法
整
備
に
際
し
て
統
一
法
は
参

照
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
冒
頭
の
問
い
に
対
し

て
表
面
的
に
答
え
る
な
ら
ば
、「
参
照
さ
れ
る
場

合
も
あ
る
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
も
、

中
国
の
一
九
九
九
年
契
約
法
が
統
一
法
の
強
い
影

響
の
下
で
起
草
さ
れ
た
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

も
か
な
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

問
題
は
「
参
照
さ
れ
る
」
と
い
う
と
き
の
意
味
で

あ
る
。
中
国
の
契
約
法
の
場
合
に
は
、
統
一
法
は

き
わ
め
て
実
利
的
に
、
一
つ
の
立
法
モ
デ
ル
と
し

て
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
統
一
法

と
い
う
存
在
自
体
に
価
値
を
置
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

考
え
方
と
は
、
実
は
全
く
異
質
な
も
の
な
の
で
は

な
い
か
。
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こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、「
統
一
法
」

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
有
す
る
意
味
を
正
し
く

認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、

日
本
で
は
比
較
法
の
対
象
を
考
え
る
場
合
に
ド
イ

ツ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
、
英
米
法
（
特
に
ア
メ
リ
カ

法
）
な
ど
を
も
っ
ぱ
ら
想
定
す
る
が
、
そ
れ
と
同

様
の
意
味
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
は
、
現
実

の
国
家
法
で
は
な
い
「
統
一
法
」
に
つ
い
て
語
る

場
合
が
少
な
く
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
二
つ
の
、
や
や
異
な
る
事
情
が
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
一
九
世
紀
末
以
来
、
連
綿
と
続

く
法
統
一
運
動
の
実
績
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
国
が
国
民
国
家
と
し
て
成
立

し
、
電
信
・
電
話
や
蒸
気
船
の
発
達
に
よ
っ
て
ア

ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
や
ア
メ
リ
カ
大
陸
と

の
距
離
が
縮
ま
っ
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
世
界
規

模
の
市
場
経
済
体
制
が
成
立
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
背
景
の
下
で
、
国
ご
と
に
法
が
異
な
っ

て
い
る
と
国
際
取
引
を
も
阻
害
し
、
ま
た
政
治
的

に
も
摩
擦
を
生
む
原
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
、

「
法
の
統
一
」
と
い
う
理
想
が
語
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
理
想

論
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
現
実
に
、
各

国
の
法
を
統
一
す
る
た
め
の
条
約
が
作
ら
れ
、
ま

た
そ
う
し
た
条
約
を
継
続
的
に
作
っ
て
い
く
た
め

の
組
織
も
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
日
本
も
、
手
形

法
・
小
切
手
法
に
つ
い
て
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
統
一
条

約
や
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
パ
リ
条
約
、
著
作

権
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
な
ど
を
批
准
し
て
国
内

法
化
し
て
い
る
し
、
国
際
私
法
を
統
一
す
る
た
め

の
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
や
法
統
一
運
動
の
頂
点

と
し
て
設
立
さ
れ
た
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
に
も
早
く
か
ら

参
加
し
て
、
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
て
い
る
が
、

そ
う
し
た
運
動
の
中
心
は
、
何
と
言
っ
て
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
法
統
一

運
動
の
歴
史
が
持
つ
重
み
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

で
は
、
日
本
で
考
え
る
以
上
に
大
き
い
。

第
二
の
背
景
は
、
近
年
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
る

私
法
の
（
あ
る
い
は
法
制
度
全
体
の
）
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
化
で
あ
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
」
と
い
っ
て
も
、

Ｅ
Ｕ
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
現
実
に
実
現
し
て

い
く
規
範
の
統
合
と
、
い
わ
ば
観
念
的
に
、
法
律

家
の
共
通
認
識
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
欧
州
全

体
（
い
わ
ゆ
る
大
西
洋
か
ら
ウ
ラ
ル
ま
で
）
に
共

通
す
る
法
的
枠
組
み
の
確
立
と
の
二
つ
の
側
面
が

あ
る
が
、
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
そ
れ
ら
の

両
面
が
区
別
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
渾
然
と
事
態
が

進
行
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
各
国

が
固
有
の
法
体
系
を
捨
て
、「
統
一
」
さ
れ
た
法

へ
と
歩
み
寄
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方

は
、
か
な
り
の
現
実
性
を
持
っ
て
広
が
り
つ
つ
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
的

に
示
し
た
出
来
事
は
、
二
○
○
二
年
に
ド
イ
ツ
が

行
っ
た
債
務
法
改
正
で
あ
ろ
う
。
台
湾
が
モ
デ
ル

と
し
て
求
め
た
ド
イ
ツ
民
法
は
、
ち
ょ
う
ど
一
九

九
○
年
代
以
降
、
ド
イ
ツ
的
な
伝
統
を
否
定
す
る

方
向
へ
と
急
速
に
展
開
し
、
二
○
○
二
年
の
改
正

で
は
、
独
自
色
を
捨
て
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
を
受
け

入
れ
る
方
向
で
全
面
的
な
改
正
を
行
っ
た
の
で
あ

る
。

●
二
一
世
紀
に
お
け
る
契
約
法
の
形
成

こ
の
よ
う
に
、
法
統
一
運
動
と
、
そ
の
成
果
と

し
て
の
統
一
法
と
を
ア
ジ
ア
諸
国
（
あ
る
い
は
、

よ
り
広
く
途
上
国
）
の
側
か
ら
見
て
み
る
と
、
そ

の
本
質
に
関
す
る
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
表
面
の
普
遍
的
な
ロ
ジ
ッ

ク
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
の
意
味
で
「
法
の
統

一
」
を
語
り
得
る
場
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
し
か
存

在
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑

問
で
あ
る
。
裏
か
ら
言
え
ば
、
各
国
の
法
が
統
一

さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
観
念
へ
の
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
に
は

そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
法
統

一
運
動
と
い
う
も
の
は
、
一
九
世
紀
に
確
立
さ
れ

た
、
あ
る
意
味
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
特
有
の
世
界
観

と
、
な
お
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
や
国
連
国
際

商
取
引
法
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
）
の
よ

う
な
国
際
機
関
は
、
法
統
一
の
作
業
を
漫
然
と
続

け
る
前
に
、
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
を
、

い
ま
一
度
反
省
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
ア

ジ
ア
諸
国
（
途
上
国
）
の
側
に
も
大
き
な
課
題
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
契
約
法
の
よ
う
な
基
本
的
な
法

典
が
、
そ
の
折
々
の
政
策
と
実
利
的
な
取
捨
選
択

の
み
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
こ
と
で
よ
い
の
か
、

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
整
備
さ
れ

る
べ
き
「
法
」
と
は
何
か
と
い
う
根
本
問
題
も
ま

た
、
一
度
は
正
面
か
ら
論
ず
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

（
こ 

づ
か　

そ
う
い
ち
ろ
う
／
上
智
大
学
法
学

研
究
科
教
授
）
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●
は
じ
め
に

現
在
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
米
国
、
カ
ナ
ダ
を

加
え
た
米
州
諸
国
の
私
法
統
一
を
推
進
す
る
組
織

と
し
て
、
米
州
機
構
の
米
州
国
際
私
法
専
門
会
議

（C
onferencia E

specializada Interam
ericana de 

D
erecho Internacional Privado

＝
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
）

が
あ
る
。
一
九
七
五
年
に
発
足
し
た
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ

は
こ
れ
ま
で
に
六
回
を
重
ね
、
二
五
の
条
約
・
議

定
書
が
採
択
さ
れ
て
い
る
（
表
１
参
照
）。

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
本
来
、
米
州
全
体
の
私
法
統
一

を
目
指
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
北
ア
メ
リ
カ
諸

国
が
批
准
・
加
入
し
た
条
約
は
僅
か
で
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ

Ｉ
Ｐ
の
役
割
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
の
み
の
私

法
統
一
に
偏
向
し
て
い
た
。
こ
の
要
因
に
は
、
経

済
格
差
、
南
北
ア
メ
リ
カ
の
法
伝
統
の
違
い
（
大

陸
法
と
コ
モ
ン
ロ
ー
）、
ま
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

諸
国
が
、
一
般
的
に
私
法
統
一
の
た
め
必
要
な
外

国
法
研
究
に
消
極
的
と
い
う
、
あ
る
種
の
軽
視
が

あ
る
。

し
か
し
、
北
米
自
由
貿
易
協
定
（N

orth 

A
m

erica Free Trade A
greem

ent

）
や
米
州
自
由

貿
易
地
域
（Á

rea de Libre C
om

ercio de las A
m

éricas

）
構
想
な
ど
、
南
北
ア
メ
リ
カ
の
経
済
関

係
の
密
接
化
が
進
む
一
九
九
○
年
代
に
入
る
と
、

北
ア
メ
リ
カ
側
の
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
へ
の
参
加
が
活
発

化
し
て
き
た
。
ま
た
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
も
、
二
○
○

二
年
の
第
六
回
会
議
よ
り
国
際
ル
ー
ル
作
成
の
新

た
な
手
法
と
し
て
、
米
国
を
起
源
と
す
る
「
モ
デ

ル
法
」
方
式
を
採
用
し
、
同
会
議
で
は
、
米
国
と

メ
キ
シ
コ
を
中
心
に
策
定
さ
れ
た
「
米
州
動
産
担

保
モ
デ
ル
法
」（Ley M

odelo Interam
ericana de 

G
arantas M

obiliarias

＝
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
）
が
採
択

さ
れ
た
。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
い
し
米
州
の
私
法
統
一
と

い
う
テ
ー
マ
を
扱
う
場
合
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
格
好

の
研
究
対
象
と
な
る
。
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
非
占
有

移
転
型
の
担
保
物
権
を
認
め
、
債
務
者
に
担
保
目

的
物
の
利
用
を
許
容
し
、
債
権
者
に
は
私
的
実
行

を
可
能
と
す
る
担
保
法
制
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。

同
時
に
、（
電
子
的
）
担
保
登
録
制
度
も
導
入
し
、

米
州
全
域
に
わ
た
る
一
つ
の
金
融
市
場
の
創
設
を

目
論
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の

金
融
実
務
を
反
映
し
た
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
大
陸
法

伝
統
が
大
半
を
占
め
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に

お
い
て
、
そ
の
法
的
概
念
が
従
来
の
枠
組
み
に
必

ず
し
も
合
致
せ
ず
、
異
な
る
法
伝
統
の
調
和
が
議

論
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
と
は
別
に
、
同
諸
国
に

対
し
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
影
響
を
受
け
た
世
銀
モ

デ
ル
に
基
づ
く
担
保
法
制
改
革
を
推
進
す
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
の
存
在
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

で
は
、
二
つ
の
、
し
か
し
コ
モ
ン
ロ
ー
の
影
響
が

あ
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る
、
担
保
法
制
改
革
が

進
め
ら
れ
て
い
た
。

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
第
五
回
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
初
め

て
そ
の
策
定
が
提
案
さ
れ
た
が
、
そ
の
議
論
が
始

ま
っ
た
一
九
九
○
年
代
は
、
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
進
展
に
よ
り
国
際
競
争
が
激
化
し
、
そ
こ
で
は

企
業
の
円
滑
な
資
金
調
達
が
一
層
重
要
と
な
る
一

方
、
同
時
期
の
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ

る
銀
行
の
資
本
健
全
性
規
制
（
い
わ
ゆ
る
Ｂ
Ｉ
Ｓ

規
制
）
等
に
代
表
さ
れ
る
国
際
的
金
融
規
制
に
よ

り
、
信
用
取
引
上
、
金
融
機
関
へ
の
十
分
な
保
証

提
供
が
要
求
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
国
レ
ベ
ル
で

の
金
融
（
担
保
）
制
度
改
革
、
ま
た
国
際
金
融
促

進
の
た
め
世
界
的
な
統
一
基
準
が
必
要
と
な
っ
た
。

か
く
し
て
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
に
偏
向
し

て
い
た
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
私
法
統
一
事
業
は
、
一
九

九
○
年
代
以
降
の
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
北
ア
メ

リ
カ
諸
国
の
積
極
的
な
参
加
、
あ
る
い
は
コ
モ
ン

ロ
ー
の
受
容
の
要
請
と
い
っ
た
事
情
か
ら
、
変
化

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
私
法
統
一
の
展
望̶

米
州
動
産
担
保
モ
デ
ル
法
を
中
心
に

特集／グローバルなルール形成と開発途上国

岡
部　

拓
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し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
本
稿
は
、
ま
ず

第
一
に
、
一
九
九
○
年
代
以
降
の
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の

役
割
・
手
法
の
変
化
を
含
め
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

諸
国
の
私
法
統
一
事
業
の
現
状
を
瞥
見
し
、
第
二

に
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
「
異
な

る
法
伝
統
の
調
和
」
に
つ
い
て
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
を

遡
上
に
の
せ
考
察
し
、
最
後
に
、
同
諸
国
の
私
法

統
一
事
業
の
将
来
的
展
望
を
指
し
示
し
、
結
び
と

す
る
。

●
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ

①
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
位

置
づ
け
・
特
色
な
ら
び

に
傾
向

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
、
米

州
機
構
発
足
を
端
緒
に

創
設
さ
れ
た
、
専
門
的

・
技
術
的
事
項
を
扱
う

国
家
間
の
会
合
で
あ
る
。

条
約
等
の
作
成
に
は
、

同
機
構
の
管
轄
組
織
が

選
任
す
る
者
が
構
成
す

る
「
専
門
家
委
員
会
」

（R
euniones de ex-

pertos gubernam
ental-

es

）
が
主
と
し
て
草
案

の
起
草
に
携
わ
る
。
同

委
員
会
の
会
合
に
は
加

盟
国
も
参
加
し
、
議
論

を
行
う
。

一
九
四
七
年
か
ら
二
○
○
一
年
ま
で
に
米
州
機

構
で
採
択
さ
れ
た
条
約
は
六
六
を
数
え
る
。
同
期

間
に
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
採
択
さ
れ
た
条
約
数
二
三
は

そ
の
三
五
％
に
相
当
す
る
。
一
九
四
七
年
か
ら
一

九
七
四
年
ま
で
に
採
択
さ
れ
た
条
約
は
一
八
で
あ

る
が
、
一
九
七
五
年
か
ら
二
○
○
一
年
ま
で
の
そ

れ
は
四
八
に
の
ぼ
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
創
設
後
の
条

約
締
結
件
数
の
大
幅
な
増
加
は
、
私
法
統
一
事
業

に
お
け
る
そ
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
特
色
の
一
つ
は
、
そ
の
審
議
事

項
の
提
案
が
前
回
の
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
お
い
て
提
出

さ
れ
る
点
で
あ
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
四
、
五
年
に

一
度
開
催
さ
れ
、
そ
の
間
に
関
係
組
織
・
加
盟
国

が
議
論
を
行
う
。
ま
た
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
開
催
後
も
、

適
宜
に
条
約
等
の
採
用
促
進
を
図
っ
て
い
る
。

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
は
、
第
五
回
以
降
、
つ
ま
り
一

九
九
○
年
代
か
ら
、
国
際
私
法
や
法
の
衝
突
な
ど

国
際
法
の
伝
統
的
分
野
か
ら
離
れ
、
商
事
・
経
済

法
分
野
が
主
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
第

六
回
か
ら
、
ル
ー
ル
作
成
の
手
法
が
条
約
か
ら
モ

デ
ル
法
へ
と
シ
フ
ト
し
た
。
こ
れ
は
、
第
三
回
以

降
の
条
約
採
択
数
の
減
少
傾
向
を
改
善
す
る
一
打

開
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
モ
デ
ル
法
は
、
文
字

通
り
、
国
内
法
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
、
各
国
が
国

内
の
状
況
に
適
し
た
形
で
立
法
化
を
図
り
う
る
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
法
は
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
諸
国
に
馴
染
み
が
な
く
、
そ
の
策
定
プ

ロ
セ
ス
へ
の
参
加
が
消
極
的
に
な
り
う
る
と
し
て
、

加
盟
国
間
の
さ
ら
な
る
理
解
が
必
要
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
モ
デ
ル
法
の
起
源
は
米
国
に
あ
り
、
こ

の
方
式
の
採
用
が
、
同
国
の
参
加
を
促
進
し
た
と

も
い
え
る
。
こ
の
傾
向
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
本
来
の

目
的
を
達
成
す
べ
く
歓
迎
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、

異
な
る
法
伝
統
の
調
和
を
含
め
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の

さ
ら
に
積
極
的
な
役
割
が
重
要
と
な
る
。

②
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の

参
加ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
ほ

か
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ

や
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
も
参
加
し
、
経
済
的

・
社
会
的
に
関
心
の
高
い
テ
ー
マ
に
関
す
る
条
約

を
受
容
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
の
一
九
八
○

年
「
国
際
物
品
売
買
に
関
す
る
条
約
」（C

onven-

tion on C
ontracts for the International Sale of 

G
oods

）
の
作
成
に
、
メ
キ
シ
コ
の
法
学
者
バ
レ

ー
ラ 

（Jorge B
arrera G

raf

）
博
士
が
参
加
し
た

こ
と
、
ま
た
同
時
期
か
ら
の
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
議
論
が
、
同
諸
国
の
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
へ
の

参
加
を
積
極
的
に
し
た
。
な
お
、
ハ
ー
グ
国
際
私

法
会
議
は
、
欧
州
諸
国
が
中
心
で
あ
る
が
、
多
分

野
の
私
法
統
一
、
ま
た
コ
モ
ン
ロ
ー
と
大
陸
法
の

調
和
と
い
う
課
題
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ

Ｐ
と
共
通
点
が
多
い
。
こ
の
意
味
で
、
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
諸
国
の
同
会
議
へ
の
参
加
は
、
欧
米
全
体

の
私
法
統
一
に
導
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

た
だ
し
、
三
つ
の
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
条
約
を

積
極
的
に
受
容
し
て
い
る
の
は
、
同
諸
国
の
う
ち
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
や
メ
キ
シ
コ
だ
け
で
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ

Ｐ
の
そ
れ
よ
り
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同

諸
国
が
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
私
法
統
一
事
業

を
、「
自
分
達
の
地
域
で
あ
る
」
と
い
う
強
い
意

第 1回
（１９７５年）

１ 為替・約束手形およびインボイスにおける法の衝突に関する米州条約
２ 小切手における法の衝突に関する米州条約
３ 国際商事仲裁に関する米州条約
４ 司法共助に関する米州条約
５ 外国における証拠の受領に関する米州条約
６ 外国において行使されうる権限についての法制度に関する米州条約

第 2回
（１９７９年）

７ 小切手における法の衝突に関する米州条約
８ 会社における法の衝突に関する米州条約
９ 国際私法上の私人の住所に関する米州条約
１０ 保全措置の執行に関する米州条約
１１ 国際私法の一般規範に関する米州条約
１２ 外国仲裁判断および裁定の域外効力に関する米州条約
１３ 外国法に関する証拠および情報に関する米州条約
１４ 司法共助に関する米州条約についての付属議定書

第 3回
（１９８４年）

１５ 未成年の認知における法の衝突に関する米州条約
１６ 国際法上の法人の人格および能力に関する米州条約
１７ 外国判決の域外効力に対する国際上の適格に関する米州条約
１８ 外国における証拠の受領に関する米州条約についての付属議定書

第 4回
（１９８９年）

１９ 未成年の国際的返還に関する米州条約
２０ 扶養義務に関する米州条約
２１ 国際陸上物品運送契約に関する米州条約

第 5回
（１９９４年）

２２ 国際契約の準拠法に関する米州条約
２３ 未成年の国際売買に関する米州条約

第 6回
（２００２年）

２４ 動産担保に関する米州モデル法
２５ 陸上物品運送を規制する直接譲渡可能な運送証券に関するモデル法

表１　ＣＩＤＩＰで採択された条約等一覧

（出所）米州機構資料により筆者作成。
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識
で
推
進
す
る
事
情
に
加
え
、
そ
の
審
議
に
は
、

全
加
盟
国
に
発
言
権
・
議
決
権
が
あ
り
、
積
極
的

な
参
加
が
で
き
る
、
と
い
う
制
度
上
の
理
由
に
よ

る
。し

か
し
、
私
法
統
一
の
「
事
業
の
二
重
化
」
の

懸
念
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
際
基
準
を
積
極
的
に

受
容
す
べ
き
か
、
も
し
く
は
米
州
機
構
で
法
統
一

事
業
を
推
進
す
べ
き
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
そ
の
他
の
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
参

加
を
基
調
に
法
統
一
事
業
を
推
進
す
る
「
Ｃ
Ｉ
Ｄ

Ｉ
Ｐ
不
要
論
」
も
あ
る
。
他
方
、
世
界
レ
ベ
ル
で

議
論
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
対
し
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

諸
国
は
少
な
か
ら
ず
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
る
、

と
も
い
わ
れ
る
。

な
お
、
米
州
条
約
は
世
界
各
国
が
批
准
で
き
る

が
、
こ
れ
ま
で
、
欧
州
諸
国
で
は
ス
ペ
イ
ン
が
二

つ
の
米
州
条
約
を
批
准
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

扱
わ
れ
る
条
約
の
テ
ー
マ
に
も
よ
ろ
う
が
、
米
州

条
約
に
対
す
る
、
欧
州
諸
国
側
の
軽
視
の
よ
う
な

印
象
も
受
け
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ

は
、
適
宜
に
諸
国
際
機
関
の
関
係
者
を
招
待
し
、

積
極
的
な
情
報
交
流
に
努
め
て
い
る
。
か
か
る
活

動
は
、
域
内
に
と
ら
わ
れ
な
い
国
際
的
統
一
基
準

の
確
立
に
導
く
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

●
動
産
担
保
モ
デ
ル
法

①
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
提
言
と
動
産
担
保
制
度
改
革

前
述
し
た
よ
う
に
、
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
国

際
的
金
融
規
制
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
担

保
法
制
改
革
を
急
務
と
さ
せ
た
。

同
諸
国
に
対
し
、
当
初
、「
法
制
度
経
済
分
析

研
究
所
」（C

enter for the E
conom

ic A
nalysis of 

Law

＝
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
）
が
働
き
か
け
た
。
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ

は
、
米
州
開
発
銀
行
、
世
銀
な
ら
び
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
な

ど
と
協
力
し
、
諸
政
策
の
法
的
・
経
済
的
分
析
を

行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
あ
り
、
一
九
九
○
年
代
に
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
十
数
カ
国
の
担
保
法
制
の
調
査
を
実
施

す
る
と
共
に
、
カ
ナ
ダ
お
よ
び
米
国
の
動
産
担
保

制
度
（
と
り
わ
け
米
国
統
一
商
法
典
第
九
編
＝

U
niform

 C
om

m
ercial C

ode-A
rticle 9.

以
下
、
Ｕ

Ｃ
Ｃ
│

９
）
の
活
用
を
提
言
し
、
個
別
的
に
動
産

担
保
法
の
起
草
に
も
携
わ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
一
義
的
目
標
は
、
政
策
的
観
点

か
ら
の
担
保
法
制
改
革
に
よ
る
資
金
調
達
促
進
で

あ
っ
て
、
異
な
る
法
伝
統
へ
の
配
慮
は
形
式
に
と

ど
ま
っ
た
印
象
が
あ
る
。
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
の
二
○
○
二

年
ま
で
の
報
告
で
は
、
起
草
さ
れ
た
動
産
担
保
法

案
を
法
律
化
し
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
、
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
の
活
動
と
並
行
し
て
、

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
「
動
産
担
保
モ
デ
ル
法
」

の
策
定
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
情
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
の
起
草
過
程
・
承
認
・
採
用
の

動
向Ｃ

Ｅ
Ａ
Ｌ
の
働
き
か
け
と
同
時
期
に
、
米
州
機

構
内
で
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
策
定
の
動
き
が
始
ま
っ
た
。

担
当
国
は
米
国
と
メ
キ
シ
コ
で
、
ウ
ル
グ
ア
イ
が

同
法
策
定
の
調
整
役
（R

elator
）
と
な
っ
た
。

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
策
定
作
業
は
、
当
初
、
米
国
・
ア

リ
ゾ
ナ
州
に
あ
る
「
米
州
貿
易
法
律
研
究
所
」

（N
ational Law

 C
enter for Inter-A

m
erican Free 

Trade

＝
Ｎ
Ｌ
Ｃ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
）
に
よ
り
作
成
済
み
で

あ
っ
た
モ
デ
ル
法
案
（
ア
リ
ゾ
ナ
案
）
が
基
盤
と

さ
れ
た
。
Ｎ
Ｌ
Ｃ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
の

経
済
・
貿
易
振
興
の
た
め
の
法
制
度
整
備
を
推
進

す
る
、
一
九
九
二
年
設
立
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
あ
る
。

ア
リ
ゾ
ナ
案
は
、
必
然
的
に
Ｕ
Ｃ
Ｃ
│

９
を

強
く
反
映
す
る
た
め
、
大
陸
法
と
調
整
を
図
る
べ

く
、
メ
キ
シ
コ
が
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
作
成
に
参
加
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

二
○
○
○
年
二
月
に
第
一
回
専
門
家
委
員
会
が

開
催
さ
れ
、
米
国
・
メ
キ
シ
コ
を
は
じ
め
十
数
カ

国
が
出
席
し
た
。
米
国
は
ア
リ
ゾ
ナ
案
を
、
そ
し

て
メ
キ
シ
コ
も
独
自
の
起
草
案
を
提
出
し
た
。
同

年
一
一
月
の
第
二
回
会
合
に
先
立
ち
米
国
・
メ
キ

シ
コ
は
、
合
同
報
告
書
「
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
案
お
よ
び

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
を
作
成
し
、
加
盟
国
間
へ
公

表
し
た
。
第
二
回
会
合
に
は
一
五
カ
国
が
参
加
し
、

同
報
告
書
を
も
と
に
議
論
を
行
い
、
若
干
の
点
に

つ
き
モ
デ
ル
法
を
修
正
す
べ
き
指
摘
が
あ
っ
た
た

め
、
米
国
・
メ
キ
シ
コ
は
、
二
○
○
一
年
九
月
ま

で
に
新
た
な
モ
デ
ル
法
案
を
作
成
し
、
米
州
機
構

に
提
出
し
た
。

二
○
○
二
年
二
月
の
第
六
回
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
は
、

修
正
が
施
さ
れ
た
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
が
全
会
一
致
で
承

認
さ
れ
、
そ
の
採
用
の
た
め
加
盟
国
間
へ
照
会
さ

れ
た
。
採
択
か
ら
間
も
な
い
た
め
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ

採
用
の
動
き
は
ま
だ
明
確
で
は
な
い
が
、
二
○
○

五
年
三
月
に
は
、
ペ
ル
ー
の
国
会
で
動
産
担
保
法

案
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ

Ｇ
Ｍ
の
「
代
替
的
な
」
規
範
の
創
設
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
の
意
図
は
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
と
一
致
す
る
。

③
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
の
特
色
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ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
担
保
法
制
改
革
は
、

そ
の
議
論
が
始
ま
っ
た
と
き
の
状
況
か
ら
も
、
経

済
効
率
の
観
点
か
ら
扱
わ
れ
て
き
た
傾
向
が
強
い
。

し
か
し
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
は
、
異
な
る
法
伝
統
の

調
和
と
い
う
法
的
観
点
か
ら
の
配
慮
も
な
さ
れ
た
。

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
全
七
三
条
か
ら
な
り
、
そ
の
特

色
を
端
的
に
示
せ
ば
、
米
国
モ
デ
ル
の
影
響
が
強

い
。
た
だ
し
こ
れ
は
Ｕ
Ｃ
Ｃ
│

９
の
模
倣
で
は
な

く
、
大
陸
法
と
の
調
和
が
図
ら
れ
た
内
容
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
担
保
目
的
物
の
範
囲
等
に
つ
い
て
は
、

コ
モ
ン
ロ
ー
と
同
様
、
広
範
な
扱
い
で
あ
る
が

（
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
第
二
条
お
よ
び
第
三
条
）、
被
担

保
債
権
に
つ
い
て
「
極
度
額
」
の
設
定
が
明
定
さ

れ
た
（
同
第
四
条
第
三
号
）。
こ
れ
は
、
大
陸
法

上
の
「
被
担
保
債
権
の
詳
細
な
内
容
記
載
を
要
す

る
」
と
い
う
原
則
に
配
慮
し
た
結
果
で
あ
り
、
さ

ら
に
極
度
額
の
未
設
定
は
、
追
加
融
資
が
あ
る
際
、

悪
意
的
な
実
務
を
助
長
し
か
ね
な
い
（
た
と
え
ば
、

連
帯
保
証
人
に
対
す
る
不
明
瞭
な
債
務
範
囲
）、

と
い
う
懸
念
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
大
半
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
人
権

保
障
の
観
点
か
ら
自
力
救
済
を
違
憲
と
す
る
が
、

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
│

９
と
同
様
、
私
的

実
行
制
度
を
規
定
す
る
。
し
か
し
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
│

９

が
占
有
回
復
に
つ
き
債
務
者
へ
の
通
知
を
要
求
し

な
い
反
面
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
そ
れ
を
要
求
す
る
な

ど
（
同
第
五
四
条
お
よ
び
第
五
五
条
）、
債
務
者

に
配
慮
し
た
規
定
も
設
け
ら
れ
、
同
様
に
、
債
権

者
の
権
利
濫
用
に
対
す
る
債
務
者
保
護
（
同
第
六

三
条
）、
担
保
の
解
釈
・
実
行
に
関
わ
る
紛
争
の

仲
裁
制
度
も
明
定
さ
れ
た
（
同
第
六
八
条
）。

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
二
○
○
○
年
か
ら
米
州
諸
国

間
の
有
意
義
な
議
論
を
も
っ
て
策
定
さ
れ
、
Ｃ
Ｅ

Ａ
Ｌ
と
異
な
り
、
法
的
観
点
か
ら
の
配
慮
を
中
心

に
作
業
が
行
わ
れ
た
。
か
か
る
成
果
は
、
そ
の
他

の
国
際
機
関
で
の
議
論
に
も
資
す
る
部
分
が
あ
ろ

う
。

●
お
わ
り
に

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
私
法
統
一
事
業
に
お
い
て
、
こ

れ
ま
で
北
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
参
加
は
僅
か
で
、
そ

の
役
割
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
私
法
統
一
に
偏
向

し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九
○
年
代
か
ら
北
ア

メ
リ
カ
諸
国
の
参
加
も
積
極
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
は
、
南
北
ア
メ
リ
カ
の
経
済
関
係
の
密
接
化
、

ま
た
第
六
回
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
か
ら
新
し
く
、
米
国
を

起
源
と
す
る
「
モ
デ
ル
法
」
方
式
を
採
用
し
た
こ

と
も
一
因
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
方
式
の
評
価
は
米

州
機
構
内
で
も
二
分
す
る
が
、
モ
デ
ル
法
を
通
じ

た
内
容
の
類
似
す
る
立
法
化
を
図
り
、
私
法
統
一

事
業
を
推
進
せ
し
め
る
試
み
と
し
て
、
評
価
に
値

し
よ
う
。

か
か
る
私
法
統
一
事
業
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、

そ
の
課
題
で
あ
る
「
異
な
る
法
伝
統
の
調
和
」
の

近
時
の
事
例
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
、
本
稿
で
見

た
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
九
○
年

代
以
降
の
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
対
峙
す

べ
く
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
急
務
と
さ
れ
た

担
保
法
制
改
革
の
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
な
か
で
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
は
、
個
別
的
な
形
で
同

諸
国
の
担
保
法
制
改
革
に
携
わ
っ
た
。
た
だ
し
そ

の
活
動
は
、
米
国
モ
デ
ル
の
「
強
要
」
と
い
っ
た

印
象
も
あ
り
、
そ
の
た
め
か
、
第
六
回
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ

Ｐ
ま
で
の
間
、
同
諸
国
で
動
産
担
保
制
度
を
法
律

化
し
た
国
は
な
か
っ
た
。
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
も
、
コ
モ

ン
ロ
ー
の
担
保
法
制
を
反
映
す
る
。
し
か
し
、
前

述
し
た
よ
う
に
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
議
論
に

お
い
て
、
異
な
る
法
伝
統
の
調
整
が
図
ら
れ
た
。

内
容
と
し
て
は
米
国
モ
デ
ル
の
影
響
が
強
く
、

そ
れ
を
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
側
が
受
容
す
る
形
と
な

り
、
米
国
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
汎
米
主
義
の
促

進
と
も
な
る
。
し
か
し
、
か
か
る
思
想
の
延
長
上
、

と
も
す
れ
ば
米
国
主
導
の
私
法
統
一
事
業
が
推
進

さ
れ
う
る
な
か
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
、
大
陸
法
伝
統

が
大
半
を
占
め
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
、
そ

の
意
見
を
能
動
的
に
表
明
で
き
る
機
会
を
保
障
し
、

そ
れ
ゆ
え
同
諸
国
が
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
私

法
統
一
事
業
に
重
き
を
お
く
姿
勢
を
示
し
た
と
見

う
る
。
米
国
も
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
取
り
組

み
と
そ
の
役
割
を
評
価
し
た
。

南
北
ア
メ
リ
カ
の
経
済
関
係
が
さ
ら
に
密
接
に

な
る
に
つ
れ
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
の
よ
う
な
事
例
は
今

後
も
増
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
役

割
が
さ
ら
に
重
要
と
な
り
、
ま
た
そ
の
プ
ロ
セ
ス

に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
異
な
る
法
伝
統
の
調
和
は
、

世
界
レ
ベ
ル
の
私
法
統
一
事
業
に
も
資
す
る
可
能

性
が
あ
ろ
う
。

（
お 

か
べ　

た
く
／
グ
ア
ダ
ラ
ハ
ラ
大
学

（U
niversidad de G

uadalajara

）・
経
済
経

営
学
部
（
Ｃ
Ｕ
Ｃ
Ｅ
Ａ
）・
経
済
地
域
研
究

所
（
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
）
客
員
教
授
）
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冷
戦
が
終
了
し
た
一
九
九
○
年
代
初

頭
か
ら
、
多
く
の
開
発
途
上
国
に
お
い

て
、
市
場
経
済
化
に
伴
う
経
済
法
制
改

革
の
一
環
と
し
て
、
仲
裁
法
制
改
革
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
仲
裁
に
関
す
る
国

際
条
約
に
加
盟
し
た
り
、
国
内
の
仲
裁

法
を
改
正
し
た
り
新
た
に
制
定
し
た
り

す
る
動
き
が
目
立
つ
。
た
と
え
ば
、
自

国
外
で
行
わ
れ
た
仲
裁
判
断
を
国
家
間

で
相
互
に
承
認
し
あ
う
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

条
約
（
一
九
五
八
年
発
効
）
に
つ
い
て

は
、
一
九
八
九
年
末
に
お
け
る
加
盟
国

数
は
八
○
カ
国
で
あ
っ
た
が
、
二
○
○

五
年
末
現
在
で
は
一
三
七
カ
国
に
の
ぼ

る
（
図
１
）。
ま
た
国
家
と
他
国
民
の

間
で
の
投
資
か
ら
生
じ
る
法
的
紛
争
を

第
三
者
機
関
で
あ
る
投
資
紛
争
解
決
国

際
セ
ン
タ
ー
（International C

enter 

for Settlem
ent of Investm

ent D
isputes

＝
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
）
に
お
け
る
仲
裁
に
委

ね
る
条
約
（
一
九
六
六
年
発
効
）
に
つ

い
て
も
、
開
発
途
上
国
の
新
規
加
盟
国

数
は
、
一
九
八
○
年
代
は
一
二
カ
国
に

と
ど
ま
る
が
、
一
九
九
○
年
代
に
は
三

八
カ
国
あ
り
、
二
○
○
五
年
末
現
在
の
加
盟
国
数

は
一
四
二
カ
国
を
数
え
る
（
図
２
）。
一
九
九
○

年
代
を
見
る
と
、
い
ず
れ
の
条
約
に
お
い
て
も
、

東
欧
諸
国
、
旧
ソ
連
崩
壊
に
よ
る
新
興
独
立
国
お

よ
び
市
場
経
済
を
導
入
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
の
新
規

加
盟
が
目
立
つ
。
さ
ら
に
一
九
八
五
年
に
国
際
連

合
国
際
商
取
引
委
員
会
（The U

nited N
ations 

C
om

m
ission on International Trade Law

＝
Ｕ
Ｎ

Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
）
に
よ
っ
て
仲
裁
法
の
世
界
モ
デ

ル
と
し
て
作
成
さ
れ
た
国
際
商
事
仲
裁
模
範
法

（U
N

C
IT

R
A

L M
odel Law

 on International 

C
om

m
ercial A

rbitration.

以
下
「
モ
デ
ル
法
」）

に
準
拠
し
た
仲
裁
法
の
改
正
や
制
定
は
、
ア
ジ
ア

諸
国
に
お
い
て
だ
け
で
も
一
九
九
○
年
代
以
降
に

集
中
し
て
い
る
。

一
九
九
○
年
以
降
に
見
ら
れ
る
開
発
途
上
国
の

仲
裁
法
制
改
革
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
何
を
要

因
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
一
連
の
仲
裁

法
制
改
革
は
、
一
九
九
○
年
代
以
降
開
発
援
助
に

お
い
て
法
の
支
配
と
い
う
概
念
が
強
調
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
法
整
備
支
援
が
活
発

化
し
た
こ
と
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
開
発
援
助
の
実
務
に
お
い
て
、
制
度
派

経
済
学
の
理
論
が
引
用
さ
れ
、
市
場
経
済
化
す
る

開
発
途
上
国
の
法
制
度
お
よ
び
司
法
制
度
は
、
国

内
外
か
ら
の
民
間
投
資
を
促
進
す
る
た
め
に
安
定

性
と
予
測
可
能
性
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
は

先
進
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
タ
イ
プ
の
法
制
度
を

開
発
途
上
国
に
つ
く
り
そ
れ
を
強
化
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
た
。
市
場
経
済
化
に
は

法
制
度
の
改
革
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ

の
台
頭
が
、
各
国
の
経
済
法
制
に
、
そ
し
て
紛
争

処
理
を
行
う
司
法
制
度
な
か
ん
ず
く
仲
裁
法
制
度

に
強
い
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

●
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
求
め
ら
れ
る
予

測
可
能
な
紛
争
処
理
制
度

現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
お
け
る
商
取
引
の

活
発
化
に
伴
い
、
法
的
紛
争
の
増
加
は
避
け
ら
れ

な
い
。
そ
の
紛
争
解
決
方
法
と
し
て
仲
裁
が
選
好

さ
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
国
境
を
越
え
た

商
取
引
に
お
い
て
ひ
と
た
び
紛
争
が
起
こ
る
と
、

当
事
者
の
最
大
の
関
心
は
、
ど
こ
の
国
で
ど
こ
の

国
の
定
め
る
手
続
に
則
っ
て
ど
こ
の
国
の
法
が
適

用
さ
れ
て
紛
争
が
解
決
さ
れ
る
の
か
に
あ
る
。
も

し
一
方
の
当
事
者
に
よ
っ
て
訴
訟
が
お
こ
さ
れ
れ

ば
、
相
手
方
当
事
者
の
否
応
な
し
に
裁
判
所
に
よ

る
手
続
が
開
始
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
裁
判
所
は

19
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19
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80
19
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95
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20
01
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20 

0

中南米 

東欧 

中央アジア 

アジア・太平洋 

中東 

アフリカ 

先進国 

図１　ニューヨーク条約加盟国数の推移

（出所）国連ニューヨーク条約ホームページの加盟国リストをもとに筆者作成。 グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
お
け
る
仲
裁
法
制
改
革
と
ア
ジ
ア
諸
国山

田
美
和
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い
ず
れ
の
国
の
裁
判
所
か
。
当
事
者
の
国
籍
の
あ

る
国
か
。
営
業
所
所
在
地
か
。
は
た
ま
た
契
約
履

行
地
か
。
国
境
を
越
え
た
商
取
引
紛
争
に
関
し
て

は
、
国
際
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
統
一
さ
れ
た
規

則
が
存
在
し
な
い
の
で
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
で
い

ず
れ
の
手
続
に
よ
っ
て
い
ず
れ
の
法
が
適
用
さ
れ

る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
予
測
不
可

能
性
は
円
滑
な
商
取
引
活
動
の
妨
げ
と

な
り
う
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、

当
事
者
間
で
一
定
の
紛
争
発
生
の
場
合

に
は
予
め
合
意
し
た
方
法
に
従
っ
て
第

三
者
に
解
決
を
委
ね
そ
の
判
断
に
従
う

仲
裁
が
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
訴
訟

と
比
較
す
る
と
仲
裁
の
特
色
は
、
手
続

の
簡
便
性
、
迅
速
性
、
非
公
開
性
や
専

門
的
知
識
を
有
す
る
仲
裁
人
に
よ
る
判

断
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

●
仲
裁
を
め
ぐ
る
先
進
国
VS

途
上
国
の
歴
史

現
在
国
際
商
事
取
引
に
お
い
て
行
わ

れ
て
い
る
仲
裁
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
商
人
間
の
私
的
自
治
と
し
て

の
紛
争
解
決
か
ら
発
展
し
て
き
た
と
い

わ
れ
る
が
、
東
西
貿
易
さ
ら
に
開
発
途

上
国
と
の
投
資
紛
争
に
関
し
、
有
効
な

解
決
方
法
と
し
て
発
展
し
た
。
た
と
え

ば
ソ
連
が
共
産
圏
を
統
率
し
て
い
た
時

代
に
は
、
そ
の
共
産
主
義
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
ゆ
え
に
法
の
支
配
を
正
面
に
ふ
り

か
ざ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

国
営
企
業
間
ま
た
は
貿
易
公
社
と
外
国
の
商
社
な

ど
と
の
紛
争
解
決
機
関
を
仲
裁
と
称
し
て
い
た
。

ま
た
仲
裁
法
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
初

め
て
の
国
際
条
約
は
、
東
西
貿
易
に
関
す
る
紛
争
、

す
な
わ
ち
西
側
諸
国
の
私
企
業
と
東
側
諸
国
の
国

営
企
業
間
の
紛
争
を
仲
裁
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
国
家
と
外
国
私
企
業
間

の
投
資
紛
争
を
仲
裁
に
よ
っ
て
解
決
す
る
た
め
に

一
九
六
五
年
に
設
立
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
も
、
特

定
国
の
裁
判
管
轄
権
に
服
す
る
こ
と
は
国
家
に
と

っ
て
抵
抗
感
が
あ
る
が
、
仲
裁
で
あ
れ
ば
敗
訴
し

て
も
国
家
と
し
て
の
権
威
は
損
な
わ
れ
な
い
と
の

考
え
方
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。

さ
ら
に
、
開
発
途
上
国
国
家
ま
た
は
そ
の
国
営

企
業
を
一
方
の
当
事
者
と
す
る
国
際
商
事
取
引
に

お
い
て
仲
裁
が
利
用
さ
れ
て
き
た
理
由
に
は
、
も

う
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
外
国
人
投
資
家
の
開
発

途
上
国
の
司
法
制
度
に
対
す
る
不
信
感
が
あ
る
。

投
資
家
が
投
資
先
で
あ
る
途
上
国
に
お
け
る
訴
訟

を
回
避
す
る
た
め
の
便
法
と
し
て
仲
裁
が
利
用
さ

れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
仲
裁
法
制
の
国
際
的
調

和
の
歴
史
は
、
先
進
国
と
開
発
途
上
国
の
対
立
す

る
立
場
を
出
発
点
と
す
る
。
し
か
し
開
発
途
上
国

の
司
法
制
度
の
適
用
を
回
避
す
る
た
め
の
仲
裁
も
、

や
は
り
そ
の
執
行
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
か
の
国

の
裁
判
所
に
よ
ら
な
け
れ
ば
実
現
し
な
い
と
い
う

現
実
に
直
面
す
る
。
従
っ
て
、
開
発
途
上
国
に
お

い
て
も
仲
裁
判
断
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る

法
制
度
を
整
え
る
こ
と
が
国
際
社
会
か
ら
望
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

●
仲
裁
法
制
に
関
す
る
国
際
ル
ー
ル
の

は
じ
ま
り

当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
い
て
第
三
者
に
よ
る

仲
裁
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
仲
裁
判
断
そ
れ
自

体
に
は
執
行
力
が
な
い
の
で
、
執
行
が
な
さ
れ
る

べ
き
国
の
法
律
に
よ
っ
て
執
行
力
が
与
え
ら
れ
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
他
国
で
な
さ
れ

た
仲
裁
判
断
を
自
国
で
執
行
す
る
場
合
、
そ
し
て

自
国
で
な
さ
れ
た
仲
裁
判
断
を
他
国
で
執
行
す
る

場
合
に
、
各
国
共
通
の
基
準
が
求
め
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
仲
裁
法
制
に
関
す
る
国
家
間
の
法
の
統
一

は
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
お
よ
び
執
行
か
ら
始

ま
っ
た
。

二
○
世
紀
初
頭
の
西
欧
諸
国
に
お
い
て
は
、
商

工
会
議
所
や
実
業
団
体
を
中
心
と
す
る
仲
裁
制
度

は
発
達
し
て
い
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
経
済
復
興
に
よ
っ
て
貿
易
量
が
増
大
し

た
た
め
国
際
間
の
商
事
紛
争
が
多
発
し
、
各
国
そ

れ
ぞ
れ
の
仲
裁
法
制
だ
け
で
解
決
す
る
こ
と
は
困

難
と
な
っ
た
。
国
際
連
盟
（
一
九
一
九
年
設
立
）

お
よ
び
国
際
商
業
会
議
所
（
一
九
二
○
年
設
立
）

が
中
心
と
な
っ
て
、
仲
裁
に
関
し
て
初
め
て
結
ば

れ
た
多
数
国
間
条
約
が
一
九
二
三
年
の
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
議
定
書
（「
仲
裁
条
項
に
関
す
る
議
定
書
」）
そ

し
て
一
九
二
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
（「
外
国

仲
裁
の
執
行
に
関
す
る
条
約
」）
で
あ
る
。
こ
の

条
約
は
、
締
約
国
相
互
間
に
お
い
て
仲
裁
判
断
を

有
効
と
し
、
外
国
仲
裁
判
断
に
執
行
力
を
与
え
る

こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
外
国

仲
裁
判
断
の
承
認
お
よ
び
執
行
の
要
件
や
手
続
を
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図 2　ICSID 条約加盟国数の推移

（出所）ICSID ホームページの加盟国リストをもとに筆者作成。
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特集／グローバルなルール形成と開発途上国

明
確
化
し
た
も
の
と
し
て
、
一
九
五
八
年
に
国
際

連
合
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す

る
条
約
」、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
が
採

択
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
が
画
期
的
に
多
く
の
締
結

国
を
得
た
理
由
は
、
承
認
す
る
仲
裁
判
断
は
当
事

者
間
の
自
由
な
合
意
か
ら
生
じ
る
も
の
な
の
で
、

国
家
主
権
の
対
立
が
先
鋭
で
な
い
か
ら
と
い
わ
れ

る
。
も
し
仲
裁
判
断
で
は
な
く
外
国
の
裁
判
所
の

判
決
の
効
力
を
自
国
内
で
認
め
る
か
否
か
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
外
国
の
裁
判
所
と
自
国
の
裁
判

所
の
管
轄
権
す
な
わ
ち
国
家
の
公
権
力
に
か
か
わ

る
こ
と
に
な
り
、
不
特
定
多
数
の
国
家
と
の
間
に

条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。（
ち

な
み
に
二
○
○
五
年
六
月
ハ
ー
グ
国
際
会
議
に
お

い
て
国
際
裁
判
管
轄
お
よ
び
外
国
判
決
の
承
認
と

執
行
に
関
す
る
国
際
条
約
が
作
成
さ
れ
た
が
、
執

筆
時
現
在
締
結
国
は
な
く
発
効
の
め
ど
は
た
っ
て

い
な
い
。）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
加
盟
国
数
は
、

一
九
八
○
年
代
後
半
か
ら
そ
の
伸
び
に
拍
車
が
か

か
り
、
外
国
仲
裁
の
承
認
お
よ
び
判
断
に
つ
い
て

は
、
統
一
さ
れ
た
ル
ー
ル
が
国
際
条
約
と
い
う
形

で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

●
モ
デ
ル
法
に
影
響
さ
れ
る
各
国
仲
裁

法で
は
各
国
の
仲
裁
法
は
ど
の
よ
う
な
動
き
を
見

せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
仲
裁
は
当
事
者
間
の
合

意
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
第
三
者
の
判
断
に
よ
る
紛

争
解
決
方
法
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
法
的
な
意
味

を
も
つ
た
め
に
は
公
権
力
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
各
国
の
法
制
度
の
な
か
で

仲
裁
が
適
法
で
有
効
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
定
め

る
も
の
が
仲
裁
法
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
各
国
の

司
法
政
策
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

一
九
八
五
年
に
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
で
作
成
さ

れ
た
モ
デ
ル
法
は
、
仲
裁
法
の
全
般
に
わ
た
る
初

め
て
の
世
界
的
立
法
で
あ
る
。「
仲
裁
手
続
に
関

す
る
法
の
統
一
が
望
ま
れ
る
こ
と
お
よ
び
国
際
商

事
仲
裁
の
実
務
か
ら
の
要
請
に
鑑
み
て
、
す
べ
て

の
国
が
モ
デ
ル
法
に
正
当
な
考
慮
を
払
う
こ
と
を

勧
め
る
」
と
い
う
国
連
総
会
の
決
議
文
を
付
し
て

採
択
さ
れ
た
モ
デ
ル
法
は
、
一
九
九
○
年
以
降
多

く
の
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
仲
裁
法
は
、
各
国

の
司
法
制
度
と
不
可
分
に
む
す
び
つ
く
も
の
で
あ

り
、
各
国
の
司
法
制
度
の
統
一
が
不
可
能
で
あ
る

以
上
、
仲
裁
法
の
完
全
な
統
一
は
難
し
い
の
で
あ

る
が
、
モ
デ
ル
法
は
各
国
の
仲
裁
法
に
盛
り
込
ま

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
規
定
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
モ
デ
ル
法
が
多
く
の
国
で
採
用
さ
れ
た
理
由

は
、
そ
れ
が
条
約
で
は
な
く
モ
デ
ル
法
と
い
う
形

式
を
と
っ
た
か
ら
と
い
え
る
。
条
約
と
い
う
リ
ジ

ッ
ド
な
も
の
で
は
な
く
、
各
国
に
独
自
の
裁
量
の

余
地
が
あ
り
、
モ
デ
ル
法
に
基
づ
い
て
仲
裁
法
が

制
定
さ
れ
た
と
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
に
承
認
さ
れ

る
こ
と
が
、
モ
デ
ル
法
を
採
用
す
る
誘
因
と
な
っ

た
と
推
察
さ
れ
る
。
特
に
開
発
途
上
国
は
、
世
界

的
に
周
知
さ
れ
た
モ
デ
ル
法
を
採
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
自
国
の
法
制
度
の
現
代
化
を
投
資
誘
致
の

た
め
に
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
モ
デ
ル
法

で
あ
り
、
そ
れ
を
採
用
し
た
と
い
う
各
国
の
仲
裁

法
を
詳
細
に
見
る
と
各
国
の
司
法
政
策
が
反
映
さ

れ
て
い
る
の
を
見
て
取
れ
る
。

●
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
仲
裁
法
制
改

革
の
動
き

ア
ジ
ア
諸
国
の
仲
裁
法
の
改
正
状
況
を
概
観
す

る
と
、
一
九
八
九
年
に
香
港
で
国
際
仲
裁
に
関
し

て
モ
デ
ル
法
が
採
用
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

直
近
で
は
二
○
○
五
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
国
際
仲

裁
に
モ
デ
ル
法
が
適
用
さ
れ
る
旨
の
規
定
を
含
ん

だ
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
が
制
定
さ
れ
た
（
表
１
）。
Ｕ
Ｎ
Ｃ

Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
か
ら
承
認
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
モ

デ
ル
法
を
意
識
し
て
、
二
○
○
二
年
に
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
で
、
二
○
○
三
年
に
ベ
ト
ナ
ム
で
そ
れ
ぞ
れ

仲
裁
法
が
改
正
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
旧
英
領
植

民
地
で
あ
っ
た
地
域
や
国
に
お
い
て
モ
デ
ル
法
に

基
づ
く
仲
裁
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

香
港
お
よ
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
旧
仲
裁
法
は
、
い

ず
れ
も
一
九
五
○
年
英
国
仲
裁
法
を
取
り
入
れ
た

も
の
で
、
そ
の
後
も
英
国
仲
裁
法
の
改
正
に
倣
っ

て
き
た
。
英
国
に
お
い
て
一
九
八
○
年
代
末
頃
か

ら
新
た
な
仲
裁
法
の
制
定
作
業
が
始
め
ら
れ
、
一

九
九
六
年
に
新
法
が
制
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
制
定
を
待
た
ず
し
て
、
香
港
で
は
一
九
八
九
年
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
一
九
九
四
年
に
国
際
商
事
仲

裁
に
つ
い
て
モ
デ
ル
法
に
基
づ
く
仲
裁
法
の
改
正

が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
英
国
の
伝
統
と
考
え
方

を
全
面
的
に
踏
襲
し
て
き
た
両
国
に
と
っ
て
、
こ

れ
は
大
き
な
転
換
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
英
国
で

は
、
仲
裁
制
度
は
裁
判
制
度
の
中
に
組
み
込
ま
れ

て
き
た
伝
統
が
あ
り
、
裁
判
所
は
後
見
的
に
介
入

1980 年代 香港（1989）

1990 年代 シンガポール（1994）、スリランカ（1995）、インド（1996）、韓国（1999）

2000 年～ バングラデシュ（2001）、タイ（2002）、日本（2004）、フィリピン（2005）

表１　モデル法に基づく仲裁法が制定されたアジア諸国（制定年）

（出所）筆者作成。
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す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
翻
っ
て
、
現
地
の
裁

判
所
の
介
入
を
遠
ざ
け
る
こ
と
を
背
景
に
で
き
た

モ
デ
ル
法
で
は
、
裁
判
所
は
当
該
法
に
定
め
る
場

合
を
除
き
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
を

お
い
て
お
り
、
裁
判
所
の
役
割
は
明
示
的
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
英
国
法
に
倣
っ
た
仲
裁

法
を
有
し
て
い
た
両
国
は
、
現
代
の
国
際
取
引
活

動
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
、
世
界
的
に
周
知

さ
れ
た
モ
デ
ル
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自

国
の
法
制
の
現
代
化
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

イ
ン
ド
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。

イ
ン
ド
で
は
、
英
国
か
ら
の
独
立
以
前
に
制
定
さ

れ
た
一
九
四
○
年
仲
裁
法
が
長
く
存
在
し
て
い
た

が
、
一
九
九
六
年
法
に
よ
っ
て
、
旧
法
は
廃
止
さ

れ
、
モ
デ
ル
法
に
基
づ
い
た
仲
裁
に
関
す
る
規
定

が
お
か
れ
た
。
立
法
の
背
景
は
、
一
九
四
○
年
仲

裁
法
が
古
く
な
り
、
時
代
の
要
請
に
合
致
し
な
く

な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
同
法
に
基
づ
く
仲
裁

手
続
は
、
裁
判
所
が
介
入
す
る
場
面
が
多
く
、
裁

判
所
で
費
や
さ
れ
る
時
間
は
膨
大
と
な
り
、
さ
ら

に
裁
判
所
自
体
の
非
効
率
に
よ
り
、
紛
争
当
事
者

に
さ
ら
な
る
時
間
と
出
費
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ

た
。
国
内
か
ら
の
ニ
ー
ズ
に
加
え
、
イ
ン
ド
へ
の

国
際
投
資
急
増
に
よ
り
、
そ
の
対
応
と
し
て
国
際

基
準
に
よ
る
紛
争
解
決
制
度
の
確
立
が
急
が
れ
、

経
済
改
革
の
一
環
と
し
て
仲
裁
法
制
改
革
が
行
わ

れ
た
。
古
い
英
国
仲
裁
法
を
維
持
し
て
い
る
国
は

ア
ジ
ア
で
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
残

っ
て
い
る
。

●
東
ア
ジ
ア
経
済
統
合
を
み
す
え
て

現
在
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
域
内
に
お
け
る
モ

ノ
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
貿
易
さ
ら
に
投
資
の
自
由
化

を
め
ざ
す
二
国
間
協
定
、
さ
ら
に
は
地
域
経
済
統

合
の
動
き
が
盛
ん
で
あ
る
。
自
由
化
さ
れ
活
発
化

す
る
域
内
商
取
引
に
伴
い
法
的
紛
争
の
増
加
も
免

れ
な
い
。
経
済
統
合
の
法
的
枠
組
み
に
実
効
的
な

紛
争
解
決
制
度
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
る
か
が
、

経
済
統
合
の
成
否
を
左
右
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、

私
企
業
間
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
各
国
に
お
い
て

仲
裁
法
な
ら
び
に
外
国
の
仲
裁
判
断
を
承
認
お
よ

び
執
行
で
き
る
法
体
制
が
整
っ
て
い
る
か
が
、
貿

易
お
よ
び
投
資
の
活
性
化
に
影
響
す
る
。
前
述
の

と
お
り
、
ア
ジ
ア
各
国
で
は
仲
裁
法
制
改
革
が
進

行
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
適
正
な
執
行
が

期
待
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
経
済
統
合
さ
れ
た
地
域
内
の
国
家
間

の
紛
争
を
法
的
に
処
理
す
る
制
度
が
必
要
と
な
る
。

Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
処
理
パ
ネ
ル
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

る
。
東
ア
ジ
ア
経
済
統
合
の
一
翼
と
な
る
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
間
の
様
々
な
経
済
協

定
か
ら
生
じ
る
紛
争
に
関
す
る
包
括
的
な
処
理
制

度
と
し
て
、
二
○
○
四
年
の
「
強
化
さ
れ
た
紛
争

解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
定

書

」（A
SE

A
N

 Protocol on E
nhanced D

ispute 

Settlem
ent M

echanism

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
一

九
九
六
年
の
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
議

定
書
に
代
わ
る
も
の
で
、
手
続
の
明
確
化
お
よ
び

迅
速
化
を
は
か
り
、
政
治
的
解
決
よ
り
も
法
的
解

決
へ
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
紛
争
は
、
紛

争
毎
に
設
置
さ
れ
る
パ
ネ
ル
の
報
告
を
高
級
経
済

事
務
レ
ベ
ル
会
議
（Senior E

conom
ic O

fficials 

M
eeting

）
が
採
択
す
る
こ
と
に
よ
り
解
決
さ
れ

る
。
採
択
の
決
定
は
、
旧
議
定
書
で
は
単
純
多
数

決
で
あ
っ
た
が
、
新
議
定
書
で
は
全
会
一
致
に
よ

る
反
対
で
な
け
れ
ば
採
択
さ
れ
る
。
専
門
家
か
ら

構
成
さ
れ
る
パ
ネ
ル
の
報
告
を
重
視
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
ム
シ
ャ
ワ
ラ
ー
（
協
議
）
の

精
神
で
と
い
わ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
法
制

化
の
深
化
の
一
端
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
東

ア
ジ
ア
全
体
で
国
家
間
の
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
ど
の
よ
う
に
構
築
で
き
る
か
は
大
き
な
課
題
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
国
家
と
私
企
業
の
間
の
紛
争
処
理

に
つ
い
て
も
一
本
化
し
た
制
度
が
あ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
た
と
え
ば
日
越
投
資
協
定
で
は
、
米
越

通
商
協
定
と
同
様
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
に
お
け
る
仲

裁
に
よ
る
解
決
が
選
択
肢
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
先
進
国
か
ら
の
投
資
家
対
投
資
受

入
国
で
あ
る
開
発
途
上
国
と
い
う
構
図
で
設
立
さ

れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
東

ア
ジ
ア
地
域
内
に
お
け
る
独
自
の
仲
裁
機
関
の
設

立
も
検
討
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
ア
ジ
ア
経
済
統
合
の
今
後
の
議
論
に
お
い
て
、

紛
争
処
理
が
ひ
と
つ
の
要
と
な
り
、
そ
こ
で
は
実

効
性
を
も
っ
た
仲
裁
制
度
の
構
築
が
鍵
と
な
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

（
や 

ま
だ　

み
わ
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
開
発

研
究
セ
ン
タ
ー
）
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●
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
環
境
問
題

国
際
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
地
球
規
模
で

の
生
産
と
消
費
と
い
う
人
類
が
こ
れ
ま
で
経
験
し

た
こ
と
の
な
い
大
規
模
な
物
質
循
環
を
も
た
ら
し

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
国
内
で
概
し
て
局
地
的
と
考

え
ら
れ
て
き
た
公
害
問
題
は
、
越
境
公
害
、
公
害

輸
出
、
地
球
環
境
問
題
と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な

問
題
発
生
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
途
上
国
に
資
源

利
用
と
開
発
を
活
発
化
さ
せ
る
好
機
を
与
え
た
。

し
か
し
、
こ
れ
が
自
ら
の
環
境
管
理
能
力
を
超
え

て
し
ま
う
場
合
に
は
、
非
持
続
的
な
開
発
を
蔓
延

さ
せ
、
自
国
の
環
境
破
壊
を
招
来
さ
せ
る
だ
け
で

な
く
、
地
球
全
体
の
環
境
負
荷
も
増
大
さ
せ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
負
の
影
響
を
予
防
す
る
手
段
と
し
て
の
環
境
法

も
、
国
際
化
な
い
し
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
傾
向
を

迎
え
つ
つ
あ
る
。

温
暖
化
、
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
、
生
物
多
様
性
の

確
保
、
有
害
物
質
の
越
境
化
な
ど
の
地
球
環
境
問

題
に
関
す
る
国
際
条
約
の
数
は
お
よ
そ
五
○
○
を

超
え
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
約
四
割
が
多
国
間

条
約
、
残
り
が
地
域
条
約
で
あ
る
。
し
か
し
、
環

境
条
約
の
批
准
加
盟
国
の
大
半
は
途
上
国
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
途
上
国
に
お
け
る
履
行
確

保
が
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
代
表

的
な
環
境
条
約
に
つ
い
て
、
表
１
で
そ
の
批
准
状

況
と
締
約
国
数
を
見
る
と
、
途
上
国
の
割
合
が
圧

倒
的
に
高
い
点
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

加
盟
状
況
を
見
た
場
合
、
環
境
問
題
が
も
は
や
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ど
の
先
進
諸
国
だ
け
の
関
心
事
で
な
く

な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
地
球
レ
ベ
ル

の
問
題
解
決
に
と
っ
て
、
途
上
国
の
立
場
に
さ
ら

に
留
意
し
た
新
し
い
国
際
法
秩
序
の
あ
り
方
や
環

境
協
力
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
時
期
が
到

来
し
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

環
境
問
題
は
地
理
的
、
空
間
的
、
時
間
的
に
拡

大
す
る
傾
向
に
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
予
知
で
き

ぬ
環
境
リ
ス
ク
も
増
え
つ
つ
あ
る
。
こ
の
た
め
、

環
境
法
は
、
国
内
環
境
法
と
国
際
環
境
法
の
間
で

相
互
に
影
響
し
あ
い
な
が
ら
、
新
し
い
発
展
段
階

を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
環
境
法
の
国
際

化
の
経
路
と
し
て
い
く
つ
か
あ
る
。
第
一
は
、
国

際
条
約
の
制
定
に
代
表
さ
れ
る
国
際
環
境
条
約
法

の
生
成
発
展
で
あ
り
、
こ
れ
が
各
国
の
環
境
法
に

反
映
さ
れ
、
そ
の
発
展
を
促
す
場
合
で
あ
る
。
条

約
は
、
国
内
で
批
准
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

国
内
の
環
境
法
も
国
際
化
し
、
発
展
す
る
。
ま
た
、

仮
に
批
准
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
国
際
社
会
で
確

認
さ
れ
た
「
持
続
可
能
な
開
発
」、「
汚
染
者
負
担

の
原
則
」、「
予
防
原
則
」
な
ど
の
環
境
原
則
が
国

内
の
環
境
法
に
浸
透
し
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

第
二
は
、
国
内
法
と
し
て
環
境
法
が
生
成
し
、
こ

れ
が
他
国
と
の
条
約
取
り
決
め
や
国
際
社
会
の
条

約
発
展
に
影
響
を
与
え
る
と
い
っ
た
い
わ
ば
内
か

ら
の
流
れ
が
あ
る
。
一
九
六
九
年
に
ア
メ
リ
カ
の

国
家
環
境
政
策
基
本
法
（
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
が
採
用
し

た
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
後
に
国
際
機
関
や
先
進

国
に
普
及
し
、
そ
の
後
大
半
の
途
上
国
の
国
内
法

の
発
展
に
多
大
な
寄
与
を
及
ぼ
し
た
点
が
、
こ
れ

に
あ
た
る
。
既
に
一
○
○
カ
国
以
上
の
国
が
環
境

ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
制
度
と
し
て
導
入
し
て
い
る
。

第
三
は
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
サ
ブ
・
リ
ー
ジ
ョ

ナ
ル
な
環
境
協
力
の
発
展
で
あ
り
、
一
定
の
地
理

的
な
ま
と
ま
り
を
背
景
に
、
地
域
レ
ベ
ル
の
環
境

法
が
自
生
的
に
発
展
す
る
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に

こ
れ
以
外
に
も
、
最
近
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
の
よ
う
に

任
意
の
二
国
間
が
環
境
協
力
も
含
め
て
経
済
活
動

の
合
意
形
成
を
行
う
と
い
っ
た
新
し
い
形
態
も
登

場
し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ら
の
環
境
法
発
展
の
特
徴
と
し
て
、
条
約

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ア
ジ
ア
の
環
境
法

特集／グローバルなルール形成と開発途上国

作
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締
結
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
・
ロ
ー
の
形
成
分
野
だ
け

で
な
く
、
宣
言
文
書
や
行
動
計
画
な
ど
の
法
的
拘

束
力
の
弱
い
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
が
大
量
に
蓄
積
さ
れ

て
き
た
点
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

ソ
フ
ト
・
ロ
ー
は
、
ハ
ー
ド
・
ロ
ー
を
形
成
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
こ
れ
を
回
避
な
い
し
円

滑
化
さ
せ
る
目
的
で
形
成
さ
れ
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
法
的
な
拘
束
力

を
必
要
と
し
な
い
国
家
間
の
事
実
上
の

協
力
を
支
援
す
る
目
的
か
ら
利
用
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
宣
言
や
憲
章

と
い
っ
た
独
自
の
必
要
性
に
お
い
て
、

形
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

気
候
変
動
枠
組
み
条
約
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、「
枠
組
み
条
約
方
式
」
と
い

っ
た
よ
う
な
一
般
原
則
の
採
択
を
優
先

さ
せ
、
条
約
が
成
立
し
や
す
く
な
る
た

め
の
制
定
方
式
も
考
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
最
近
の
環
境
条
約
の
特
徴
の
一

つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的
な
問
題

点
と
し
て
、
条
約
間
に
内
容
の
重
複
、

齟
齬
、
抜
け
落
ち
が
あ
っ
た
り
と
か
、

ま
た
多
国
間
条
約
と
地
域
条
約
間
に
整

合
性
が
と
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
批
判

が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

●
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
環

境
協
力
と
法
・
レ
ジ
ー
ム

の
形
成

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
サ
ブ
リ
ー
ジ

ョ
ナ
ル
な
環
境
協
力
は
、
加
盟
国
に
お

け
る
国
内
の
環
境
問
題
の
解
決
に
寄
与
す
る
だ
け

で
な
く
、
地
域
及
び
地
球
レ
ベ
ル
の
環
境
問
題
の

解
決
に
も
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
環

境
協
力
の
一
般
的
な
内
容
に
は
、
共
通
の
解
決
目

標
の
設
定
、
問
題
解
決
に
係
わ
る
技
術
、
財
政
、

情
報
分
野
で
の
協
力
支
援
の
方
法
、
事
務
局
の
設

置
、
越
境
汚
染
の
予
防
や
被
害
発
生
時
の
通
告
義

務
や
紛
争
解
決
の
方
法
に
関
す
る
事
前
取
り
決
め
、

地
球
環
境
問
題
へ
の
地
域
レ
ベ
ル
か
ら
の
環
境
協

力
、
環
境
協
力
を
実
施
す
る
た
め
の
制
度
的
枠
組

み
の
整
備
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
既
に
ソ

フ
ト
・
ロ
ー
分
野
と
し
て
み
た
と
お
り
、
ハ
ー
ド

ル
の
高
い
地
域
条
約
の
制
定
達
成
だ
け
が
環
境
協

力
の
唯
一
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
む
し
ろ
環
境
問
題
の
実
質
的
な
解
決
に
と
っ

て
最
も
必
要
と
さ
れ
る
非
法
律
的
な
事
実
上
の
協

力
を
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
分
野
が
支
援
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
地
域
の
環
境
条
約
の
制
定
の
有
無
だ

け
で
は
、
当
該
地
域
の
環
境
協
力
の
あ
り
方
や
密

度
を
判
断
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
、
ア
ジ
ア
地
域
の
代
表
的
な
地
域
別
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
を
対
象
に

し
た
ア
ソ
エ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ａ
Ｓ
Ｏ
Ｅ
Ｎ
）、

南
ア
ジ
ア
地
域
を
対
象
に
し
た
サ
セ
ッ
プ
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
（
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）、
南
太
平
洋
地
域
を
対

象
に
し
た
ス
プ
レ
ッ
プ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｒ

Ｅ
Ｐ
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
形
成
過
程
に
あ
る
中
央

ア
ジ
ア
地
域
で
の
環
境
協
力
（
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｃ
）
と

北
東
ア
ジ
ア
地
域
に
関
す
る
ニ
ア
ス
ペ
ッ
ク
・
プ

ロ
グ
ラ
ム
（
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
対
象
別
に
見
た
場
合
に
は
、
日
本
が
支
援
し

て
き
た
オ
ス
パ
ー
と
呼
ば
れ
る
マ
ラ
ッ
カ
国
際
海

峡
の
海
洋
油
濁
汚
染
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
国
際
河

川
で
あ
る
メ
コ
ン
川
流
域
の
環
境
管
理
に
対
す
る

Ａ
Ｄ
Ｂ
に
よ
る
環
境
協
力
、
酸
性
雨
に
関
す
る
東

ア
ジ
ア
地
域
酸
性
雨
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
（
Ｅ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
）、
森
林
火
災
に
関
す
る
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
で
の
地
域
環
境
協
力
な
ど
が
あ
る
。

表
２
で
は
、
ア
ジ
ア
で
代
表
的
な
地
域
別
の
環

境
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ

の
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
ア
ジ
ア
地
域
の
環
境
協
力
か
ら
明
ら

か
な
こ
と
と
し
て
、
環
境
協
力
の
内
容
や
達
成
内

容
が
各
地
域
で
様
々
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
地
域
全
体

が
連
携
し
て
協
力
で
き
る
体
制
に
は
ま
だ
到
達
し

て
い
な
い
点
が
あ
る
。
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
各
地

域
の
環
境
問
題
の
特
性
や
環
境
以
外
の
諸
条
件
に

合
わ
せ
て
、
地
域
別
に
発
展
し
て
き
て
い
る
も
の

と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
地
域
環
境
条
約
の
成
立
が
必
ず
し
も

容
易
で
な
い
こ
と
を
、
ア
ソ
エ
ン
の
例
か
ら
紹
介

し
た
い
。
ア
ソ
エ
ン
の
前
身
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
環

境
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｐ
）
で
あ
り
、
そ
の
構

成
国
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

で
は
、
一
九
八
五
年
に
自
然
及
び
天
然
資
源
協
定

と
い
う
環
境
管
理
の
た
め
の
包
括
的
な
地
域
環
境

協
定
（A

greem
ent on the C

onservation of N
a-

ture and N
atural R

esources

）
を
成
立
さ
せ
る
動

き
が
あ
っ
た
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
マ
レ
ー
シ
ア

か
ら
法
的
な
拘
束
力
の
あ
る
地
域
環
境
条
約
の
締

結
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
と
っ
て
時
期
尚
早
で
あ
る
と

の
反
対
を
受
け
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
、

主な国際環境条約 調印年 発効年 締約国の数（2006 年 7月現在） 非OECD諸国の加盟数

気候変動枠組条約 1992 年 1994 年 197 カ国＋ EC 167 カ国 

京都議定書 1997 年 2005 年 156 カ国＋ EC（2006 年 1月現在） 128カ国 （ただし、OECD28カ国）

オゾン層保護ウイーン条約 1988 年 1988 年 189 カ国＋ EC 159 カ国

モントリオール議定書 1987 年 1989 年 188 カ国＋ EC 153 カ国

バーゼル条約 1989 年 1992 年 167 カ国＋ EC 137 カ国 

生物多様性条約 1992 年 1993 年 187カ国＋EC（2005年10月現在） 157 カ国

砂漠化対処条約 1994 年 1996 年 190 カ国＋ EC 160 カ国 

ワシントン条約 1973 年 1975 年 169 カ国 139 カ国 

ラムサール条約 1971 年 1975 年 152 カ国 122 カ国 

世界遺産条約 1972 年 1975 年 182 カ国 152 カ国

表１　主な環境条約への途上国の加盟状況

（出所）　国際機関等が公表するホームページから集計。
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特集／グローバルなルール形成と開発途上国

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
自
体
の
結
び
つ
き
が
緩
や
か
な
コ
ン

セ
ン
サ
ス
方
式
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
九
七
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
森
林

火
災
に
よ
る
煙
霧
（
ヘ
ー
ズ
）
の
発
生
は
、
近
隣

の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
マ
レ
ー
シ
ア
に
甚
大
な
被
害

を
与
え
、
さ
ら
に
国
際
的
な
賠
償
紛
争
に
ま
で
発

展
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
二
○

○
二
年
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
で
初
め
て
の
地
域
環
境
条

約
と
し
て
越
境
ヘ
ー
ズ
に
関
す
る
地
域
環
境
協
定

（A
SE

A
N

 A
greem

ent on Trans-boundary H
aze 

Pollution

）
が
締
結
批
准
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
地

域
条
約
で
あ
る
も
の
の
、
内
容
か
ら
見
る
と
必
ず

し
も
法
的
義
務
を
当
事
国
に
課
す
る
こ
と
が
趣
旨

で
な
く
、
む
し
ろ
環
境
分
野
で
の
関
係
国
の
協
力

関
係
あ
る
い
は
ヘ
ー
ズ
の
監
視
や
情
報
提
供
を
相

互
に
強
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
。

こ
の
協
定
に
は
、
地
域
レ
ベ
ル
で
ま
だ
成
熟
し
て

い
な
い
越
境
汚
染
の
解
決
方
法
と
し
て
、
国
際
環

境
法
に
お
け
る
一
般
法
原
則
を
地
域
レ
ベ
ル
に
取

り
入
れ
よ
う
と
す
る
積
極
的
試
み
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
ヘ
ー
ズ
に
関
す
る
地
域
条
約
は
国

際
条
約
と
必
ず
し
も
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
む

し
ろ
環
境
問
題
の
解
決
と
い
う
点
で
は
、
共
通
の

方
向
を
目
指
し
か
つ
補
完
関
係
に
あ
る
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
法
律
協
力
は
、

経
済
活
動
以
外
で
は
、
犯
罪
人
の
引
き
渡
し
に
関

す
る
司
法
共
助
、
二
重
課
税
防
止
条
約
、
あ
る
い

は
麻
薬
取
り
締
ま
り
と
い
っ
た
限
定
的
な
内
容
に

制
限
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
九
○
年
代
後

半
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
欄
で
よ
う

地域環境プログラム 対象国・設置年・組織 プログラムの特徴 地域環境条約の制定状況 地域協力のための主な取り決め

アソエン（アセアン
環境上級官僚会合、
ASOEN ）

アセアン 10 カ国、1987
年、アセアン事務局（ジ
ャカルタ）、アセアン越
境ヘーズ防止管理調整セ
ンター

アセアンの政治的、経済
的な発展と共に発展、前
身時代にも長期的環境プ
ログラム （ASEPI ～ III） 
の実施と、アソエン環境
戦略行動計画（1994 年
～）の実施

アセアン越境ヘーズ汚染
協定 （2002 年）、自然及
び天然資源の保全協定
（1985 年） 

アセアン遺産公園宣言（2003 年）、持続可能
な開発ヤンゴン宣言（2003 年）、環境と開発
ジャカルタ宣言（1997 年）、持続可能な開発
バンダール・スリ・ブガワン決定（1994
年）、環境と開発シンガポール決定（1992
年）、環境と開発クアラルンプール宣言
（1990 年）、持続可能な開発ジャカルタ宣言
（1987 年）、アセアン環境バンコク宣言
（1981年）、ヘーズ地域行動計画（1997 年）、
アセアン地域生物多様性保全センター（1999
年）

南アジア環境協力プ
ログラム（SACEP）

南アジアの8カ国、1982
年、コロンボ事務局

組織制度強化、能力開
発、生物多様性の保全と
持続的な利用、環境情報
と環境評価、教育と意識
向上、南アジア海洋プロ
グラム

無 南アジア大気汚染と越境被害の規制防止に関
するマレ宣言（1998 年）、南アジア環境協力
プログラム・コロンボ宣言（1981 年）、南ア
ジア海洋行動計画（1995 年）、南アジア教育
訓練行動計画（2003 ～ 2007 年）、南アジア
地域石油流出監視プラン（2003 年）、南アジ
ア環境天然資源情報センター（1990 年）、南
アジア生物多様性クリアリングハウス・メカ
ニズム

南太平洋地域環境プ
ログラム（SPREP）

オーストラリア ､ニュー
ジーランドなどの 4カ国
を含む 21 の太平洋島嶼
国・地域、1980 年、サ
モアの首都アピア

各国の環境管理戦力の開
発、環境関連法の整備、
能力開発、漁業資源の保
全と持続可能な利用
（1979 年に漁業フォー
ラムを設置）

南太平洋の環境・天然資
源保護協定

島嶼国の持続可能な開発バルバドス行動計
画、南太平洋環境協力戦略プログラム
（2004 ～ 2013 年）、南太平洋行動計画
（2005 ～ 2009 年）

中央アジア地域経済
協力（CAREC）

無 カ ス ピ 海 環 境 計 画
（CEP）では沿岸国の水
管理に関する協調行動の
枠組み設置

無 カスピ海環境計画（1995 年）、地域協力戦略
プログラム（2005 ～ 2007 年）、科学情報セ
ンターの設置（SIC）

北東アジア地域環境
プログラム（NEAS-
PEC）

北東アジア6カ国、1993
年、事務局無

国境を越えた協力や地球
環境問題の解決に向け
て、地域協力体制を作る
ための環境協力高級事務
レベル会合の毎年開催
で、意見情報の交換、北
東アジアでの能力開発と
環境モニタリング

無 大気汚染対策のためのトレーニングやデータ
収集、大型哺乳類や渡り鳥の保全計画支援

表 2　アジア地域における主な地域環境プログラム

（出所）関連機関のホームページなどから作成。
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特集／グローバルなルール形成と開発途上国

や
く
法
律
協
力
が
登
場
し
、
法
律
協
力
に
関
す
る

議
論
や
意
見
交
換
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
自
体
の
性
格
変
化
も
考
慮
に
入

れ
て
、
こ
の
地
域
の
環
境
条
約
の
制
定
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

●
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
環
境
協
力
の

必
要
性
と
そ
の
法
的
課
題

北
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
経
済
活
動
の
急
速

な
活
発
化
と
規
模
拡
大
に
伴
い
、
ア
ジ
ア
地
域
で

の
環
境
負
荷
が
急
速
に
増
大
し
つ
つ
あ
り
、
こ
れ

が
将
来
の
地
球
環
境
に
致
命
的
な
影
響
を
与
え
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
感
が
高
ま
り
つ
つ
あ

る
。
こ
れ
ま
で
も
日
本
政
府
の
積
極
的
な
働
き
か

け
に
よ
り
、
こ
の
地
域
を
含
む
環
境
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
い
く
つ
か
実
施
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
環
境
会
議
（
Ｅ
Ｃ
Ｏ 

Ａ
Ｓ
Ｉ
Ａ
）、

北
東
ア
ジ
ア
で
の
情
報
交
換
や
政
策
対
話
を
実
施

す
る
た
め
の
環
日
本
海
環
境
協
力
会
議
（
Ｎ
Ｅ
Ａ

Ｃ
）、
東
ア
ジ
ア
酸
性
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
（
Ｅ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
）、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
渡

り
鳥
保
全
戦
略
、
北
大
西
洋
地
域
海
行
動
計
画

（
Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ｐ
Ａ
Ｐ
）、
北
東
ア
ジ
ア
の
能
力
開
発

と
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
た
め
の
環
境

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
な
ど
で
あ
る
。

日
本
は
、
二
国
間
の
技
術
協
力
と
し
て
も
、
ロ
シ

ア
、
韓
国
、
中
国
な
ど
と
既
に
個
別
に
環
境
協
力

を
実
施
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
環
境
協

力
の
発
展
は
、
様
々
な
制
約
を
受
け
て
い
る
。
冷

戦
構
造
が
続
い
た
北
東
ア
ジ
ア
地
域
で
の
環
境
レ

ジ
ー
ム
の
構
築
は
必
ず
し
も
容
易
な
作
業
で
は
な

い
。
一
九
九
三
年
に
設
置
さ
れ
た
ニ
ア
ス
ペ
ッ
ク

と
い
え
ど
も
、
そ
の
重
点
は
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の

能
力
開
発
と
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
限
定
さ
れ
て

お
り
、
法
的
な
権
利
義
務
を
伴
う
協
力
関
係
は
将

来
に
先
送
り
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

最
近
の
動
き
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
二
○
○
四
年

一
一
月
二
七
日
に
日
本
、
中
国
、
韓
国
の
三
カ
国

が
環
境
協
力
に
関
す
る
行
動
戦
略
（
Ｔ
Ｅ
Ｍ
Ｍ
）

を
採
択
し
、
こ
れ
ら
の
国
が
Ｔ
Ｅ
Ｍ
Ｍ
を
さ
ら
に

発
展
継
続
さ
せ
、
既
存
の
枠
組
み
を
拡
大
す
る
と

宣
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
国
の
北
東
ア
ジ
ア
の
環
境
協
力
に
対
す
る

関
心
は
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
最
近
発
表

さ
れ
た
経
済
産
業
省
の
平
成
一
七
年
度
国
際
エ
ネ

ル
ギ
ー
使
用
合
理
化
基
盤
整
備
事
業
「
東
ア
ジ
ア

地
域
に
お
け
る
新
た
な
環
境
協
力
の
枠
組
み
構
築

の
た
め
の
調
査
」
報
告
書
（
平
成
一
八
年
三
月
）

や
環
境
省
が
現
在
実
施
す
る
「
持
続
可
能
な
社
会

の
構
築
に
向
け
た
日
中
環
境
協
力
の
あ
り
方
検
討

会
」
の
議
論
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
ア
ジ
ア
の
他
地
域
に
お
け
る

環
境
協
力
の
経
験
を
見
る
限
り
で
は
、
環
境
分
野

の
地
域
協
力
自
体
が
い
か
に
望
ま
し
い
内
容
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
環
境
分
野
だ
け
が
突
出
し
て
一

足
飛
び
に
条
約
締
結
へ
至
る
と
い
っ
た
、
法
律
協

力
へ
の
発
展
方
式
は
あ
り
え
な
い
も
の
と
い
え
よ

う
。
こ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
技
術
面
や
人
材
育
成

面
の
協
力
と
い
っ
た
環
境
分
野
で
の
地
道
か
つ
信

頼
醸
成
の
た
め
の
基
盤
整
備
が
必
要
で
あ
り
、
さ

ら
に
こ
れ
を
確
認
支
援
す
る
た
め
の
行
動
計
画
や

環
境
宣
言
な
ど
の
ソ
フ
ト
面
の
環
境
協
力
が
か
な

り
の
程
度
に
蓄
積
さ
れ
た
後
に
、
は
じ
め
て
地
域

レ
ベ
ル
で
の
条
約
制
定
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
ル
の
高

い
法
律
協
力
が
可
能
に
な
る
も
の
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

●
お
わ
り
に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
負
の
局
面
と
し
て
の
環

境
問
題
が
、
国
内
、
地
域
、
地
球
レ
ベ
ル
で
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
環
境
問
題
の

発
生
は
ロ
ー
カ
ル
で
あ
り
、
こ
の
た
め
の
足
元
の

解
決
が
ま
ず
優
先
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
の

環
境
法
は
、
学
術
上
、
国
際
環
境
法
と
国
内
環
境

法
に
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な

先
進
国
主
導
の
考
え
方
や
主
権
国
家
を
前
提
に
し

た
伝
統
的
な
手
法
に
立
っ
た
問
題
解
決
だ
け
で
は
、

限
界
が
既
に
見
え
始
め
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
生

き
た
環
境
法
に
は
、
国
際
法
秩
序
と
国
内
法
整
備

の
双
方
の
間
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
相
互
作
用
の

結
果
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
抜
け
落
ち
て
い
る

知
識
や
規
範
を
補
い
つ
つ
発
展
さ
せ
る
使
命
が
与

え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地
域
レ
ベ
ル
に

お
け
る
環
境
法
創
造
の
動
き
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
環
境
問
題
を
地
域
レ
ベ

ル
で
一
旦
ろ
過
し
、
こ
れ
を
国
際
社
会
と
地
域
の

構
成
国
に
実
効
性
あ
る
形
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ

せ
つ
つ
、
問
題
解
決
に
寄
与
す
る
役
割
を
担
う
も

の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
さ 

く
も
と　

な
お
ゆ
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
在
ジ
ャ
カ
ル
タ
海
外
調
査
員
）
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●
海
賊
規
制
の
抱
え
る
問
題

海
賊
規
制
の
歴
史
は
古
く
、
国
際
法
に
お
い
て

も
海
賊
に
関
す
る
法
は
現
存
す
る
も
の
の
中
で
最

も
古
い
規
則
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら

現
在
に
お
い
て
も
海
賊
行
為
の
抑
止
は
困
難
で
あ

り
、
ま
た
海
賊
の
武
装
化
に
よ
る
海
賊
行
為
の
凶

悪
化
等
、
さ
ら
に
難
し
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
で
も
状
況
は
同
じ
で
、
二
○
○

五
年
度
は
日
本
船
籍
韋
駄
天
号
事
件
を
含
む
一
二

件
の
海
賊
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。
年
間
七
万
五

○
○
○
隻
の
船
が
航
行
す
る
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
、

例
え
ば
日
本
の
輸
入
原
油
の
約
九
割
も
が
経
由
し

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
で
の
航
行

の
安
全
の
確
保
は
国
際
貿
易
や
日
本
経
済
に
と
っ

て
、
大
き
な
経
済
的
利
益
な
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
交
通
の
要
路
で
あ
る
マ
ラ
ッ
カ
海

峡
を
海
賊
か
ら
守
る
こ
と
が
い
ま
だ
に
十
分
に
で

き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
問
題

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
に
、
実
際
に
起
き
て
い
る
海
賊
事
件
と
、

国
連
海
洋
法
条
約
（
海
洋
法
条
約
）
上
に
国
際
慣

習
法
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
海
賊
行
為
の
定
義

と
が
乖
離
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
沿
岸

国
の
領
海
で
あ
る
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
で
の
海
賊
事
件

が
、
海
洋
法
条
約
の
対
象
と
な
る
の
か
問
題
が
あ

る
。そ

し
て
二
つ
目
に
は
、
海
峡
の
沿
岸
国
が
人
的
、

経
済
的
資
本
の
不
足
か
ら
海
賊
の
取
締
り
の
た
め

の
制
度
を
十
分
に
整
備
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
国
際
お
よ
び
国
内
両

レ
ベ
ル
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
努
力
が
な
さ
れ
て

い
る
の
か
、
以
下
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

●
海
賊
に
関
す
る
国
際
法

一
七
世
紀
の
近
代
国
際
法
の
登
場
以
前
に
既
に

海
賊
は
「
人
類
共
通
の
敵
」（hostis hum

ani ge-

neri
）
と
し
て
観
念
さ
れ
、
国
籍
国
の
保
護
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
海
賊
行
為
は
す
べ
て

の
国
が
裁
判
管
轄
権
を
持
つ
国
際
犯
罪
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
た
。

一
九
世
紀
後
半
に
は
、
国
際
慣
習
法
の
法
典
化

作
業
が
始
ま
り
、
二
○
世
紀
に
入
る
と
、
国
際
連

盟
の
国
際
法
法
典
化
専
門
委
員
会
で
「
海
賊
の
抑

止
の
た
め
の
条
文
草
案
」
が
作
成
さ
れ
た
。
し
か

し
内
容
お
よ
び
国
際
法
と
し
て
の
重
要
性
に
つ
い

て
普
遍
的
な
合
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
法
典

化
作
業
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
た
。

再
び
、
海
賊
に
関
し
て
法
典
化
が
試
み
ら
れ
た

の
は
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
連
合
の
時
代
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
国
連
国
際
法
委
員
会
が
、
一
九

五
五
年
に
海
賊
に
関
し
て
八
条
か
ら
成
る
草
案
を

作
成
、
そ
の
後
「
公
海
に
関
す
る
条
約
」
の
一
部

と
し
て
採
択
さ
れ
、
さ
ら
に
同
条
約
の
海
賊
の
規

定
は
、
ほ
と
ん
ど
修
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
九

八
二
年
の
「
海
洋
法
条
約
」
に
引
き
継
が
れ
た
。

そ
の
内
容
は
「
人
類
共
通
の
敵
」
で
あ
る
海
賊
に

つ
い
て
、
公
海
上
及
び
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
権
に

も
服
さ
な
い
場
所
で
の
不
法
な
暴
力
行
為
、
抑
留

ま
た
は
略
奪
行
為
と
い
っ
た
海
賊
行
為
は
、
す
べ

て
の
国
が
取
締
り
の
た
め
の
強
制
権
を
有
し
、
公

海
上
の
船
舶
で
の
海
賊
行
為
に
関
し
て
は
、
船
舶

の
旗
国
の
み
が
執
行
権
を
持
つ
と
す
る
旗
国
主
義

を
修
正
し
、
例
外
的
に
普
遍
的
管
轄
権
を
認
め
る

も
の
で
あ
っ
た
。

●
法
と
現
実
の
乖
離

こ
う
し
た
歴
史
を
経
て
条
文
化
さ
れ
た
規
定
で

あ
る
が
、
実
効
的
な
海
賊
事
件
（
海
洋
法
条
約
上

の
海
賊
行
為
だ
け
で
な
く
広
く
海
上
で
の
暴
力
行

為
、
略
奪
行
為
を
含
む
）
の
規
制
に
は
至
っ
て
い

な
い
。
で
は
、
海
洋
法
条
約
の
抱
え
る
問
題
と
は

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
海
賊
規
制̶

国
際
的
枠
組
み
の
構
築
と
沿
岸
国
の
対
応
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何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
は
海
賊
行
為
の
目
的
が
、「
私
的
目
的
」

に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
海
洋
法
条
約
第

一
○
一
条

）。
つ
ま
り
公
的
目
的
や
政
治
的
目

的
で
な
さ
れ
る
海
上
で
の
略
奪
行
為
は
規
制
の
対

象
と
な
ら
ず
、
例
え
ば
一
九
八
五
年
の
武
装
パ
レ

ス
チ
ナ
ゲ
リ
ラ
に
よ
る
政
治
目
的
の
船
舶
乗
っ
取

り
事
件
（
ア
キ
レ
・
ラ
ウ
ロ
号
事
件
）
の
ご
と
き

は
同
条
約
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

第
二
の
問
題
は
、
海
賊
行
為
の
行
為
地
で
あ
る
。

「
公
海
」
も
し
く
は
「
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
権
に

も
服
さ
な
い
場
所
」（
同
第
一
○
一
条


、

（ii）
）
で
行
わ
れ
る
海
賊
行
為
の
み
を
対
象
と
す
る

こ
と
は
、
領
域
主
権
の
排
他
性
か
ら
は
当
然
の
こ

と
で
あ
り
、
領
域
内
で
の
船
舶
へ
の
暴
力
行
為
は

国
内
法
上
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
、
東

南
ア
ジ
ア
で
の
海
賊
事
件
の
現
状
に
照
ら
し
て
見

れ
ば
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
は
そ
も
そ
も
沿
岸
国
の
領

海
で
あ
り
、
ま
た
事
件
は
港
や
領
海
内
で
の
停
泊

中
も
し
く
は
投
錨
中
に
多
発
し
て
い
て
、
海
洋
法

条
約
で
は
東
南
ア
ジ
ア
海
域
の
問
題
を
解
決
で
き

な
い
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
は
拿
捕
の
場
所
が
「
公
海
」
も
し
く
は

「
い
ず
れ
の
国
家
の
管
轄
権
に
も
服
さ
な
い
場

所
」
と
さ
れ
（
同
第
一
○
五
条
）、
海
賊
船
が
領

海
内
に
逃
げ
込
ん
で
追
跡
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
拿
捕
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
。
追
跡
権
に

つ
い
て
は
国
連
国
際
法
委
員
会
の
草
案
段
階
で
削

除
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
が
、
実
効
的
な
取
締
り
の

た
め
に
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

法
典
化
条
約
で
あ
る
海
洋
法
条
約
は
、
よ
り
多

く
の
国
家
の
合
意
を
得
る
た
め
、
様
々
な
国
内
法

や
国
家
実
行
か
ら
共
通
項
を
導
き
出
し
た
も
の
で

あ
り
、
各
海
域
の
具
体
的
な
事
情
に
即
し
て
海
賊

事
件
を
取
締
る
た
め
に
は
、
多
く
の
制
限
を
抱
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

●
国
際
ル
ー
ル
作
り

特
に
「
行
為
地
」
の
問
題
か
ら
海
洋
法
条
約
が
、

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
で
の
海
賊

事
件
に
対
応
で
き
な
い
状
況
を
解
決
す
る
た
め
、

国
際
社
会
は
新
た
な
ル
ー
ル
作
り
に
向
け
様
々
な

努
力
を
重
ね
て
き
て
い
る
。

海
上
の
安
全
の
確
保
を
そ
の
任
務
と
す
る
国
際

海
事
機
関
（
Ｉ
Ｍ
Ｏ
）
は
と
り
わ
け
こ
の
分
野
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
九
八
三
年
に

「
海
賊
行
為
及
び
船
舶
に
対
す
る
武
装
強
盗
の
防

止
策
」（resolution A

. 545

（13

））
を
総
会
が
採

択
し
、
こ
こ
で
、「
海
賊
行
為
」
と
共
に
「
船
舶

に
対
す
る
武
装
強
盗
」（arm

ed robbery against 

ships

）
と
い
う
新
た
な
概
念
を
導
入
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
沿
岸
国
の
領
域
内
で
発
生
す
る
強
盗
や
乗

っ
取
り
、
身
代
金
目
当
て
の
誘
拐
と
い
っ
た
海
洋

法
条
約
の
対
象
と
な
ら
な
い
犯
罪
行
為
も
単
な
る

国
内
法
上
の
問
題
で
は
な
く
、
国
際
的
に
重
要
な

関
心
事
項
で
あ
る
こ
と
を
各
国
に
認
識
さ
せ
た
。

決
議
で
は
海
賊
行
為
及
び
武
装
強
盗
の
抑
止
の
た

め
に
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
と
る
こ
と
、
船
主
、
船
舶

運
行
者
、
船
長
お
よ
び
乗
組
員
に
対
す
る
助
言
、

ま
た
自
国
船
籍
の
船
舶
に
つ
い
て
事
件
発
生
時
に

Ｉ
Ｍ
Ｏ
へ
報
告
す
る
こ
と
な
ど
が
各
国
に
要
請
さ

れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
状
況
の
改
善
が
見
ら
れ
な
い
た

め
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
は
一
九
九
一
年
「
海
賊
行
為
及
び
船

舶
に
対
す
る
武
装
強
盗
の
防
止
及
び
抑
制
」（res-

olution A
. 683

（17

））
を
採
択
し
、
防
止
の
た
め

の
さ
ら
な
る
努
力
や
関
係
国
お
よ
び
船
舶
間
で
の

海
賊
情
報
の
共
有
を
求
め
た
。

一
九
九
三
年
に
は
よ
り
具
体
的
か
つ
詳
細
な

「
海
賊
行
為
及
び
船
舶
に
対
す
る
武
装
強
盗
の
防

止
及
び
抑
制
の
た
め
の
各
国
政
府
へ
の
勧
告
」

（M
SC

/C
irc.622.

一
九
九
九
年
に
改
正
。

M
SC

.C
irc.622/R

ev.1

）
を
採
択
し
た
。

こ
こ
で
は
情
報
の
確
保
、
捜
査
方
法
へ
の
助
言
、

海
賊
対
策
の
た
め
の
行
動
計
画
の
作
成
の
要
請
や
、

関
係
国
と
の
協
力
下
で
の
執
行
管
轄
権
に
関
す
る

よ
り
実
効
的
な
体
制
整
備
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

ま
た
海
賊
事
件
の
情
報
の
収
集
、
共
有
が
、
事
件

の
防
止
や
船
舶
の
自
衛
策
の
た
め
に
は
非
常
に
有

用
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
情

報
の
収
集
に
は
、
国
際
商
業
会
議
所
の
国
際
海
事

局
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
│

Ｉ
Ｍ
Ｂ
）
が
マ
レ
ー
シ
ア
の
ク
ア

ラ
ル
ン
プ
ー
ル
に
設
置
し
た
海
賊
情
報
セ
ン
タ
ー

（
Ｐ
Ｒ
Ｃ
）
を
活
用
す
る
こ
と
も
提
言
し
て
い
る
。

さ
ら
に
海
賊
行
為
も
し
く
は
船
舶
に
対
す
る
武

装
強
盗
（
武
装
強
盗
）
に
よ
り
領
海
の
外
で
逮
捕

さ
れ
た
者
は
、
実
質
的
当
事
国
と
の
合
意
に
よ
っ

て
捜
査
国
の
法
の
下
で
訴
追
さ
れ
る
と
す
る
。
実

質
的
当
事
国
と
は
捜
査
対
象
船
の
旗
国
、
事
件
発

生
地
国
、
自
国
民
が
死
亡
、
重
傷
を
負
っ
た
国
、

有
用
な
捜
査
情
報
を
有
す
る
国
、
捜
査
国
に
よ
り

事
件
と
の
重
大
な
関
連
が
認
め
ら
れ
た
国
等
、
発

生
し
た
海
賊
事
件
の
関
連
国
を
広
く
指
す
。
海
賊
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行
為
お
よ
び
武
装
強
盗
が
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
が

な
い
よ
う
、
関
係
国
全
体
で
取
締
り
を
行
う
趣
旨

で
あ
る
。

ま
た
、
共
同
パ
ト
ロ
ー
ル
等
地
域
的
協
力
の
た

め
の
「
海
賊
行
為
及
び
船
舶
に
対
す
る
武
装
強
盗

の
防
止
及
び
抑
制
に
関
す
る
地
域
的
協
力
協
定
草

案
」
も
勧
告
と
共
に
提
示
さ
れ
て
い
る
（
付
属
書

５
）。
協
定
当
事
国
間
で
武
装
強
盗
を
定
義
し
、

合
意
が
な
さ
れ
れ
ば
、
協
定
上
は
当
事
国
間
で
の

武
装
強
盗
の
取
締
り
が
可
能
と
な
る
。

二
○
○
一
年
に
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
海
賊
及

び
船
舶
に
対
す
る
武
装
強
盗
の
犯
罪
の
捜
査
の
た

め
の
慣
行
綱
領
案
」（resolution A

. 922

）
は
、

武
装
強
盗
を
海
賊
行
為
以
外
の
、
一
国
の
管
轄
の

下
に
服
す
領
域
で
な
さ
れ
た
不
法
な
暴
力
、
抑
留

行
為
ま
た
は
略
奪
行
為
を
指
す
も
の
と
し
て
は
じ

め
て
定
義
し
た
。
綱
領
案
は
決
し
て
沿
岸
国
の
領

海
内
で
の
執
行
管
轄
権
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
自
国
の
管
轄
内
で
の
海
上
暴
力
が
、
当
該

国
家
の
利
益
だ
け
で
な
く
、
国
際
的
な
共
通
利
益

を
も
損
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
十
分
な
捜
査

や
関
係
国
と
の
協
力
の
必
要
性
を
沿
岸
国
が
認
識

す
る
上
で
重
要
な
文
書
で
あ
る
。

海
上
の
安
全
と
い
う
点
か
ら
は
、
一
九
七
四
年

の
「
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際

条
約
」（
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約
）
も
重
要
で
あ
る
。

本
条
約
は
船
舶
の
構
造
や
設
備
、
救
命
設
備
の
基

準
を
定
め
、
海
上
で
の
人
命
の
安
全
を
促
進
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
二
○
○
二
年
に
前
年
の
九
・
一

一
同
時
多
発
テ
ロ
を
受
け
、
海
上
テ
ロ
の
脅
威
か

ら
人
命
を
守
る
た
め
の
大
き
な
改
正
が
な
さ
れ
た
。

新
た
に

│

２
章
「
海
上
の
保
安
を
高
め
る
た
め

の
特
別
措
置
」
及
び
義
務
的
規
定
Ａ
部
と
勧
告
的

規
定
Ｂ
部
と
か
ら
成
る
「
船
舶
と
港
湾
施
設
の
国

際
保
安
コ
ー
ド
」（ISPS C

ode

）
が
追
加
さ
れ
た
。

船
舶
と
港
湾
施
設
の
安
全
確
保
の
た
め
の
設
備
や

装
置
が
十
分
に
備
え
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る

船
舶
保
安
評
価
の
実
施
や
、
保
安
上
の
設
備
計
画

作
成
を
船
舶
に
義
務
づ
け
る
こ
と
が
国
家
に
要
請

さ
れ
て
い
る
。
海
上
テ
ロ
を
前
提
と
し
た
改
正
で

あ
る
が
、
海
賊
行
為
お
よ
び
武
装
強
盗
の
抑
止
お

よ
び
被
害
を
最
小
限
に
す
る
に
は
実
際
的
で
有
効

な
方
法
で
あ
ろ
う
。

普
遍
的
な
国
際
組
織
に
対
し
て
、
地
域
的
な
フ

ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
○
○

二
年
の
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
国
境
を
越
え
る
犯
罪
撲
滅

の
た
め
の
行
動
計
画
」
に
基
づ
き
、
海
賊
に
関
す

る
国
内
法
の
整
備
、
情
報
の
交
換
、
捜
査
に
お
け

る
国
家
間
協
力
や
共
同
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
こ
と

が
決
め
ら
れ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
海
峡
の
航
行

の
安
全
に
関
し
、
沿
岸
国
と
利
用
国
と
で
合
意
の

も
と
協
力
を
行
う
と
す
る
海
洋
法
条
約
四
三
条
を

根
拠
に
、
利
用
国
や
関
係
国
際
機
関
に
対
し
て
技

術
的
な
協
力
を
求
め
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
よ
る
取
締
り
の
一
番
の

障
害
で
あ
る
資
金
や
技
術
力
の
不
足
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
、
航
行
の
安
全
と
い
う
共
通
利
益
を
守

る
た
め
に
す
べ
て
の
利
用
国
は
相
応
の
責
任
を
果

た
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
政
治
や
安
全
保

障
分
野
を
対
象
と
す
る
地
域
的
対
話
フ
ォ
ー
ラ
ム

と
し
て
は
、
一
九
九
四
年
よ
り
開
始
さ
れ
た
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ａ
Ｒ
Ｆ
）
が
二
○
○

○
年
に
海
賊
や
不
法
入
国
を
主
に
扱
う
専
門
家
グ

ル
ー
プ
を
設
立
し
、
二
○
○
四
年
の
第
一
○
回
閣

僚
会
合
に
お
い
て
「
海
賊
行
為
及
び
海
上
保
安
へ

の
脅
威
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
地
域
フ
ォ
ー
ラ

ム
声
明
」
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
声
明
で
は
海
賊

行
為
が
国
際
的
な
貿
易
活
動
の
阻
害
要
因
で
あ
る

こ
と
や
、
海
賊
行
為
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
共

通
の
重
大
問
題
で
あ
り
、
地
域
協
力
が
規
制
の
た

め
の
絶
対
的
な
条
件
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
。ま

た
一
八
九
七
年
設
立
の
海
事
専
門
の
非
政
府

国
際
組
織
で
あ
る
万
国
海
法
会
は
海
法
の
国
際
的

統
一
を
目
的
と
し
、
海
賊
の
統
一
法
に
つ
い
て
は

一
九
九
八
年
に
「
海
賊
行
為
お
よ
び
海
上
暴
力
行

為
に
関
す
る
法
律
の
統
一
に
関
す
る
共
同
国
際
ワ

ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
を
組
織
し
、
二
○
○
○

年
に
「
海
賊
行
為
及
び
海
上
暴
力
行
為
に
関
す
る

モ
デ
ル
国
内
法
」
を
作
成
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
海
賊

行
為
お
よ
び
海
上
暴
力
行
為
が
必
ず
関
係
国
に
よ

る
訴
追
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
い
る

が
、「
海
賊
行
為
」
規
制
を
シ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
等
の

テ
ロ
行
為
と
同
じ
法
枠
組
み
の
中
で
扱
え
る
か
に

つ
い
て
は
大
き
な
疑
問
が
残
ろ
う
。

●
国
際
ル
ー
ル
の
実
現

こ
う
し
た
様
々
な
ル
ー
ル
作
り
に
対
応
し
て
、

そ
れ
ら
の
ル
ー
ル
が
い
か
に
国
内
で
受
容
さ
れ
る

か
と
い
う
点
が
実
効
的
な
取
締
り
の
上
で
は
重
要

で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
非
常
に
積
極
的
な
活
動
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特集／グローバルなルール形成と開発途上国

を
行
っ
て
い
る
の
が
、
非
政
府
国
際
組
織
で
あ
る

Ｉ
Ｃ
Ｃ
│

Ｉ
Ｍ
Ｂ
、
そ
し
て
そ
の
下
部
機
関
で
あ

る
Ｐ
Ｒ
Ｃ
で
あ
る
。
Ｐ
Ｒ
Ｃ
は
海
賊
に
関
す
る
情

報
の
提
供
を
主
要
な
任
務
と
し
、
海
賊
事
件
へ
の

迅
速
な
対
応
と
事
件
の
防
止
に
貢
献
し
て
い
る
。

Ｐ
Ｒ
Ｃ
が
対
象
と
す
る
海
賊
事
件
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ

と
同
様
、「
海
賊
行
為
」
と
「
武
装
強
盗
」
を
含

む
が
、
国
家
管
轄
権
内
で
発
生
す
る
「
武
装
強

盗
」
で
あ
っ
て
も
非
政
府
国
際
組
織
に
よ
る
情
報

収
集
や
提
供
と
い
う
活
動
で
あ
れ
ば
、
沿
岸
国
と

の
主
権
の
衝
突
も
起
こ
ら
ず
、
事
件
に
即
し
た
迅

速
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｐ
Ｒ
Ｃ
の
活

動
は
国
家
に
よ
る
取
締
り
を
促
進
す
る
も
の
で
あ

る
。ア

ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
で
は

海
賊
に
関
す
る
協
力
体
制
の
確
保
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
二
○
○
二
年
に
採
択
さ
れ
た
「
テ
ロ
リ
ズ

ム
と
の
闘
い
及
び
成
長
の
促
進
に
関
す
る
Ａ
Ｐ
Ｅ

Ｃ
首
脳
声
明
」
に
は
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

が
盛
り
込
ま
れ
た
。
テ
ロ
対
策
を
目
的
と
す
る
取

組
み
だ
が
、
域
内
で
の
安
全
な
貿
易
の
確
保
の
た

め
に
な
さ
れ
る
、ISPS C

ode

の
履
行
な
ど
を
含

む
船
舶
や
港
湾
施
設
に
対
す
る
具
体
的
な
安
全
対

策
の
国
家
へ
の
義
務
づ
け
は
、
海
賊
の
取
締
り
に

つ
い
て
も
十
分
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
国
際
社
会
で
の
海
賊
の
取
締
り
へ
の

認
識
の
高
ま
り
に
呼
応
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
各
国

で
も
様
々
な
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
。

日
本
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
開
か
れ
た
二
○
○

○
年
の
東
京
海
賊
対
策
国
際
会
議
で
は
、
国
内
法

の
整
備
や
国
際
協
力
の
促
進
を
約
束
す
る
「
東
京

ア
ピ
ー
ル
」、「
モ
デ
ル
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
及

び
「
ア
ジ
ア
海
賊
チ
ャ
レ
ン
ジ
２
０
０
０
」
が
採

択
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
日
本
は
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
に
対
し
て
技
術
的
、
経
済
的
支
援
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
小
泉
首
相
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
二
○

○
一
年
に
採
択
さ
れ
た
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
海
賊

行
為
及
び
船
舶
に
対
す
る
武
装
強
盗
と
の
戦
い
に

関
す
る
地
域
協
力
協
定
案
」
は
二
○
○
六
年
九
月

に
発
効
予
定
で
あ
る
。
本
協
定
は
情
報
共
有
セ
ン

タ
ー
を
設
立
し
、
容
疑
者
の
逮
捕
や
被
害
船
舶
の

発
見
を
容
易
に
し
、
ま
た
犯
罪
人
引
渡
し
等
の
二

国
間
協
力
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
米
国
は
同

協
定
案
に
並
行
し
て
テ
ロ
及
び
海
賊
対
策
を
目
的

と
す
る
「
地
域
海
洋
安
全
保
障
構
想
」
を
提
唱
し

て
い
た
が
、
自
国
の
主
権
を
米
国
に
よ
り
制
限
さ

れ
る
可
能
性
を
危
惧
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
マ
レ

ー
シ
ア
の
強
い
反
発
に
よ
り
、
構
想
を
断
念
し
て

い
る
。

海
賊
の
取
締
り
、
特
に
一
国
の
管
轄
権
下
で
発

生
す
る
武
装
強
盗
の
取
締
り
を
強
化
し
よ
う
と
す

る
と
き
、
そ
こ
に
は
当
然
沿
岸
国
の
主
権
の
壁
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
海
賊
の
実
効
的
な
取
締
り

に
は
沿
岸
国
自
身
の
積
極
的
な
取
組
み
が
最
も
有

効
な
手
段
な
の
で
あ
る
。
沿
岸
各
国
は
海
賊
や
海

上
暴
力
を
犯
罪
行
為
と
し
て
国
内
法
上
規
定
し
て

い
る
が
、
海
上
法
執
行
機
関
が
十
分
に
整
備
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
海
賊
の
規
制
が
実
効
的
に
行
わ

れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
例
え
ば
、

マ
レ
ー
シ
ア
は
二
○
○
五
年
に
そ
れ
ま
で
に
存
在

し
た
一
二
の
関
係
機
関
を
統
合
し
て
マ
レ
ー
シ
ア

海
上
法
執
行
庁
を
設
立
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
海
上
安

全
体
制
の
整
備
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
ま
で
海

軍
の
所
属
で
あ
っ
た
コ
ー
ス
ト
ガ
ー
ド
を
一
九
九

八
年
に
運
輸
通
信
省
直
轄
と
し
、
ま
た
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
で
は
、
海
軍
や
海
上
警
察
な
ど
関
係
機
関
の

海
上
法
執
行
権
が
重
複
し
て
い
る
た
め
、
権
限
調

整
の
た
め
に
新
た
な
海
上
治
安
調
整
機
構
の
設
立

を
準
備
中
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
機
関
に
対
し
日
本
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
を

通
じ
て
専
門
家
の
派
遣
、
組
織
や
政
策
に
関
す
る

指
導
、
人
材
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
や
合
同

訓
練
ま
た
船
艇
の
提
供
等
、
技
術
的
、
経
済
的
支

援
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
沿
岸
国
は
共
同
パ
ト
ロ

ー
ル
や
追
跡
権
の
調
整
な
ど
に
関
し
て
個
別
に
二

国
間
条
約
を
結
ん
で
い
る
。

●
今
後
に
向
け
て

武
装
強
盗
と
い
う
新
た
な
概
念
を
導
入
し
、
海

賊
事
件
全
般
を
国
際
的
な
取
締
り
の
対
象
に
し
よ

う
と
す
る
ル
ー
ル
作
り
は
、
東
南
ア
ジ
ア
海
域
で

の
問
題
解
決
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
沿
岸
国
の
領
域
主
権
の
尊
重
か
ら
、
と
り
う
る

措
置
は
情
報
の
共
有
や
合
意
に
基
づ
く
協
力
関
係

の
構
築
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
、
よ
り
実
効
的
な
海
賊
規
制
を

行
う
た
め
に
は
、
規
制
が
国
際
社
会
全
体
の
利
益

保
護
に
つ
な
が
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
沿
岸

国
自
身
の
国
内
体
制
の
整
備
、
海
峡
利
用
国
と
し

て
の
責
任
の
分
担
、
ま
た
主
権
の
壁
を
越
え
て
活

動
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
さ
ら
な
る
活
躍
が
望
ま
れ
る
。

（
こ 

な
か　

さ
つ
き
／
星
槎
大
学
非
常
勤
講
師
）
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